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Ⅰ．本計画の意義と位置づけ 

１．計画策定の意義 
世田谷区の公共施設は、昭和30年代から50年代にかけて整備されたものが多く（全施設の約60%）、

年数の経過による老朽化で、今後 30年の間に改築や大規模な改修が集中する時期を迎える。放置す

れば、建築物、都市基盤施設等のインフラ全体を安全に使用することが困難となる。一方で、これら

を順次更新していった場合、財政負担は年平均で600億円を超えると見込まれるが、高齢化がますま

す進み、社会保障費等の支出が増えていく中で、財政負担を経常的に行うことは困難である。 
子どもの人口の増による子ども関連施設等の拡充や、道路、公園等の未整備のインフラを整備する

ことなどから、今後も一部の公共施設は、更に増加せざるを得ない。また、社会経済情勢の変化に伴

う新たな行政課題や、地震、豪雨などの災害に対応する施設整備も進める必要がある。その一方、生

産年齢人口の増加の割合は限られ、税収の延びは期待できない。また、建設労働者の不足や資材高騰

などにより、施設の整備費用も上昇を続けており、将来的な整備・更新計画を見通すことが更に難し

くなっている。 
世田谷区の財政を健全な状態に保ちつつ、必要な公共施設の量と質、安全性を確保するには、「新

しくつくる」から「賢く、長く使う」長寿命化や、多機能化、集約化といった手法などの創意工夫の

みならず、施設需要や必要性をより厳しく見きわめ、場合によっては用途転換や廃止を図るといった

判断もせざるを得ない。加えて、一層の民間の力の活用により、公共施設の維持更新に取り組む必要

がある。このようにしてはじめて、インフラの劣化と過度の財政負担の両方を回避し、可能な限りサ

ービスの質を落とさずに、行政運営を継続することができる。 
そのためには、すべての施設の老朽化の状況と、今後の人口動向や区民ニーズの多様化などから想

定される将来施設需要、そして公共施設に投資可能な経費の上限、の三点を明確にし、有限な財源を

どこにどれだけ振り分けるかを中長期的な計画に落とし、これを厳守して取り組まなければならない。 
また、今後導入される新公会計制度を活用し、施設の再編や運営の抜本的な見直しにも、本格的に

取り組まなければならない。 
このような認識のもと、将来的な財政見通しに基づいて、公共施設を適切に管理、保全、更新し、

長寿命化や集約化、統廃合を推進するための計画として、「世田谷区公共施設等総合管理計画」を策

定した。 
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２．計画の位置づけ 
《国の計画との関係》 

インフラの老朽化と更新に関しては、国も区と同様の認識を持っており、平成 26年 4月、国土交

通省が「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、その行動計画の策定を各省庁に要請している。この

一環として、総務省より地方公共団体に対して、「公共施設等総合管理計画」の策定が要請されてお

り、本計画はその要請も踏まえ策定している。 
 

《世田谷区基本計画（公共施設整備方針）との関係》 

区では、平成 26年度に「公共施設整備方針」を策定し、公共施設マネジメントの方針及び目標を

示すとともに、「新実施計画（平成26年度～29年度）」で具体的な整備計画を明らかにしている。 

本計画は、「公共施設整備方針」を元にしながら、一部考え方を発展させるとともに、対象も建物

だけでなく都市基盤施設（道路、公園等）にまで広げ、より踏み込んだ公共施設マネジメント方針を

策定するものである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個別計画（期間10年〜30年 総合管理計画の改定に合わせ、必要な改定を⾏う。） 

  

 

世⽥⾕区公共施設等総合管理計画（平成29年度〜38年度）（※） 
 

 

世田谷区基本計画（平成26年度〜35年度） 
 

基本方針（建物編） 

建物整備・保全計画 
（平成29年度〜58年度） 

 

せたがや道づくりプラン
（平成25年度〜34年度） 

みどりとみずの基本計画 
（平成20年度〜29年度） 

橋梁⻑寿命化修繕計画 
（平成25年度〜34年度） 

 
（平成29年度〜38年度） 

新実施計画 
（平成26年度〜29年度） 

 

 

 

考え方を発展 

具体的な年次計画を⽰す 

公共施設整備方針 

基本方針（都市基盤施設編） 

（仮称）舗装更新計画 
（平成30年度〜39年度） 

考え方を発展 

諸計画の関係図 

※公共施設等総合管理計画は、新実施計画の改定、基本計画の改定等に合わせ、必要な改定を⾏う。（p26参照） 
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Ⅱ．取組みの背景 

１．公共施設の現状と課題 
（１）建物 

世田谷区は886施設（平成28年7月現在）を保有・管理しており（民間借上等を含む）、延床面積は

1,291,742㎡である。区が保有・管理する施設（建物数：611）を建築年数別に見ると、昭和30年代半

ばに建てられた施設が多いため、今後30年間に築年数が60年を迎える建物は303、全体の約50％とな

る。(図１) 

一般に、鉄筋コンクリート造の建築物の場合は、概ね築60年程度で建替え1を検討することが必要で

あり、今後は、古い施設から老朽化の状況を見据えて対応していくこととなる。これまでの約3～5倍

の施設数を毎年更新しなければならない。 

残る施設についても、施設を長期間にわたり良好な状態で維持するために必要な大規模な改修を行

う目安とされる築30年を迎えるため、今後の施設の改築・改修に多くの経費がかかる状況にある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成26年度に「公共施設整備方針」を策定し、平成35年度より少子化が進展するという人口推計

に基づいて、施設総量を将来的に抑制する目標を掲げていた。しかし、総人口および年少人口の増加

率はむしろ高まり、最新の人口推計では今後も総人口と年少人口は増え続けると見込まれている。 
これらにより、施設需要が押し上げられていることや、ユニバーサルデザインへの対応などにより、

建物の改築時に施設規模が拡大しており（学校施設40％程度、その他施設10％程度の増）、維持管理

費、施設整備費を増大させている。このままのペースで行けば、50年後には建物の総延床面積は約

163万㎡（現状より 34万㎡の増、東京ドーム 7個分）となる見込みであり、維持管理費の年額は約

226億円（約43億円の増）となる。  

                                                   
1 日本建築学会は一般的建物を対象として、コンクリート強度を基準に、大規模補修を必要とするような鉄筋の腐食が生じない
と考えられる期間として、「計画供用期間」を定めている。このことから、既存建物の物理的耐用年数は、コンクリートの物理

的調査結果(コンクリート強度と中性化状況)から判断し、一義的には、建築学会で示しているコンクリート強度による「計画供
用期間」を参考とすることした。大規模な改修を施している施設の供用年数は 65年とし、概ね築 60年程度で建て替えを検討
することとする。 
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（２）都市基盤施設 

１）道路（特別区道 路線数 5,380線 路線延長 約1,092km） 

世田谷区における都市計画道路の整備状況は約 5割で 23区中下から 4番目であるなど、当区の

道路整備水準は低く、限られた財源の中、今後も継続して計画的な整備を進める必要がある。また、

区ではこれまで道路維持管理や更新を適宜進めてきたが、例えば、路面改良の平成 27年度実績で

は、路面総面積（6,476,807㎡）に対し、45,183㎡（0.7%）しか実施できていない。 

①主要な区道（バス路線、緊急輸送路等）約150km 

路面性状調査に基づくひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性の3つの管理指標により路面の

状態を評価している。道路延長の約3％は修繕または更新が必要な箇所が存在している。 

②その他区道（主要な区道以外）約940km 

ひび割れ率等により路面の状態を評価している。修繕または更新の目安としているひび割れ

率等25％以上の道路延長は約5％であり、局部的に劣化が進んでいる。 
２）橋梁（160橋） 

供用60年以上経過した橋梁は、平成27年時点で18％（28橋）存在するが、10年後には46％（73

橋）に達し、30年後には66％（106橋梁）を超えることとなり、対策費用の急増と集中が懸念され

る状況にある。 
 

 

 
 
 
 
 
 

３）水路 

流水等の機能を有するものは、維持管理・更新等を行っているが、全般的に老朽化が進んでいる。

水路機能を有しないものは、接する地権者の意向を踏まえつつ、付替え・売り払い等により、財産

処理を行っている。 

４）公園（589箇所 1,777,812㎡） 

大規模公園33（1,130,812㎡）、緑道16（153,665㎡）、その他の公園540（493,335㎡） 

※安全面で特に注意すべき施設：トイレ235箇所、遊具1,487基 

世田谷区立公園条例では区民１人あたりの公園面積は 6㎡を標準としているが、実態は約 3.05

㎡（平成28年度）にとどまり、引き続き整備が求められている。既存の公園は、開園後40年を経

過したものが137箇所（23％）あり、施設の老朽化が進んでいる公園もある。 

公園内トイレは設置後20年を超過したものが68箇所あり、うち30年を超過したものは15箇所

である。特に老朽化の進むトイレでは死角や汚れが目立つものもあり防犯上の課題もある。 

また、遊具は子どもが利用し、全国的にも事故が無くなっていないことから、安全確保が必須で

ある。区の遊具も処分制限期間2を超えるものが多く、修繕や更新を必要とするものが増えている。 
                                                   

2 処分制限期間：「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和 30年政令 255号）第 14条の規定に基づき、
国土交通大臣が耐用年数を勘案して定めている処分（撤去等）を制限する期間。施設の設置状況や利用状況によるが、この期

間を超えると部分的な補修等が必要になってくる。 
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99橋

73橋

28橋

54橋

61橋

87橋

132橋

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30年後(平成57年)

20年後(平成47年)

10年後(平成37年)

現在(平成27年)

図2供用60年を超える橋梁の分布

供用60年以上

供用60年未満
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２．将来人口と行政需要 
（１）過去10年の総人口の推移と将来人口推計（世田谷区人口ビジョンより） 

世田谷区の人口はこの 10年間増え続けている。国全体が人口減少局面に入っていることから、

若い世代（10～20代）の転入超過傾向は鈍化すると思われるが（転入人口が20％減）、出生率の回

復が継続すれば（合計特殊出生率が1.52に増）、人口は増えていく（パターンⅡ）。 

ただし出生率回復は少しずつ鈍化しており、現在の傾向が続くと合計特殊出生率は 1.21で頭打

ちとなる。その場合、人口増は現在よりも鈍化する（パターンⅠ）。 

また、国の人口政策により東京圏と地方の人口移動が均衡した場合、世田谷区の転入・転出も同

様に均衡するが、この場合、人口は減少に転じる（パターンⅢ）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

近年、世田谷区の人口は、特に若い世代の流入によって一貫して増え続けているが、日本全体の

人口が減少に転じ、地方の若い世代の総数が減れば、人口減に転じる可能性も十分に考えられる。

将来人口の動向が非常に読みづらい時代に直面しているといえる。 

 

（２）３年齢階層人口 

世田谷区の年齢階層別の人口は、若い世代、特に団塊ジュニア世代（平成 29年現在 43歳～46

歳前後）が多いが、15歳未満の子どもは少ない。高齢化率は20.4％に達しているが、全国平均（25.1％ 

平成26年）と比較するとまだ低い。 

近年10年間では、生産年齢人口（15歳～64歳）は横ばい、年少人口（15歳未満）は増、高齢者

人口（65歳以上）が大幅増という傾向となっている。 

日本全国が少子高齢化かつ人口減時代に突入するが、世田谷区では引き続き出生が伸び、転入超

過の傾向が変わらないと仮定すると（「人口ビジョン」将来人口推計パターンⅠ）、当面は、高齢化

率は横ばいで推移する。しかし団塊ジュニア世代が高齢者となる平成 41年ごろから高齢者が大幅

に増え、代わりに生産年齢人口と年少人口の伸びが鈍化するため、高齢化が急速に進むことになる。 
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図3総人口の推移と将来人口推計

パターンⅠ

パターンⅡ

パターンⅢ

区の出生回復傾向が、

現時点での増加率のま

ま継続する場合

区に転入する人数と転出する人数が

同じになった場合（区への若い世代

の転入超過がなくなった場合）

区の出生率回復の鈍化

傾向を反映した場合

将来人口推計実績値
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（３）人口動向から見る施設の課題 

①子どもの人口の増 
全国的な少子化の傾向にかかわらず、パターンⅠでは、子どもの数は緩やかではあるが一貫し

て増え続ける見込みである。したがって義務教育である小中学校の校舎はクラス数の増に伴い規

模を拡充しなければならない可能性が高い。また、保育需要も継続することから、保育施設の整

備も引き続き必要となる。 
②高齢者の急増 
いずれのパターンでも高齢化が進むため、団塊ジュニア世代が多い世田谷区では、平成 41年

以降、「第 2の高齢化の波」というべき高齢者の急増が予想される。現在、団塊の世代が後期高

齢者となる平成 37年を目途に、介護施設等の整備を進めているが、これらの施設の更なる拡充

が必要となる可能性が高い。 

③生産年齢人口 
世田谷区は高齢者と子どもが同時に増えていくことが見込まれるが、これらの世代を支える生

産年齢人口の増加の割合は限られ、パターンによっては減少に転じる可能性もある。税収の伸び

は期待できず、公共施設の更新に要する経費の増を歳入増で賄うことは困難である。 
④人口動向の変動への対応 
世田谷区の人口は当面増加すると見込まれるが、日本全体が人口減少時代を迎える中で、世田

谷区だけがその影響を免れると考えることは不合理である。戦略的な対策を講じるとともに、公

共施設の整備についても、人口増を前提とするのではなく、必要に応じて増築や用途転換を行う

ことができるような、柔軟性のある整備を基本とする必要がある。  
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図4将来人口推計（３年齢階層区分 パターンⅠ）

高齢者人口（64歳以上）
生産年齢人口（15歳～64歳）
年少人口（15歳未満）
高齢化率

【
高
齢
化
率
】

（人）

【
人
口
】

生産年齢人口は4万人
程度の増にとどまる

「団塊の世代」が後期

高齢者となる（H37）

合計特殊出生率が1.21まで上昇し
た場合の年少人口（約3万人の増）

176,559人

587,078人

261,192人

102,729人

626,065人

130,095人

「団塊ジュニア世代」が

高齢者となり、高齢者率

が急増（H48～）

実績値 将来人口推計
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３．財政上の課題 
（１）更新・整備にかかる経費の予測（建物、都市基盤施設） 

公共施設の更新・整備および維持管理にかかる経費は、老朽化する施設の更新需要が急速に高まる

ため、ピーク時には年間 799億円となる。今後 30年間の年平均経費は 629億円となり、これまでの

予算額を約100億円超過することになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

（２）区財政全体の見込み 

平成35年度以降、後期高齢者（65歳以上）人口が10万人以上を超えて増え続けることなどから、

民生費の歳出が1,400億円以上となると見込まれる。同時期に公共施設の更新需要がピークを迎える

が、生産年齢人口の増加割合は限られ、歳入の増加は期待できないため、予算編成が困難となる。 
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図5 建物・都市基盤整備の将来経費試算 建物（整備）
都市基盤（整備）
建物（維持管理）
都市基盤（維持管理）

築60年となる建物の更新需要が
建物整備経費を急激に押し上げる

改築時の規模拡大、新
規施設の整備に伴い、
維持管理費も増⼤する

公園の新設、道路の拡充に伴い、
維持管理費が増⼤する

道路、公園は都市計画上未整備のものが
あるため、⻑期的に投資が必要

平成29〜78年度
年平均635億円

整備
（新設、改築・改修）

維持管理

平成29〜58年度
年平均629億円

平成25〜28
年度年平均
520億円

※歳⼊⾒込は、平成29年度の税収等の動向が、今後も⼀定程度継続すると仮定したシナリオ 
※上記歳出の⼟⽊費は、公共施設関係の経費を除外した⾦額 

その他 その他
総務費 総務費
教育費 教育費
土木費 土木費

職員費 職員費

⺠⽣費 ⺠⽣費

公共施設

592億円

公共施設

629億円

2,906億円 3,091億円

特別区税 特別区税

地⽅消費税交付⾦
地⽅消費税交付⾦

特別区交付⾦
特別区交付⾦

国庫⽀出⾦
国庫⽀出⾦

都⽀出⾦
都⽀出⾦繰⼊⾦

繰⼊⾦
特別区債

特別区債その他
その他

2,906億円 3,002億円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成28年度 平成29～58年度平均 平成28年度 平成29～58年度平均

図6将来の歳⼊・歳出予算の⾒込み（今後30年間）（単位：億円）

財源不⾜ 年平均△89億円（最大△256億円（平成52年度））

（歳⼊⾒込）（歳出） （歳出⾒込） （歳入）
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財源不足は、平成29年度～58年度の30年間で年平均89億円となる見込みであるため、現在保有し

ている施設の約15％が更新できなくなる。施設延床面積で約18万㎡、平均的な小学校（6,000㎡）30

校分の公共施設を建替えることができなくなる計算となる。 

 
不足する財源の確保のため、都市基盤施設については整備に向けた国、都の補助金を積極的に活用す

る必要がある。一方、建物に関しては国、都の補助金は先細りが予測され、基金、起債を活用すること

になるが、これらの積立や償還などの後年度の負担を見据える必要がある。 
 
図７のように、公共施設を従来どおりのやり方で整備を続け、不足する額を起債で賄う場合、2,000

億円以上の負債を長期にわたって背負うことになる。借入は5年後に全額返済するか、一部を返済して

借り換えを行うこととなる。返済時には歳出を削るなどの努力で財源を捻出しなければならないが、公

共施設の更新需要による財源不足は30年以上継続するため、返済に充てる財源を生み出すには、福祉

等の行政サービスを抑制することになりかねない。そうした局面を避けるため、公共施設の経費抑制が

必須である。 
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図7特別区債残⾼・償還額・基⾦残⾼推移⾒込み

償還額（通常借入）
償還額（最大限借入）
借入残高（通常借入）
借入残高（最大限借入）
基⾦残⾼

最⼤限追加借⼊する場合、年間
返済額が500〜700億円となる。
（予算規模の15〜20％）

緊急時のための貯⾦を残
して、残高は０となる。

現在のペースで公共施設を整備、更新
するために、年間89億の歳⼊不⾜分
を、最大限の借入でまかなう場合。
借⾦残⾼は2,000億円を超える。

（億円）

公共施設
経費抑制

福祉などの水準を維持しながら、他の
⾏政サービスに影響を与えない借⼊
範囲内で公共施設の整備・維持管
理を⾏うには、年間経費を約550億
円へ抑制することが必要となる。
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Ⅲ．取組み方針 

１．計画期間 
本計画の計画期間は、平成29年度～38年度の10年間とする。 

世田谷区基本計画（平成 27年度～36年度）の改定に合わせて、次期計画の策定を想定する。また、

建物の更新予定が平成39年～62年に集中しているため、今後50年間を視野に入れた計画とする。 

 
２．対象施設 
○建物（区が管理する施設（借上げを含む））                【平成28年7月1日現在】 
施設類型 施設数 延床面積（㎡） 構成比 
庁舎等 67 84,867  6.6% 
本庁舎等 8 26,783    
総合支所 10 29,048    
出張所・まちづくりセンター 35 10,433    
その他の庁舎 14 18,604   

区⺠集会施設 99 65,173 5.0% 
区⺠会館 9 13,883    
区⺠センター 13 18,756    
地区会館、区⺠集会所 76 31,568    
区⺠斎場 1 966    

防災施設 23 2,781  0.2% 
防災施設 23 2,781   

交流施設 2 11,381  0.9% 
交流施設 2 11,381    

文化・学習施設 41 63,757 4.9% 
図書館・図書室 23 25,255   
美術館等 9 17,300    
その他の文化・学習施設 9 21,203    

スポーツ施設 23 35,484  2.7% 
拠点スポーツ施設 5 21,133    
地域スポーツ施設 13 11,371    
地区スポーツ施設 5 2,979    

リサイクル関連施設 6 5,250  0.4% 
清掃・リサイクル関連 6 5,250    

高齢者施設 90 55,243 4.3% 
特別養護⽼⼈ホーム 3 23,707    
あんしんすこやかセンター 28 1,300    
その他の高齢者施設 59 30,237    

障害者施設 52 30,680  2.3% 
相談等施設 7 5,165    
障害者（児）⽇中利⽤施設 34 21,943    
障害者⾃⽴体験施設 2 1,025    
その他の障害者施設 9 2,546    

児童福祉施設 184 68,618  5.3% 
保育施設 87 46,643    
児童館 26 16,344   
新BOP 63 0    
その他の児童施設 8 5,631   

その他の福祉施設 8 2,698  0.2% 
その他の福祉施設 8 2,698    

⾃転⾞関連施設 68 10,309  0.8% 
レンタサイクルポート 7 8    
⾃転⾞等駐⾞場 53 9,818    
放置⾃転⾞等保管所 8 482    

住宅施設 61 102,556  7.9% 
区営住宅 49 95,965    
特定公共賃貸住宅 7 3,022    
⾼齢者借上集合住宅 5 3,569    

学校教育施設 112 721,308  55.9% 
小学校 64 436,958   
中学校 30 267,657    
幼稚園 9 6,567    
河⼝湖林間学園 1 5,258    
その他の教育施設 8 4,867    

その他の施設 50 31,639 2.5% 
保健センター、診療所等 9 5,959    
職員住宅 21 6,126    
公衆便所 9 317    
倉庫 2 3,534    
その他の施設  9 15,703    

総計 886 1,291,742  100.0% 
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○道路 
種別 路線数 路線延⻑(km) 
特別区道 5,380  1,092  

○橋梁 
地 域 橋 数 
世田谷地域 3 
北沢地域 7 
玉川地域 76 
砧地域 67 
烏山地域 7 
計 160 

○⽔路 
種別 延⻑（m） 
⽔路（開渠） 26,322 
⽔路（暗渠） 15,528 
⽔路（その他）⾃然⽔路など 2,722 
計 34,572 

○公園 
種別 箇所数 延面積（㎡） 
大規模公園 33 1,130,812 
緑道 16 153,665 
その他の公園 540 493,335 
計 589 1,777,812 

３．基本方針 
（１）全体方針 

○基本認識 
・公共施設の更新経費の大幅増がもたらす、過度な財政負担の危機が迫っている。 
・保有する施設の更新を行う「メンテナンスの時代」に突入した。 
・「必要なものを残す」のではなく、「必要なもの」の中から、「より必要なもの」を選ばなくてはな

らない。 

○全体方針 
既存施設を適切に保全、長寿命化しつつ、必要かつ合理的な更新を進める。また、新規施設は計画的

に整備し、より少ない投資で必要な機能を提供する「省インフラ3」を実現する。 

①建物は、新規整備を原則として行わず、複合化等の推進により更新時に施設規模を縮減する。 

②都市基盤施設は、新規整備と保全・更新を両立しながら経費の総額を一定に維持する。 

○全体目標 
《財政目標》 

超高齢社会においても福祉等の行政サービスを維持することを前提とし、健全な財政を確保するた

めに、公共施設に投資する総額は、年間550億円程度とする。 
建物  370億円程度（整備費 185億円程度、維持管理経費 185億円程度） 
都市基盤施設 180億円程度（整備費、保全・更新経費の総額） 

※新実施計画期間内において、年平均額が⽬標値となるように調整する。 
※都市基盤施設は、特定財源の確保や事業進捗等により、年200億円程度を上限とし拡充可とする。 

《施設総量目標》 

・建物については、50年後（平成78年度）の施設総量を1,470,000㎡以内に抑制する。 
・都市基盤施設は計画に沿って整備するが、維持管理コストの増に伴い新規整備量を調整する。 

                                                   
3 省インフラ：省エネルギーと類似した概念で、「できるだけインフラの負担を軽減しながら、質の高い生活を維持するためのサ
ービス提供方法、技術、暮らし方」を意味する。（東洋大学 PPP研究センター 省インフラ研究会） 



世田谷区公共施設等総合管理計画  

16 

（２）基本方針《建物編》 

■方針１ 施設はできるだけ長く使い、簡素にする 
①安全を基本とした簡素で低廉な施設整備 

日常の点検等による施設機能の継続性を確実に確保すると共に、公共施設としての災害対応に配

慮しつつ、必要最低限の仕様など、できるだけ簡素で低廉な施設を整備する。 

②将来に対応できる建物への転換 

将来の社会的需要に応じたレイアウトの見直しや改修工事などに柔軟に対応できる、スケルトン

インフィル4や、施設需要の変化に応じたコンバージョンの考えを取り入れる。 

③長寿命化改修の徹底 

建築より 65年での改築または長寿命化改修を検討し5、可能な建物は長寿命化改修により更に長

く使う。リノベーションなど機能向上を図る場合は、将来経費予測を含めた費用対効果を重視する。 

④仮設建築の抑制 

仮設経費を最小限にするため、工事期間中の施設の運営期間等を調整するとともに、他施設の活

用や敷地内の建物配置の工夫などにより、仮設建築を抑制する。 

⑤維持管理費の抑制 

施設情報を活用し予防保全型維持管理を徹底する。維持管理費を抑制する技術的手法を導入する。 

■方針２ 施設総量を抑制しつつ、公共的空間の拡充を図る 
①複合化・多機能化 

建物の合築により集約を図る「複合化」、同一の建物を複数の用途で共有し有効活用する「多機

能化」を徹底する。特にコミュニティ系の施設の複合化、多機能化においては、学校施設等の活用

を推進する。このことにより、区民が利用できる公共的空間の拡充を図る。 

②施設規模の総量抑制 

施設整備及び保全経費は、投資的経費の財政フレーム内で収める。新たな施設は原則として整備

しないが、政策的な判断で新設する際は、同一施設種別内で総量抑制することを条件とする。また、

改築では施設規模を拡大しないことを原則とし、個別計画で施設規模の上限を定め、法令等に基づ

く増分を除き、改築時に施設規模を10％抑制することを目標とする。 

③施設跡地の資産としての活用 

公共施設の複合化等により生じた跡地は、売却、貸付等により資産として有効活用し、確保した

税外収入を、施設整備、保全経費に充当するしくみを検討する。 

■方針３ 民間の知恵と力を、最大限活かす 
①民間資本、発想、ノウハウ等の活用 

官民連携型の施設整備、確保を推進する。民間で同等の施設がある場合は民営を基本とする。 

②施設跡地での民間の活用 

施設跡地は売却を基本とするが、既存建築物や土地を最大限活用するため、民間サービスの誘致

や、貸付による長期的な税外収入の確保についても併せて検討する。 

③新たな公共施設運営体制の検討、利用者負担の見直し 

住民運営型の公共施設の運営体制の構築を図るともに、新公会計制度導入を視野に入れ、施設ご

との運営コスト管理や、区民利用施設の利用者負担のあり方の見直しを検討する。 

                                                   
4 スケルトンインフィル：建物の構造体と設備配管等を分離することで、改修や用途変更などに柔軟に対応できる建物計画。 
5 概ね築 45年の大規模改修時に、躯体の調査を行い、65年を超えて長寿命化が可能かどうか判断する。 
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《目標（建物編）》 

①長寿命化等による全体経費の平準化、縮減 

改築時期の延伸（築65年）、長寿命化（築90年）、学校校舎の棟別改築等により、経費の平準化と

抑制を図る。 

→ 全施設の改築を築65年へ延伸、加えて20％の施設は更なる長寿命化や棟別改築を図る。 

②施設の縮減による経費抑制の目標値 

個別施設の延床面積の縮減により、整備費、維持管理費を抑制する。 

→ 縮減目標  改築面積の10％減（法令等による面積の増分は除く） 

この目標に沿った施設ごとの改築基準面積を、「建物整備・保全計画」（個別計画）で定める。 

《延床面積の縮減の重要性》 

建設コストはライフサイクルコスト6（LCC）の4分の1に過ぎず、規模縮減をしなければ維持管理費 

（保全改修等を含む。LCCの4分の3）を抑制できない。 

③効率的な設計や仕様の見直しによる経費の抑制 

設計段階でのVE7の実施や、標準設計仕様の見直し、保全・改修しやすい設計、仮設建築物の抑制

などにより、整備経費の縮減を徹底する。また、維持管理においては経費が増加傾向にあるが8、高効

率設備の導入などにより経費の現状維持を図る。 

→ 縮減目標  従来の整備経費の10～12％減 

①＋②＋③ の目標効果額 ＝ 約55億円の縮減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④保有する公共施設の稼働時間の向上、民間による公共スペースの拡充 

《多機能化による稼働率の向上》 

施設の運用ルールを見直すことや、改修、改築時にセキュリティの区分や利用動線を分離する

ことなどにより、主たる目的以外にも施設を活用する「多機能化」を行い、稼働率を増やし、区

民が利用可能な公共的空間の拡充を図る。また、集会施設等の利用状況、ニーズを調査し、大規

模改修時等に諸室を多目的利用が可能な仕様に変更するなどにより、利用の拡大を図る。 

《民間による公共スペースの拡充》 

企業等が営利で運営する貸スペースや大学の施設等を、官民連携、大学連携等の取組みにより

区民への時間外開放等を働きかける。また、複合化等によって跡地となった公有地を民間事業者

に貸しつけ、集会機能等の公共スペースの整備を誘導することによって、区民が利用できるスペ

ースの拡充をねらう。 

→ 拡充目標  改築時の区民利用スペース縮減分と同規模（時間×面積） 

                                                   
6 ライフサイクルコスト（LCC）:企画設計、建設、運用管理から建物の解体まで、建物の生涯に必要なすべてのコストの合計。 
7 VE(Value Engineering)：投資コストに対して製品やサービスの価値を最大にする手法。設計時により効率的な技術等を導入する。 
8 ユニバーサルデザイン化に伴うエレベータの設置などにより維持管理費は増加する傾向にある。 
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図8従来のやり方で整備する場合の将来経費
整備費 維持管理費

年平均経費

437億円
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図9基本方針に沿って整備する場合の将来経費

整備費 維持管理費

年平均経費

382億円
(約55億円減)
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（３）基本方針《都市基盤施設編》  

 
■方針１ 計画・予防保全による長寿命化、安全確保 
①事後保全から計画・予防保全への切替え 

安全に都市基盤施設を利用できるよう、定期的な点検及び適切な予防保全手法を、調査・研究を

経て確立し、切り替えていく。 

②長寿命化によるライフサイクルコスト抑制 

施設の劣化等の状況を的確に把握しながら、予防保全の観点から修繕・改修を行い、施設を長寿

命化させることで、ライフサイクルコストの抑制を図る。 

③点検・診断等の実施 

施設の状況を的確に把握するため、点検・診断を行い、維持管理に関する基準を明確化する。施

設の改修履歴等の情報を整備し、長期的なメンテナンスのサイクルを構築する。 

④新たな課題への適切な対応 

斜面地、崖地等の安全対策など、区民生活の安全確保のための新たな課題について、点検の方針

や計画を策定する等、適切かつ迅速な対応を行う。 

 

 

■方針２ 都市基盤施設整備、保全・更新経費の維持 
①現状の整備、保全・更新経費の維持 

施設整備を進め、かつ保全・更新を適切に行うため、現状の投資額を引き続き維持する。 

②新設と保全・更新の両立 

現状の投資額の範囲内で、新設と保全・更新のバランスを随時見直しながら両立を図る。 

③効率的な保全・更新手法の検討・導入 

効率的な保全・更新手法を研究し、導入する。 

 

 

■方針３ 民間との連携、協力の推進 
①多様な主体との協働の推進 

エリアマネジメントによる住民・事業主・地権者等と協力した道路、公園の管理や、民間事業者

等による公園施設等の運営、地域住民参加型の公園の運営・管理など、様々な主体との協働のしく

みを検討する。 

②貸付事業の活用による税外収入の確保 

公園内施設等の民間事業者への設置・管理許可や、道路代替地等の余剰地を貸付事業に活用する 

など、維持管理コストの一部を税外収入により確保する。 
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《目標（都市基盤施設編）》 

①予防保全、長寿命化の手法の確立 

平成30年度までに、施設類型ごとに予防保全、長寿命化の手法を確立、もしくは改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新規整備、保全・更新の投資額の維持 

都市基盤施設への投資額（年間180億円）の範囲内で、新設と保全・更新をバランスよく実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③保全・更新にかかる経費の抑制 

予防保全型の管理に切り替えることによる具体的な目標値は、個別計画の策定により確定する。 

道路更新 「（仮称）舗装更新計画」を平成30年度に策定予定 

公園施設 「区立公園等長寿命化改修計画」を平成28年度に策定 

橋梁修繕 「橋梁長寿命化修繕計画」を平成25年度に策定 

 

 

 

 

 

 

 

  

公園・道路保全更新

公園・道路維持管理

橋梁保全更新・維持管理

水路維持管理0
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図12予防保全への切替による経費抑制のイメージ

路面性状調査、公園内

施設劣化度調査の結

果、緊急対応が必要な

箇所に集中的に投資

し、路面改良や公園内

施設の更新を行う

緊急対応終了後は、劣化予測に

基づく予防保全によって対応す

るため、経費を抑制できる

予防保全による

経費抑制効果
（平成 29年度に
調査予定）

従来型（事後保全）の手

法による場合の経費予測

維持管理経費の推計値（ストックの増によ

り、維持管理経費は年間0.25億円程度増加）

橋梁長寿命化修繕計画により

平準化済み

維持管理の手法
の技術的改良や
工夫により、経
費の伸びを抑制
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図11 都市基盤施設の投資額の考え方
保全・更新＋新規整備の経費総額

を中長期的に維持（総枠180億円）

維持管理費の増加により、新

規整備の経費が抑制される新規整備

保全・更新 更なる効率化の

推進により、保

全・更新経費の

伸びを抑制する

予防保全への切

替で保全・更新

にかかる経費を

抑制し、新規整

備費を確保する

ストックの増により維持・更新経費の割

合が徐々に増える（年間0.4億円程度）
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図10 予防保全型管理のイメージ
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４．実施方針 
《建物編》 

（１）建物の質の適正化 

①安全確保の方針 

防災上重要な施設の耐震化は完了しているが、所要の耐震性を維持するため適切な管理を図るとと

もに、耐震基準や建物の老朽化等の状況を注視して対応する。 

災害時の機能確保のため、耐震性は一般建物の1.25倍以上、庁舎(本庁舎等)は防災拠点として1.5

倍以上を確保する。また、非構造部材や設備機器等は「災害(地震)時対応設計の手引き（Ｈ23.8 施

設営繕担当部）」により機能を確保する。また、浸水災害などについても、機能確保に留意する。 

②点検・調査等の方針 

施設管理者による日常の点検や法律に基づく定期点検のほか、指定管理者や建物維持管理受託者に

よる各種設備等の点検を実施し、点検・診断等により施設運営に関わる劣化等が認められた場合は、

区民利用などに支障が生じないよう対応する。また、特に危険性が高いと認められる場合は早急に対

応し、状況によっては代替施設等への一時的な移転などの措置を検討する。 

③低廉で改修しやすい建物への方針 

近年整備した公共施設の内容及びコストの検証、効率的なコスト縮減を図る手法の検討などを目的

とした取組みや調査委託等を行い、「公共施設設計標準仕様書（Ｈ28.4 施設営繕担当部）」等に反映

させることで、建物の安全性は確保しながらも簡素で低廉な施設を目指す。また、将来の設備改修や

間仕切りの変更などに配慮したスケルトンインフィルや、居ながら改修に配慮した施工区分しやすい

計画の考え方を設計に導入する。 

④修繕・施設整備等に伴う機能向上等の方針 

修繕・施設整備等でのユニバーサルデザイン化、省エネ化、防災対策などの拡充等の検討では、「公

共施設設計標準仕様書」、「公共施設省エネ指針（Ｈ20.3 環境総合対策室）」、「同運用基準（Ｈ23.8 施

設営繕担当部）」及び「災害(地震)時対応設計の手引き」をもとに、適正水準を判断する。 

⑤予防保全による中長期保全と長寿命化の方針（⇒資料編p10） 

予防保全型の中長期保全では、改修サイクルを原則 15年とし、改修予定の概ね 3年前の事前調査

で改修時期と改修内容を検討・調整し、施設の耐用年数の適正化、コスト縮減や平準化を図る。また、

構造や法的状態などを総合的に判断して（築45年で調査を行う）、築65 年の耐用年数（RC造）を超

えて継続使用が可能な建物については長寿命化改修（※）を行い、さらに30年以上の延命をめざす。 

※目安として「コストが改築工事費の8割程度」で、かつ「要求される機能水準を満足する」の要件

を満たす場合に長寿命化施設として取り組む。 

⑥仮設計画についての方針 

改築時の仮設建物を抑制することを基本とするが、仮設建物が必要な場合は、合理的な標準仕様の

設定や、仮施設の使い回し手法や近隣の既存施設の活用を検討する。 

⑦維持管理費抑制の方針 

指定管理や区民主体の維持管理など、保全委託業務の適正化に努め、民間活力の活用や高効率設備

の導入、電力やガスの自由化を踏まえた光熱水費の抑制の取組みを推進する。 

⑧施設情報の活用方針 

維持保全・施設整備や利用状況等は、一元管理している施設経営情報システムに蓄積し、今後の施

設整備の計画や本計画の見直しのほか、職員や施設利用者のコスト意識の啓発にも活用する。 
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■学校施設では、さらに以下の方針に沿って取り組む。 

⑨学校の棟別改築の方針 

これまでの年2校の学校の全面改築を改め、改築を検討する際は、築年別の棟単位で長寿命化の可

否を検討する「棟別改築」の手法に切り替える。 

⑩柔軟性のある校舎整備・配置計画の方針 

将来の児童・生徒数の増減に柔軟に対応するため、鉄骨造など、用途転換や増築などを視野に入れ

た柔軟性のある施設整備を行う。 

⑪学校の仮設校舎の方針 

計画校舎の配置を工夫したり、仮設校舎に配置する教室をできるだけ経費がかからない普通教室等

にするなどにより、仮設校舎の規模、経費を抑制する。 

（２）建物の量の適正化 

①複合化・多機能化の方針 

施設の改築、改修の際には、近隣施設の利用状況、更新時期や、後利用の可能性を考慮して可能な

限り複合化を進める。また、施設を多目的で活用する多機能化は、特にコミュニティの核となる施設

である学校を中心に、改築、改修時にセキュリティ区分や利用動線を分割し、区民が時間外等に活用

可能なスペースを確保することを徹底する。 

②総量管理の方針 

施設総量は、投資的経費の財政フレーム内で維持保全することが可能な範囲に抑制する。新たな施

設は原則として整備せず、整備が必要となる場合には、同規模以上の施設を廃止、整理することで総

量管理を徹底する。なお本計画策定時に工事着手前の施設計画は、改めて規模や実施時期を検討する。 

③改築面積の縮減の方針 

計画建物の面積は、施設機能の見直しや法令等に基づく増分を除いて、既存建物面積の10％縮減を

目標とする(改築基準面積)。また、基本構想の段階で施設の利用状況や地域特性を踏まえて面積の上

限を明らかにし、設計の与条件として厳守すると共に、基本・実施設計ではさらなる面積縮減を図る。 
④同一範囲内に複数の施設がある場合の適正規模化の方針（⇒資料編p12） 

同じ種類の施設が、その施設の配置圏域内に複数ある場合、それぞれの施設の規模を標準規模より

も抑制する。近隣施設の余裕度、例えば利用率が70％の施設であれば30％の床面積の余裕があるとみ

なし、それを同一圏内の施設数で按分した面積を差し引いて、改築時の施設規模を算定する。 

⑤利用率が低い施設の見直し方針 

利用率が50％を下回る施設は、利用状況等を検証し、施設規模、機能等の見直し、地域の需要に応

じたコンバージョンを検討する。 

⑥建物規模の適正化、減築の方針 

建物の規模は、施設需要の将来予測を踏まえた適正なものとなるようにする。施設需要が減少した

場合は用途転換等に対応できる、スケルトンインフィル手法の考え方を取り入れる。また、既存施設

において、必要のなくなった部分は減築し、維持管理費の抑制を図る。 

⑦建物借上の適正化方針 

土地、建物を借り上げている施設については、長期的な借上げによるトータルコストを踏まえ、計

画的に返還を進め、維持管理費の抑制を図る。用途、立地、短期的な活用などで借上げの優位性が確

保できる場合は、既存施設の課題解消、複合化・多機能化などの手法を併せて検討する。 

 



世田谷区公共施設等総合管理計画  

22 

（３）新たな発想に基づく取組み 

①公共施設整備における民間活用の方針（⇒p89「公共施設整備における官民連携指針」） 

民間の資本やノウハウ等を積極的に取り入れる官民連携型整備を推進する。民間で同等の施設が整

備されているものは、民営化や統廃合を検討する。また、寄附等の活用による整備も検討する。 

②運営体制の構築の方針 

《適切な指定管理者制度の活用》 

  「指定管理者制度運用の指針（H29.1改定 政策経営部）」に基づき、指定管理者制度の導入、活用を

図る。 

《住民等による公共施設の運営関与》 

区民センターの更なる区民主体、主導の活動を目指して、運営協議会による施設運営の方法を検証

し、発展、充実を図る。また、地域に密着した施設については、地域住民で構成する運営組織などに

よる運営全般への関与等、自主的な運営体制の構築を図る。 

③利用者負担の見直し方針 

新公会計制度の考え方を踏まえ、施設ごとの運営コスト管理を徹底し、区民利用施設の利用者負担

の見直しを検討する。 

④跡地等活用の方針 

施設マネジメントの徹底により余剰地を生み出し、跡地や旧施設は売却を原則とするが、急増が見

込まれる子どもや高齢者のための、保育サービス、介護サービス等、民間サービスを誘致する用地と

しての活用や、貸付による税外収入確保など多様な手法を検討する。 

学校跡地は、「学校跡地活用にかかる基本的な考え方（H26.2 政策経営部）」（⇒資料編p13）に基づ

き、防災機能（避難所等）の確保、まちづくり支援機能や地域コミュニティの拠点機能の移転先とし

ての活用、近隣の小・中学校の改築、改修時の仮校舎としての活用などを図る。 
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《建物の整備計画・⾒直し計画⽴案、設計・施⼯、運⽤の各段階と実施⽅針との対応表》 

   施設の整備・運営
      の各段階 
実施方針 

建物の整備計画⽴案 
建物の⾒直し計画⽴案 
（用途転換、再配置、統廃合）

建物の設計・
施工 

建
物
の
運
用 庁

舎
等
（
庁
舎
、
防

災
、
リ
サ
イ
ク
ル
、

そ
の
他
施
設
） 

区
民
利
用
施
設
（
集

会
、
交
流
、
文
化
・

学
習
、ス
ポ
ー
ツ
他
）

 

福
祉
施
設
（
高
齢
、

障
害
、
児
童
他
） 

学
校
教
育
施
設 

学
校
以
外
の
施
設 

学
校
教
育
施
設 

（
１
）
建
物
の
質
の
適
正
化 

①安全確保の方針 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
②点検・調査等の方針     ○ ○ ○ 
③低廉で改修しやすい建物への方針 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
④修繕・施設整備等に伴う機能向上等の方針       ○ 
⑤予防保全による中⻑期保全と⻑寿命化の⽅針 ○ ○ ○ ○   ○ 
⑥仮設計画についての方針 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
⑦維持管理費抑制の⽅針 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
⑧施設情報の活用方針 ○ ○ ○ ○    
⑨学校の棟別改築の方針    ○    
⑩柔軟性のある校舎整備・配置計画の方針    ○  ○  
⑪学校の仮設校舎の方針    ○  ○  

（
２
）
建
物
の
量
の
適
正
化 

①複合化・多機能化の方針 ○ ○ ○ ○    
②総量管理の⽅針 ○ ○ ○ ○    
③改築面積の縮減の方針 ○ ○ ○ ○    
④同一範囲内に複数の施設がある場合の適正規模化の方針  ○ ○     
⑤利⽤率が低い施設の⾒直し⽅針  ○ ○    ○ 
⑥建物規模の適正化、減築の方針 ○ ○ ○ ○    
⑦建物借上の適正化方針 ○ ○ ○    ○ 

（
３
）
新
た
な
発

想
に
基
づ
く
取
組

み ①⺠間活⽤の⽅針 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
②運営体制の構築の方針  ○     ○ 
③利⽤者負担の⾒直しの⽅針  ○ ○    ○ 
④跡地等活用の方針 ○ ○ ○ ○    
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《都市基盤施設編》 

（１）計画・予防保全 

①予防保全の方針 

定期的な点検及び適切な予防保全手法について、施設の改修履歴等の情報を整備し、調査・研究を

経て確立する。 

主要な区道（交通量の多い区道等）は、路線の重要度（緊急輸送道路、バス路線等）や路面の劣化

状況等に応じて管理水準を定め、予防保全型管理を実施する。その他の区道（生活道路）は、主要な

区道とは別に管理水準を設定し、占用企業者工事の路面復旧と連動した同時施工等の方策を活用し、

良好な供用性の保持に努める。 

橋梁は、点検結果に基づき定めた橋梁長寿命化修繕計画に沿って予防保全を徹底する。 

公園は、主として構造物（トイレなどの建物、遊具等）の老朽度調査を実施し、予防保全計画を策

定する。 

②長寿命化の方針 

橋梁は、策定済の橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の特性に合わせた管理区分ごと（予防保全

型、事後保全型等）の維持管理を実施することにより更新経費を抑制する。また、橋梁の健全度と重

要度（緊急輸送道路、跨線橋、跨道橋等）により修繕優先度を定め、経費の平準化を図る。 

道路、公園施設についても、予防保全型管理を進めながら、各施設の経年劣化の状況を把握し、長

寿命化の手法を研究、確立する。 

③新たな課題への対応方針 

斜面地、崖地、水路、在来管等の安全対策などについて、点検の方針や計画を策定する等、安全確

保の優先度に応じた対応を検討し、適切な保全を行う。 

 

（２）新規整備と保全・更新の両立 

①投資額の方針 

都市基盤施設の現状の投資額に、今後適切な保全・更新を図るために要する経費を加えた180億円

を総投資額と定め、その範囲内で、道路、公園等の新規整備と、既存の都市基盤施設の保全・更新の

経費を配分する。保全・更新が先送りされないよう、新規整備とのバランスを随時見直しながら両立

を図る。 

②効率的な保全・更新の方針 

無駄の無い施設整備の徹底や、照明のＬＥＤ化を推進する。公園内施設の一部リース化、緑道の更

新手法のあり方等を研究する。 

 

（３）民間との連携、協力の推進 

①多様な主体との協働の方針 

道路は、占用事業者（ガス、水道等）による復旧と区の路面改良工事との同時施工等、連動性を意

識した、より効率的・効果的な維持・更新の手法を検討する。 

公園は、民間事業者等による公園施設の運営、地域住民参加型の運営・管理などを検討する。 

②税外収入の確保の方針 

売店等の公園内施設の民間事業者への設置・管理許可の拡充や、寄附等の活用について検討する。 

道路代替地等の余剰地について、暫定的、短期的な貸付事業等を中心に、活用の可能性を検討する。 
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５．計画のフォローアップ 
（１）建物の計画の進行管理 

①個別計画「建物整備・保全計画」の策定 

・総合管理計画の全体目標、基本方針、施設種別ごと

の個別方針に基づき、個別施設の整備更新および保

全計画となる「建物整備・保全計画」を策定する。 

・「建物整備・保全計画」では、各部ごとに、所管する

施設の整備・保全年次、複合化・統廃合の方針、施

設規模および経費の上限を定める。 

②個別施設の整備の具体化における事前協議 

・「建物整備・保全計画」で定めた施設規模を超える場

合は、部内または領域内の別施設の規模を縮減する

ことで調整を図る。 

・計画にない新規施設の整備を検討する場合、総合管

理計画の全体目標を超えないように、他施設の廃止

や縮減などにより調整を行う。 

・整備方針、基本構想を庁議に付議する際、事前協議

結果を必ず報告する。 

③公共施設白書の更新 

・具体化した整備内容は、公共施設白書に反映する。 

・施設の最新状況を常に把握し、総合管理計画の全体

目標から逸脱している場合には注意喚起を行う。 

④建物整備・保全計画の見直し 

・施設規模の調整結果や、建設コスト等の変動などを

踏まえながら、年度ごとに計画の見直しを行う。 

 

（２）都市基盤施設の計画の進行管理 

①個別計画の策定 

・個別計画となる「（仮称）舗装更新計画（平成 30年度策定予定）」「橋梁長寿命化修繕計画（平成 25

年度策定）」「区立公園等長寿命化改修計画（平成28年度策定）」を策定する。 
②財政計画との整合 

・各個別計画に基づき予防保全を推進するとともに、「道づくりプラン」「みどりとみずの基本計画」に

基づき新規整備を行う。保全と新規整備のバランスを図りながら、財政計画内で予算を編成する。 
③個別計画の見直し 

・保全改修の状況や定期点検の結果、建設コスト等の変動を踏まえ、年度ごとに計画の見直しを行う。 

計
画
に
反
映 

整備の具体化における事前協議 

公共施設等総合管理計画 
全体目標 施設総量147万㎡以内 

建物整備・保全計画 

○○部 

公共施設白書 
毎年更新し、建物の全体状況を把握 

① 

② 

③ 

○○部 
A施設 H41年度改築 上限800㎡ 

B施設 H45年度改築 上限700㎡ 

C施設 H48年度改築 上限500㎡ 

A施設改築 
規模850㎡ 
（+50㎡） 

B施設改築 
規模650㎡ 
（-50㎡） 

D施設新設 
規模500㎡ 
（+500㎡） 

C施設廃止 
規模500㎡ 
（-500㎡） 

調整 

調整 

④ 
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６．計画の改定 
本計画は毎年度評価、検証を行い、主に個別計画の見直しを行うことで全体目標の管理を行う。以下

の場合には、全体目標を含めた、計画全体の改定を行う。 
・世田谷区新実施計画の改定時（調整計画の策定）、基本計画の改定時（全面改定） 
・人口動向や、社会経済状況の大幅な変化があった場合 
・その他、計画に大きな影響を与える事象が生じた場合 

 
 
７．計画の推進 

（１）推進体制 

本計画の基本方針に基づく取組みを着実に推進するため、企画財政部門と建物部門、都市基盤施設

部門が緊密に連携を図りながら、全庁横断的なマネジメント推進体制である「公共施設マネジメント

推進委員会9」により本計画の進行管理を行う。 
また、建物、道路、公園、橋梁（施設類型別）の個別施設計画を進行管理する組織を建物部門、都

市基盤施設部門にそれぞれ位置づけ、施設新設等を行う場合の事前協議など、計画推進の実効性を担

保するしくみなどを構築し、施設規模や経費の上限をコントロールしながら持続可能な公共施設の運

営を推進する。 
なお、本計画に定めのない、戦略的な検討を要する課題については、政策会議（庁議）または別途

検討の場を設け、集中的な討議を行う。 
 

（２）研修等の実施 

公共施設を適切に維持していくためには、限られた組織の職員だけではなく、全職員が本計画の趣

旨を理解することが必要不可欠となる。 
そのため、建物部門や財産管理部門で管理する建物・都市基盤施設に関する情報を庁内情報網によ

り情報共有し、施設所管課が行う施設マネジメント検討を支援する。 
さらに、公共施設の適正化をテーマにした職員向け研修やイントラネットや庁内メールを活用した

情報発信を行うなど、様々な機会を通じて本計画の趣旨を職員に浸透させていく。 
 

 

 

                                                   
9 公共施設マネジメント推進委員会：個別施設整備の具体化における計画との整合性の審査、計画変更を行う場合の妥当性の検討
を行う。また、公共施設等総合管理計画の評価、検証を行い、計画改定に向けた検討などを行う。 



Ⅳ．計画期間中の取組み 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．計画期間中の取組み 



世田谷区公共施設等総合管理計画  

28 

Ⅳ．計画期間中の取組み 

《ロードマップ》 
 方針等 第１期(H29-38) 第２期(H39-48) 第３期(H49-58) 

整備施設数 
（改築、⻑寿命化、廃
⽌、⽤途変更、新設な
ど整備の手法を検討
する施設数） 

改築等 区⻑部局等 107施設 46施設 110施設 

学校教育施設 14施設 33施設 46施設 

改修 区⻑部局等 372施設 445施設 306施設 

学校教育施設 140施設 140施設 140施設 

建

物 

方針１ 施設は
できるだけ⻑く
使い、簡素にす
る 

①安全を基本とした簡素で
低廉な施設整備 

近年の整備内容の
検証、標準設計仕様
の再検討 
簡素化した仕様に
基づく整備 

  

②将来に対応できる建物へ
の転換 

スケルトンインフ
ィル手法の導入 

  

③⻑寿命化改修の徹底 ⻑寿命化の基礎調
査、研究、⼿法確⽴ 

⻑寿命化の本格化
（更新案件の増加） 

 

④仮設建築の抑制 

区⻑部局施設の仮
設ゼロ（本庁舎整備
を除く） 
学校施設の仮設抑
制⼿法の研究、試⾏ 

区⻑部局施設の仮
設ゼロ（大規模施設
の移転先確保） 
学校施設の仮設抑
制（校舎配置等） 

 

⑤維持管理費の抑制 新技術導入による
維持管理費の抑制 

  

方針２ 施設総
量を抑制しつ
つ、公共的空間
の拡充を図る 

①複合化・多機能化 

複合化、多機能化が
可能な施設類型の
整理、試⾏ 
学校施設の多機能
化（地域開放）の手
法検討、試⾏ 

更新に伴う複合化、
多機能化の本格化 
 
学校改築に伴う多
機能化（地域開放）
の推進 

 

②施設規模の総量抑制 

集会施設の需要と
供給の調査（諸室の
用途、規模等の適正
化） 

調査結果に基づく
施設の配置、規模、
⽤途の⾒直し（建物
更新時に反映）、⺠
間施設への移⾏ 

 

③施設跡地の資産としての
活用 

売却、貸付等の事例
拡大（施設の用地買
収を伴う案件） 

集約化、複合化によ
る跡地売却 

 

方針３ ⺠間の
知恵と⼒を、最
大限活かす 

①⺠間資本、発想、ノウハ
ウ等の活用 

⺠間運営による独
⽴採算施設（興⾏施
設等）の研究、試⾏ 
収益施設併設型公
共施設整備の検討、
試⾏ 
DB,PFI等の大規模
施設更新時の⼿法
検討、試⾏ 

 
 
収益施設の整備が
可能な用途地域で
の推進 
 
DB,PFI等の大規模
施設更新時の⼿法
検証、実施 

 

②施設跡地での⺠間の活⽤ 
条件付貸付による
⺠営型公共施設誘
導の事例構築 

更新に伴い発⽣す
る跡地での⺠間活
用の推進 

 

③新たな公共施設運営体制
の検討、利⽤者負担の⾒直
し 

住⺠、⺠間による施
設運営の検討・試⾏ 
利⽤者負担の考え
⽅の再整理、⾒直し 
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 方針等 第１期(H29-38) 第２期(H39-48) 第３期(H49-58) 

都
市
基
盤
施
設 

方針１ 計画・
予防保全による
⻑寿命化、安全
確保 

①事後保全から計画・予防
保全への切替え 

（仮称）舗装更新計
画の策定 

予防保全計画に基
づく取組み 

 

②⻑寿命化によるライフサ
イクルコスト抑制 

道路、公園施設の⻑
寿命化手法の研究 

研究結果に基づく
⻑寿命化⼿法の導
入 

⻑寿命化の本格化 

③点検・診断等の実施 
計画保全外の施設
の適切な点検・診断
方針の策定等 

方針に基づく点検、
診断の実施、必要な
更新等 

 

④新たな課題への適切な対
応 

斜面地、崖地等の対
応方針等の策定 

方針に基づく対応  

方針２ 都市基
盤施設整備、保
全・更新経費の
維持 

①現状の整備、保全・更新
経費を維持 

新規整備＋保全・更
新経費の財政フレ
ームの維持 

  

②新設と保全・更新の両⽴ 新規整備と保全・更新の経費調整 
  

③効率的な保全・更新⼿法
の検討・導入 

効率的な保全、更新
手法の技術的検討 

  

方針３ ⺠間と
の連携、協⼒の
推進 

①多様な主体との協働の推
進 

⺠間事業者等との
連携の更なる推進 

  

②貸付事業の活用による税
外収入の確保 

公園施設等の使用
許可事業の拡大検
討・試⾏・推進 
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Ⅴ．施設類型ごとの基本方針 

《建物編》 

１．庁舎等 

１－１ 庁舎等の概要 

（１）本庁舎等 
（２）総合支所 
（３）出張所・まちづくりセンター 
（４）その他の庁舎 
 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

本庁舎等 区の行政事務執行の拠点として

の役割を果たすために設置してい

る。 

本・分庁舎 5 

その他  3 

26,783㎡ 

総合支所 地域住民に密着した総合的なサ

ービスと地域実態に即したまちづ

くりを展開し、区民参加の促進と

住民自治を確立するために設置し

ている。 

総合支所庁舎 5 

その他  5 

29,048㎡ 

出張所・まちづくり

センター 

日常的な行政サービスの提供と

区民活動の支援を行うことを目的

として設置しており、身近な生活

エリアでのコミュニティの活性

化、より住みよいまちを目指す地

区まちづくりの拠点としての役割

を担っている。 

まちづくりセンター 

 27  

出張所（分室）  8  

 

10,433㎡ 

その他の庁舎 主に職員が事務を執行するため

の施設として設置している。 
土木・公園管理事務所 5  

清掃事務所(分室1含む) 4 

その他庁舎  5 

18,604㎡ 

 

１－２ 個別方針 

（１）本庁舎等 
課題 ・応急整備は行ったが、災害対策の中枢管理機能を果たすには未だ十分

な状態ではない。 
・狭あい化により、窓口や事務スペースなどが不足するとともに、多く

の建物に庁舎機能が分散化し、事務の非効率化を招き、来庁者にとっ

て分かりにくい状態である。また、区民交流や区民と区が協働して事

業を進めるためのスペースが不足している。 
・躯体や外装・内装の劣化が進むとともに、省エネルギーやバリアフリ

ー化等への対応を考える必要がある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・様々な課題等に対応するため、スペースを拡充する必要がある。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・現在、本庁舎敷地外にある本庁舎関連施設について、原則、本庁舎へ

集約する。 

・区民自治の拠点として、区民に親しまれる庁舎を目指す。また、区民

自治・交流を育んできた現庁舎等の空間特質を継承していく。 

・高い耐震性を確保し、災害時も十分に機能が発揮される建物とすると

ともに、災害対策本部として、区民の生命や財産を守るための機能を

強化する。また、セキュリティの確保にも配慮し、安全・安心な庁舎
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を目指す。 

・窓口サービスの利便性を高め、区民ニーズにあった便利で利用しやす

い庁舎とするとともに、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、す

べての人にやさしい庁舎を目指す。 

・本庁機能の集約を図り、華美にならず、適正な執務空間を確保する。

また、様々な変化に対応できる、機能的・効率的で柔軟性の高い庁舎

を目指すとともに、職員の働き方の改革に取り組む。 

・建物のライフサイクルを通じたCO2の削減に向け、省エネルギー化や

エネルギーの有効活用、施設緑化などの環境負荷低減策を可能な限り

導入し、環境にやさしい庁舎を目指す。また、施設の長寿命化とライ

フサイクルコストの低減を目指す。 

計画期間の取組み ・現段階では、平成32年度に着工できるよう取り組む。 

・基本構想、設計者選定、基本設計、実施設計、工事、そして利用が始

まってからも、すべての段階での区民参加、さらに将来利用する子ど

もなど若い世代の参加を含めて進める。 

 
（２）総合支所 
課題 ・総合支所は、地域行政制度において核となる拠点であり、より身近な

ところで総合的な行政サービスを提供する窓口としての機能が期待さ

れるが、機能の分散化や区民の動線がわかりにくいなどの課題がある。 
・分散した庁舎機能の統合などサービスの向上を図る必要がある。 
・災害時における地域の防災拠点としての庁舎機能の強化を図る必要が

ある。 
・北沢保健福祉センターの建物の借上げに多くの経費を要している。 

適正規模・適正配置

の考え方 
・多角的な検証から適正規模を検討するとともに、可能な限り将来のあ

り方を精査し社会的ニーズに柔軟的に対応できる造りとする。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・分散した庁舎機能は可能な限り統合する。 
・災害対策の拠点機能を確保できる、構造、設備とする。 
・改築基準面積を元に、可能な限りコンパクトな建物を検討する。 

計画期間の取組み ・玉川総合支所は、庁舎機能の統合など要求される床面積の増加、ユニ

バーサルデザインへの対応や耐震性能の高い施設として抜本的に解決

するため、改修ではなく改築を行う。 
・世田谷総合支所は、現在の本庁舎敷地内に整備する。なお、配置計画

などにおいて、支所の独立性や支所としての一体性に十分配慮する。 
・北沢総合支所内に、北沢保健福祉センターを統合する。 

 
（３）出張所、まちづくりセンター 
課題 ・まちづくりセンターは、地域包括ケアの地区展開に取り組むため、あ

んしんすこやかセンター、社会福祉協議会との一体整備を行う必要が

ある。 
・災害発生時に拠点隊としての活動ができる施設機能を確保する必要が

ある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・公共施設設計標準仕様書の参考面積は、まちづくりセンターが550㎡

（あんしんすこやかセンターを含む）、出張所が600㎡である。 

・マイナンバー制度の運用状況や総合窓口開設後の窓口の状況等も踏ま

えた効率的な窓口スペースと、地区における高齢化の動向を視野に入

れたまちづくりセンターの将来的な業務量及び人員体制を踏まえ、標

準仕様書による適正な広さを確保する。 
・あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会との一体整備による連携

や、今後検討される新たなまちづくりセンターの業務に見合った広さ

の確保が求められるため、地区内での再配置も含めて検討する。 
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・まちづくりセンターは全地区各１箇所とする。 
・地区の強化のため、用賀地区を分割して二子玉川地区を新設し、出張

所およびまちづくりセンターを配置する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築する場合は、施設運営を継続するための工夫が必要であり、複合

化、機能の拡充などの与条件を考慮して、地区内での再配置も含めて

検討する必要がある。 
・災害時に拠点隊が活動するため、改築や大規模改修の際に設置型発電

機や汚水層の配備を検討する。 
・改築基準面積を元に、可能な限りコンパクトな建物を検討する。 

計画期間の取組み ・地域包括ケアの地区展開に取り組むため、あんしんすこやかセンター、

社会福祉協議会との一体整備を進める。 
・世田谷土木・公園管理事務所、若林区民集会所を改築し、若林まちづ

くりセンター、若林あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会と複

合化する。 
・上町まちづくりセンターを改築し、上町あんしんすこやかセンター、

社会福祉協議会と一体整備する。 
・梅丘まちづくりセンターを改築し、梅丘あんしんすこやかセンター、

社会福祉協議会、梅丘地区会館と複合化する。 
・代沢小学校を改築し、代沢まちづくりセンター、代沢あんしんすこや

かセンター、社会福祉協議会と複合化する。 
・松原小学校の体育館棟を改築し、松原まちづくりセンター、松原あん

しんすこやかセンター、社会福祉協議会、松原ふれあいの家と複合化

する。 
・奥沢まちづくりセンターを移転・改築し、奥沢あんしんすこやかセン

ター、社会福祉協議会と一体整備する。 
・九品仏まちづくりセンターを改築し、九品仏あんしんすこやかセンタ

ー、社会福祉協議会と一体整備するとともに、奥沢地区会館の集会室

と複合化する。 
・二子玉川地区会館を改築し、二子玉川出張所、二子玉川まちづくりセ

ンター、（仮称）二子玉川あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、

集会室等を複合化する。 
・船橋まちづくりセンターを移転・改築し、船橋あんしんすこやかセン

ター、社会福祉協議会と一体整備する。 
 
（４）その他の庁舎 
課題 【土木・公園管理事務所】 

・バリアフリー対応が十分ではない。 
・北沢土木・公園管理事務所と砧土木・公園管理事務所は、事務室や作

業用車両置き場に必要なスペースが十分に確保されていない。 
 
【清掃事務所】 
・砧清掃事務所以外は、バリアフリー対応が十分ではない。 
・世田谷清掃事務所本所庁舎及び弦巻分室は、収集作業開始時の駐車ス

ペースがなく、周辺にも十分な駐車スペースを確保できる土地がない。 
・砧清掃事務所は、合築施設である千歳清掃工場の設備更新に伴う改築

頻度が20年～30年ごとと想定され、その都度代替施設が必要となる。 
 
【職員研修会場・事務室】 
・建物のほか、各種設備も老朽化しているため、修繕により良好な研修

環境、職員の執務環境の維持管理をする必要がある。 
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【事務センター】 
・区の情報システムのデータセンター機能として、情報システムを安全

かつ安定的に運用するため、電気・空調設備や建物の漏水対策など、

施設維持のための恒常的な点検・修繕を行う必要がある。 
・エネルギー使用量が多い施設であるため、サーバー機器類の集約化等

を進め、エネルギー使用量の削減を図る必要がある。 
 
【消費生活センター】 
・多種多様な消費生活相談や消費者への啓発等に対応するため、必要に

応じて改修等を行う必要がある。 
 
【エムケイアースビル】 
・平成32年12月に賃貸借期間が満了する。更新時には、建物所有者と

契約内容の協議が必要になる。 
適正規模・適正配置

の考え方 
【土木・公園管理事務所】 
・現在の配置は適正である。規模については事業の状況等から検討する。 
 
【清掃事務所】 
・収集・運搬業務への民間活力導入が進んでも、作業員の休憩スペース

を含めた庁舎規模及び、清掃車両・来所者用の駐車スペースは不可欠

なため、各庁舎敷地は、2,000～2,500㎡程度は必要である。 

・清掃事務所の適正な規模・配置は、将来的な職員数の推移、区の面積・

人口等を踏まえた効率的な収集・運搬業務運営を勘案し、現在同様、

区内3箇所を清掃事業の拠点とすることを基本とする。 
・将来の職員減を考慮し、建物全体の規模縮小を検討する一方、収集及

び運搬業務従事者の休憩・待機場所は不足しているため、スペース拡

大を検討する必要がある。 
 
【職員研修会場・事務室】 
・現建物の職員研修会場に加え、既存の世田谷区民会館ホール、集会室

ほか大会場を使用しながら、研修を実施する。 
・研修の教育効果を踏まえた上で、配置を検討する必要がある。 
 
【事務センター】 
・データセンター機能とネットワーク拠点機能を持つ重要施設であるた

め、情報システム施設部分については、現状と同程度の規模を維持す

る必要がある。 
 
【エムケイアースビル】 
・借上げ施設であることから、本庁舎への集約も視野に検討する。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
【土木・公園管理事務所】 
・耐用年数、長寿命化を視野に入れ、適切に計画保全する。 
・更新の際は、他の施設との複合化による整備も積極的に進める。 
 
【清掃事務所】 
・庁舎の老朽度合いや業務運営上の課題等を整理し、庁舎整備の検討を

進める。 
・更新の際は、他の施設との複合化による整備も積極的に進める。 
 
【職員研修会場・事務室】 
・建物の保全に努め、可能な限り現施設を使用する。 
・必要に応じて、代替地への移転整備や複合化を検討する。 
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【事務センター】 
・耐用年数、長寿命化を視野に入れ適切に計画保全をする。 
 
【消費生活センター】 
・教室・団体利用活動室・会議室等、現行規模を維持しつつ、また、高

齢者等の利用も多いことから、三軒茶屋を基本とした交通の便を考慮

した場所に整備する。 
計画期間の取組み 【土木・公園管理事務所】 

・世田谷土木・公園管理事務所を改築し、若林まちづくりセンター、若

林あんしんすこやかセンター、若林区民集会所を複合化した施設を整

備する。 
 
【清掃事務所】 
・世田谷清掃事務所本所庁舎及び弦巻分室は、世田谷・北沢地域の新た

な場所に機能をまとめて移転整備する。次に玉川清掃事務所を改築し、

改築時の仮事務所として弦巻分室を後利用する。 
・砧清掃事務所は、東京二十三区清掃一部組合の施設整備計画の動向を

注視し、千歳清掃工場からの分離・独立を視野に入れながら庁舎整備

の検討を進める。 
 
【職員研修会場・事務室】 
・長寿命化、改築、移転整備、複合化など、整備方針を検討する。 
 
【事務センター】 
・データセンター機能とネットワーク拠点機能を維持するため、必要な

改修を行う。 
・サーバー機器の集約化や本庁舎への庁舎機能の集約化などを視野に入

れた事務センター内諸室の用途変更を検討する。 
 

１－３ 経費推計、施設規模 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）本庁舎等 

 

現在面積：26,783㎡ 

410.0億円 0億円 28.2億円 
438.2億 

（14.6億円/年） 

(※)65,500㎡ (※)65,500㎡ (※)65,500㎡ (※)244.6％ 

（２）総合支所 

 

現在面積：29,048㎡ 

77.6億円 28.2億円 20.3億円 
126.1億円 

（4.2億円/年） 

30,484㎡ 30,484㎡ 30,484㎡ 104.9％ 

（３）出張所、 
まちづくりセンター 

現在面積：10,433㎡ 

32.1億円 14.5億円 10.4億円 
57.0億円 

（1.9億円/年） 

12,404㎡ 12,808㎡ 12,915㎡ 123.8％ 

（４）その他の庁舎 
 

現在面積：18,604㎡ 

17.7億円 20.5億円 10.6億円 
48.7億円 

（1.6億円/年） 

21,014㎡ 15,067㎡ 15,057㎡ 80.9％ 

※内訳：行政機能等 53,000㎡（160.2%） 

      駐車場   12,500㎡（新規整備） 
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２．区民集会施設 

２－１ 区民集会施設の概要 

（１）区民会館 
（２）区民センター 
（３）地区会館、区民集会所 
（４）区民斎場 
 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

区民会館 教育、文化、産業及び経済の振

興を図り、区民の福祉を増進する

目的で設置している。 

区民会館 5 

区民会館別館 4 

13,883㎡ 

区民センター 地域住民のコミュニティの形成

を促進し、区民の福祉を増進する

目的で設置している。 

区民センター  12 

区民センター別棟 1 

18,756㎡ 

地区会館 

区民集会所 

地域の文化的活動の場及び老人

の憩いの場を提供することによ

り、区民が相互に交流と連帯を深

め、もって豊かな地域社会の形成

に資する目的で設置している。 

地区会館    47 

区民集会所   29 

31,568㎡ 

区民斎場 区民に葬儀の場を提供すること

により、区民の福祉を増進する目

的で設置している。 

区民斎場 1 966㎡ 

 

２－２ 個別方針 

○共通事項 

《課題》 

・集会室機能を備える施設については、今後地域住民のコミュニティ活動を行う場としての

機能を拡充する必要がある。 
・施設の特性を踏まえて、適正な利用者負担について検討する必要がある。 

《方針》 

・区民集会施設は、局所的な人口増への対応は、多機能化による機能拡充で対応することを

基本とする。 

・区民集会施設は、年間の利用率が50％を下回った施設については、期限を区切って対策を

行い、改善がない場合は統合、整理を検討する。 

・更新時は、レイアウトの工夫等により総面積の縮減に努める。 

・区民集会施設は、区民センター、地区会館、区民集会所等の利用・管理方法、施設使用料

などを含めた見直しを行うとともに、既存施設の長寿命化改修（リノベーション等）によ

る経費抑制、地域住民による関与など、効果的・効率的な施設整備・運営を検討し、あり

方の見直しに取り組む。 

・主に地域・地区住民により公共的サービスの提供を行う活動の拠点として活用することが

見込まれる施設を「地域コミュニティ施設」と位置づけ、このような活動をする「（仮称）

地域活動団体」、「（仮称）地区活動団体」の施設利用の申し込みについては、通常のけやき

ネット登録団体に先がけて受け付ける等、その活動を支援する。 
・また、けやきネットを活用していない学校、児童館等の公共施設の一部や民間の利用可能

な施設を含め、「地域コミュニティ施設」の運営に関するルールづくり等を担うことを目的

に、各地区に運営組織として「（仮称）○○地区コミュニティ施設運営委員会」を設置する。 
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（１）区民会館 
課題 ・世田谷区民会館が築58年、玉川区民会館が築50年を経過しており、

本庁舎や玉川総合支所の検討と併せ、対応を検討する必要がある。 

・区民会館の利用率の状況は、築年数に関わらずバラつきがある。利用

率の平均は約63％で、このうち平均50％を下回る施設が1箇所ある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・区民会館は各総合支所に１箇所以上配置している。 
・新規の施設整備は行わない。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築時に規模を拡大しない。 
・周辺施設との複合化を検討する。 

計画期間の取組み ・世田谷区民会館は、世田谷区民会館の整備方針（本庁舎等整備基本構

想第5章）に基づき整備検討を行う。 
・世田谷区民会館第２別館は、スカイキャロット展望ロビー（区民交流・

観光振興）に用途変更する。 
・玉川区民会館は玉川総合支所に併せて改築する。 

 
（２）区民センター 
課題 ・奥沢区民センター等が区分所有で入る奥沢センタービル、三敬ビルは、

利用者の安全確保の観点から、耐震工事を実施する必要がある。 
・区民センターの利用率の状況は、築年数に関わらずバラつきがある。

利用率の平均は約69.9％で、平均が50％を下回る施設はない。 

・施設が老朽化し、改修や改築が必要な状況となった場合には、施設維

持管理経費や利用状況、近隣の区民集会施設の劣化状況などを踏まえ、

施設の統合や区民集会施設の再編などを含めて検討する必要がある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・区民センターは、半径約1kmを利用圏域として各地域に配置している。 
・新規の施設整備は行わない。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築時に規模を拡大しない。 
・周辺施設との複合化を検討する。 

計画期間の取組み ・区民センターの今後のより充実した区民主体・主導の様々な活動を目

指して、その有効活用を含めた運用のあり方を検証し、改善を行う。 
・奥沢区民センター等は、他の区分所有者と調整を行いながら耐震工事

の実施に向けて取り組む。 
 
（３）地区会館、区民集会所 
課題 ・築50年以上となる世田谷地区会館をはじめ、7箇所の地区会館が築40

年以上を経過しており、老朽化の度合いや改修工事の履歴を踏まえ、

改修や改築などを検討する必要がある。 

・地区会館の利用率は、築年数に関わらずバラつきがある。利用率の平

均は約59.4％で、このうち平均が50％を下回る施設が13箇所、30％

を下回る施設が2箇所ある。 

・区民集会所の利用率は、築年数に関わらずバラつきがある。利用率の

平均は約67.3％で、このうち平均が50％を下回る施設が6箇所ある。 

・7箇所の区民集会所が、民間の施設等を借り上げており、その内 6箇

所は有償借上となっている。 

適正規模・適正配置

の考え方 
・地区会館の公共施設設計標準仕様書の参考面積は、600㎡である。 

・地区会館は、半径約500mを利用圏域として各地域に配置している。 

・区民集会所は、地区会館を補完する形で配置している。 

・原則として、施設の新設は行わない。学校跡地等に集会施設を整備す

る際には、既存施設の移転を原則とする。 

・地区会館は、500m圏内の区民集会施設の利用率から、施設ごとに改築

基準面積を設定する。なお、利用率が 50%を下回る場合は、現在面積

から規模を拡大せずに更新する。 
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施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築基準面積を元に、施設を更新する。 
・周辺施設、特にまちづくりセンター、学校との複合化を検討する。 
・小規模施設が密集している地域は、施設の更新を契機に集約化を行い、

土地の有効利用や借上施設の返還を図る。 
・改修や改築が必要となった場合には、施設維持管理経費や利用状況、

近隣の区民集会施設の劣化状況などを踏まえ、施設の統合や区民集会

施設の再編などの選択肢を含めて検討する。 
計画期間の取組み ・区民集会施設のあり方の見直しにおいて、地域コミュニティ施設と位

置づけ、利用方法等の見直しを図る。 
・世田谷土木・公園管理事務所、若林区民集会所を改築し、若林まちづ

くりセンター、若林あんしんすこやかセンターを複合化した施設を整

備する。 
・代田南地区会館及び代田南児童館を花見堂小学校跡地に移転する。 
・守山小学校後利用において、周辺区民集会所の集約を検討する。 
・梅丘地区会館は、梅丘まちづくりセンターと複合化する。地区会館の

建物は、躯体を活かして小規模多機能型居宅介護支援などの民設民営

の高齢者福祉施設への転用を図る。 
・奥沢地区会館の集会室は、九品仏まちづくりセンターの改築時に複合

化を図る。 
・二子玉川地区会館を改築し、二子玉川出張所、二子玉川まちづくりセ

ンター、（仮称）二子玉川あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、

集会室等を複合化する。 
・希望丘複合施設に希望丘区民集会所を拡充して移転する。 

（４）区民斎場 
課題 ・施設が老朽化し、改修や改築が必要になった場合には、民間の葬儀施

設の整備状況、施設の利用状況などを踏まえた検討を行う必要がある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・区内には、民間の葬儀専用施設も整備されてきていることから、施設

の新設は行わない。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築時に規模を拡大しない。 

計画期間の取組み ― 

２－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）区民会館 

 

現在面積：13,883㎡ 

17.3億円 8.8億円 14.4億円 
40.5億円 

（1.3億円/年） 

13.288㎡ 13.288㎡ 13.270㎡ 95.6％ 

（２）区民センター 

 

現在面積：18,756㎡ 

9.9億円 21.0億円 41.2億円 
72.1億円 

（2.4億円/年） 

18,756㎡ 18,756㎡ 18,687㎡ 99.6％ 

（３）地区会館、 
区民集会所 

現在面積：31,568㎡ 

68.8億円 37.5億円 36.9億円 
143.2億円 

（4.8億円/年） 

38.987㎡ 38.898㎡ 38.892㎡ 123.2％ 

（４）区民斎場 
 
現在面積：  996㎡ 

1.6億円 0.0億円 1.4億円 
3.0億円 

（0.1億円/年） 

966㎡ 966㎡ 966㎡ 100.0％ 
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３．防災施設 

３－１ 防災施設の概要 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

防災施設 ・広域用防災倉庫は、避難所運営

用防災倉庫（小・中学校等）の

補完的機能として、避難者用の

備蓄物資や資機材などを保管す

るために設置している。 

・水防倉庫とその他防災施設は、

災害時に備えて備蓄物品や資機

材等を保管するために設置して

いる。 

広域用防災倉庫  16 

水防倉庫      3 

その他の防災施設 4 

2,781㎡ 

 

３－２ 個別方針 

課題 ・避難所運営用防災倉庫には１日分の備蓄があり、都との役割分担によ

り２日目以降の物資が供給されることになっているが、都から供給途

絶に備え、発災後３日間は区内備蓄で対応するために、広域用防災倉

庫を拡充し備蓄量を増やす必要がある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・広域避難場所や避難所運営用倉庫の物品を補完する機能を高める観点

から、区内各所に広域用防災倉庫を分散して整備するとともに、個々

の整備箇所の状況に応じて、可能な限りの面積を確保する。 
・水防倉庫は現状のまま維持する。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・公共施設等の整備に合わせて、広域用防災倉庫の整備を進めるととも

に可能な限りの面積を確保する。 
・既存施設は、現在面積または150㎡を基準として更新する。 

計画期間の取組み ・広域用防災倉庫の整備拡充を図る。 
・（仮称）小田急上部広域用防災倉庫（北沢３－９） 

・（仮称）世田谷4-14公園広域用防災倉庫 

・（仮称）小田急上部広域用防災倉庫（下北沢駅西側立体緑地） 

・喜多見広域用防災倉庫廃止（東名ジャンクション上部空間に再整備

予定） 
 
３－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

防災施設 

 

現在面積：2,781㎡ 

7.1億円 2.6億円 6.2億円 
15.9億円 

(0.5億円/年) 

3.641㎡ 3.640㎡ 3.632㎡ 130.6％ 

  



Ⅴ．施設類型ごとの基本方針 

41 

４．交流施設 

４－１ 交流施設の概要 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

交流施設 区民の保養と小学生の移動教室

の場、交流事業の拠点として区民

健康村施設を設置している。 

交流施設 2 

 

11,381㎡ 

 

４－２ 個別方針 

課題 ・積雪する寒冷地という地域性のため、設備の故障や躯体の劣化など老

朽化が早いペースで進んでいる。 
・ふじやまビレジの施設構造は、ユニバーサルデザインに対応できない。 
・全館休館が必要な工事を実施するには、５月～１０月の移動教室実施

期間中を避ける必要があり、また屋外作業を伴う場合は１２～３月の

積雪期を避ける必要があるなど移動教室等を継続しながら工事を行う

には多くの制限が生じ、コスト増や工期の長期化など区民サービスの

低下も想定される。 
・調理場や入浴施設など基幹設備の代替設備がなく、また、改築時の代

替施設もないため、大規模改修や改築時の対応を検討する必要がある。 
・現状の施設規模では、平日の区民利用ができないなど区民ニーズに十

分に対応できていない。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・改築基準面積の範囲内で、将来の区民ニーズに対応した適正規模を見

据えた施設機能拡充等を検討する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・課題を踏まえたユニバーサルデザイン対応や適正規模化など、必要な

施設整備を行う。 
計画期間の取組み ・ふじやまビレジ敷地内に新たな温泉施設を増築し既存温泉施設の代替

機能を持たせるとともに、移動教室実施中の平日でも区民等の日帰り

利用を可能とするなど区民サービスの向上を図る。 
・川場村等と今後協議して策定する「（仮称）新たな区民健康村のあり方」

を踏まえ、ふじやま・なかの両ビレジの機能拡充や増築・改修などの

施設整備計画を検討する。 
・大規模改修等に対応するため、調理場や入浴施設など基幹設備の複数

配置について検討する。 
・大規模改修や改築時の施設運営計画について検討し、施設が一部利用

できなくなる期間中の、移動教室の児童・生徒や一般区民に対応する

仕組み作りを図る。 
 
４－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

交流施設 
 

現在面積：11,381㎡ 

28.4億円 0.0億円 18.6億円 
47.0億円 

（1.6億円/年） 

12.031㎡ 12,031㎡ 12,031㎡ 105.7％ 
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５．文化・学習施設 

５－１ 文化・学習施設の概要 

（１）図書館・図書室 
（２）美術館等 
（３）その他の文化・学習施設 
 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

図書館・図書室 区民の生涯学習や読書活動支

援、各種資料・情報提供を目的と

して、設置している。 

図書館        16 

図書室    5 

図書館カウンター 2 

25,255㎡ 

美術館等 美術・文学などを通じた教育・

文化の振興や平和・歴史に対する

理解を深めるなど、それぞれの目

的に応じて、美術館や文学館、各

資料館を設置している。 

美術館      4 

文学館      1 

資料館等     4 

17,300㎡ 

その他の文化・学習

施設 

区民が様々な文化・学習活動や

体験を通じて学び・交流するとと

もに、そのような区民の自主的な

活動を区が支援する場として、そ

れぞれの施策目的に応じて、必要

な施設を設置している。 

青少年交流センター2 

学習施設等     1 

男女共同参画センター1 

情報センター    1 

教育センター    1 

プラネタリウム  1 

民家園      2 

21,203㎡ 

 

５－２ 個別方針 

（１）図書館・図書室 
課題 ・奥沢図書館等が入る奥沢センタービル、三敬ビルは、利用者の安全確

保の観点から、耐震工事を実施する必要がある。 
・梅丘図書館は羽根木公園と一体的に整備して有機的なつながりを創出

することで、互いの魅力を高めあう工夫を図る必要がある。 
・中央図書館の機能拡充にあたっては、図書館ネットワークの中枢機関

としての機能を十分に果たすことを念頭に、中央館としてふさわしい

規模・設備を有するよう機能拡充の検討を進めていく必要がある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・「どこに住んでいる区民でも日常的に気軽に図書館を利用することがで

きるよう施設を整備する」という考え方のもとに配置しており、新規

の施設は整備しない。ただし、交通結節点などでの図書の貸出、返却

の補完的機能の整備を検討する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築基準面積を元に、施設を更新する。 

計画期間の取組み ・図書館ネットワーク整備による利用者サービスの向上と、中央図書館

機能の拡充に取り組む。 
・梅丘図書館は、施設の有する課題を解決する観点から、改築を行う。 
・奥沢図書館等は、他の区分所有者と調整しながら耐震工事の実施に向

けて取り組む。 
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（２）美術館等 
課題 【世田谷美術館、分館】 

・世田谷美術館は、事業への影響を最小限とすることを基本に、修繕や

改修などを実施する必要がある。 
・美術品等の寄贈の申出に対しては、精査した上で受領しているが、保

管場所が不足している。 
・向井潤吉アトリエ館、清川泰次記念ギャラリー、宮本三郎記念美術館

の3つの美術館分館については、改修計画に際して、それぞれの寄贈

された経緯や昨今の経済状況、費用対効果等を踏まえ、そのあり方や

運営方法も含めて検討する必要がある。 
 
【平和資料館】 
・寄贈物品は、精査した上で受領しているが、保管場所が今後不足する

可能性がある。 
 
【宇奈根考古資料室、分室】 
・埋蔵文化財資料・出土品を管理する施設は、その資料や出土品などの

増加により、保管場所が不足している。 
・整理作業の作業スペースに資料や出土品が保管されており、整理作業

に支障をきたしている。 
・体験学習など教育機能を充実させる必要がある。 
 
【郷土資料館】 
・設備の老朽化が進み、空調機の不具合等が発生している。 
・当該建物は特殊な構造であるため、長寿命化には特段の検討を要する。 
・歴史資料を適切に保管するために、館内収蔵庫を確保し、湿度調整を

する必要がある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
・現在の施設規模、配置は適正であり、新規整備、再配置は行わない。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築基準面積を元に、施設を更新する。 

計画期間の取組み ・郷土の歴史、文化の学習を総合的かつ、継続的に区民を支援できるよ

うな場を確保していくことが求められている。郷土資料館を核として

関連した施設を活用して、その機能を確保する必要があり、世田谷区

文化財保存活用基本方針（平成28年度策定）に基づき検討する。 
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（３）その他の文化・学習施設 
課題 【男女共同参画センター“らぷらす”】 

・世田谷区第二次男女共同参画プラン（平成29～38年度）に基づき、機

能拡充を検討する必要がある。 

 
【世田谷文化生活情報センター】 
・キャロットタワーの躯体や共用部分について、管理組合の改修計画に

あわせて、改修を実施する必要がある。 
 
【教育センター、プラネタリウム】 
・研修室等の施設面でのキャパシティ不足及び多様な研修・研究を支え

る設備や機能等が必要なため機能を拡充する必要がある。 
・プラネタリウムは、施設の運営や関連事業のあり方等を検討する必要

がある。 
 
【民家園】 
・区有形文化財の保全の観点から、施設が持つ価値を考慮しながら修繕

や改修などを行う必要がある。 
適正規模・適正配置

の考え方 
【青少年交流センター】 
・現在の施設規模、配置は適正であり、新規整備は行わない。 
 
【男女共同参画センター“らぷらす”】 
・社会情勢を踏まえ、男女共同参画推進を図るための機能拡充、適正規

模の考え方を検討する。 
 
【教育センター】 
・新たな教育センター整備にあたっては、第２次世田谷区教育ビジョン

に基づき、研修・研究や教育情報提供、教育相談、学校支援等の機能

拡充に加え、新たに幼児教育センター機能等を併設した、「学校教育の

総合的バックアップセンター」としての適正な規模を検討する。 
 
【民家園】 
・世田谷区文化財保存活用基本方針（平成28年度策定）に基づき、民家

園区画の拡張の内容、施設規模、配置を検討する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
【青少年交流センター】 
・改築基準面積を元に、施設を更新する。 
 
【男女共同参画センター“らぷらす”】 
・改築基準面積を元に、機能の拡充を図る。 
 
【教育センター】 
・教員の資質、専門性の向上や学校、子ども、保護者への支援の充実の

ために、十分な機能を発揮できる新たな教育センターを整備する。 
 
【民家園】 
・世田谷区文化財保存活用基本方針に基づき、ボランティアによる事業

や外国人向け事業等の充実、新たな用地取得を踏まえ、再整備を検討

する。 
計画期間の取組み 【青少年交流センター】 

・（仮称）希望丘青少年交流センターを希望丘複合施設内に整備する。整

備にあたっては、当事者である高校生・大学生の意見を設計に反映さ

せる仕組みを整える。 
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・既存施設では、青少年の自立と成長を促すとともに、青少年自らの主

体的な活動の機会を拡充するために必要となる、修繕や改修などの対

応を検討する。 
 
【男女共同参画センター“らぷらす”】 
・男女共同参画センターの機能拡充を図るための移転先整備を検討する。 
 
【教育センター】 
・若林小学校跡地を活用し、教育センター機能に加え、ほっとスクール

や幼児教育センター、避難所など防災機能等を備えた複合施設（仮称）

教育総合センターとして整備する。 
 
【プラネタリウム】 
・現教育会館における活用を基本に、施設の運営や関連事業のあり方等

を検討する。 
 
【民家園】 
・次大夫堀公園民家園用地を新たに取得するとともに、世田谷区文化財

保存活用基本方針に基づき、施設の機能検討及び再整備を検討する。 
 
【その他】 
・音楽練習の場、発表の場の機能の整備について、他の集会系施設の改

築の機会等を捉えて検討する。 
 
５－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）図書館・図書室 

 

現在面積：25,255㎡ 

25.9億円 31.0億円 25.2億円 
82.1億円 

(2.7億円/年) 

25,218㎡ 25,204㎡ 25,284㎡ 100.1％ 

（２）美術館等 
 

現在面積：17,300㎡ 

22.8億円 17.1億円 19.1億円 
59.0億円 

(2.0億円/年) 

17,300㎡ 17,273㎡ 17,273㎡ 99.8％ 

（３）その他の文化・

学習施設 

現在面積：21,203㎡ 

42.9億円 29.5億円 19.9億円 
92.3億円 

(3.1億円/年) 

22,966㎡ 22,958㎡ 22,949㎡ 108.2％ 
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６．スポーツ施設 

６－１ スポーツ施設の概要 

（１）拠点スポーツ施設（全区施設） 
（２）地域スポーツ施設 
（３）地区スポーツ施設 
 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

拠点スポーツ施設

（全区施設） 

区民のスポーツ振興、健康増進、

レクリエーションその他教育の振

興を図り、区民の心身の健全な発

達に寄与するため、全区的スポー

ツ大会等に利用されることを目的

として設置している。 

合計  5 
総合運動場（大蔵運動

場、温水プール、二子

玉川緑地運動場）、大

蔵第二運動場、屋外プ

ール 

21,133㎡ 

地域スポーツ施設 区民のスポーツ振興、健康増進、

レクリエーションその他教育の振

興を図り、区民の心身の健全な発

達に寄与するため、５つの地域そ

れぞれのスポーツの拠点として利

用されることを目的として設置し

ている。 

合計  13 
千歳温水プール 
地域体育館 2 
（尾山台地域体育館、

八幡山小学校地域体

育館） 
学校温水プール 4 
（太子堂中学校、梅丘

中学校、玉川中学校、

烏山中学校） 
公園施設 6 
（世田谷公園スポー

ツ施設、世田谷公園水

泳場、羽根木公園スポ

ーツ施設、多摩川玉堤

広場スポーツ施設、玉

川野毛町公園スポー

ツ施設、玉川野毛町公

園水泳場） 

11,371㎡ 

地区スポーツ施設 区民のスポーツ振興、健康増進、

レクリエーションその他教育の振

興を図り、区民の心身の健全な発

達に寄与するため、身近なスポー

ツ活動の場として利用されること

を目的として設置している。 

 

北烏山地区体育室、池

尻小学校第２体育館、

弦巻中学校トレーニ

ングルーム、烏山中学

校クライミングウォ

ール、こどものひろば

公園野球場       5 
学校開放施設 92 
区民センター 12 
地区会館 47 
区民集会所 29 
公園・緑地 342 

2,979㎡ 
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６－２ 個別方針 

○共通事項 

《課題》 

・区民利用施設は地理的利便性から、住宅地内に配置されていることが多く、不特定多数の利

用者による住環境の悪化が危惧され、用途地域との整合を図るなどの将来的なまちづくりの

視点からの検討が必要である。 

・スポーツの普及・浸透が進む中、都市化の進展等によりスポーツを行う場所の確保が難しい

状況であり、区民のスポーツ需要に応えられていない状況にある。 
・障害者スポーツの推進、ユニバーサルデザインの導入を視野に入れた施設整備や、さらには

障害の種類や程度に応じた幅広い対応が求められる。 
《方針》 

・「スポーツ推進計画」の取組みの方向性、および「スポーツ施設整備方針」に基づき、区立ス

ポーツ施設を拠点スポーツ施設、地域スポーツ施設、地区スポーツ施設に体系化し、それぞ

れの機能分担等を踏まえ、まちづくりの視点から施設整備、配置を目指す。 
・新たに整備する施設においては、財政負担の軽減や管理運営の効率化を図るため、多機能化、

複合化の手法を基本として検討する。また、スポーツ興行等の開催などによる歳入の確保も

視野に入れ、民間活力による整備、運営も検討する。 

・学校跡地や公共施設、民間施設の空き地等の新たな公共的空間が生じた場合には、地域特性、

既存スポーツ施設の配置状況、当該敷地面積、他自治体との比較、スポーツ施設の利用率、

抽選倍率、区民意識調査による区民要望等を踏まえたうえで、整備すべき施設を検討する。 
・ユニバーサルデザインの推進、災害時に適切に対応できるスポーツ施設の機能充実を目指す。 
・世田谷区基本計画の基本方針の視点の一つとして示された「国際スポーツ交流の軸」を中心

に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした施設整備、施設改修等の

充実を図る。 
 
（１）拠点スポーツ施設（全区施設） 
課題 ・拠点施設においては、大蔵運動場と大蔵第二運動場におけるスポーツ・

レクリエーション施設としての効率的かつ一体的な整備を検討する必

要がある。 
・大蔵運動場、大蔵第二運動場、二子玉川緑地運動場は、築年数の経過

等により、改修すべき箇所が多くある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・全区的なスポーツ・レクリエーションの拠点として配置する。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・スポーツ施設整備方針に基づき、東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピック競技大会を契機としたスポーツ施設の整備、充実を図る。 

計画期間の取組み ・大蔵運動場陸上競技場スタンド部分等を改築し、バリアフリー化を実

施する。 
・大蔵運動場、大蔵第二運動場を一体化し、効率的な施設運営と機能の

充実を図るため、管理運営面での整備とともに、ハード面での整備計

画を策定する。併せて（仮称）世田谷区立上用賀公園の拡張用地のス

ポーツ施設としての活用検討も行う。その際、スポーツ施設全体とし

て区が負担する運営費の総額が既存の枠内に収まるよう、利用者負担

の見直しも含めて調整する。 
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（２）地域スポーツ施設 
課題 ・玉川地域、砧地域（整備中）、烏山地域に地域体育館を整備しているも

のの、世田谷・北沢の各地域は未整備である。 
・千歳温水プールや尾山台地域体育館は、設備機器が経年劣化により、

修繕すべき箇所が多くある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・5つの地域の拠点的施設として各地域に 1～2箇所程度確保する。 
・地域の実情に応じ専用の社会体育施設、学校施設、公園施設、区民利

用施設の複合化など多様な形態で配置する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築時に施設規模を拡大しない。 

計画期間の取組み ・希望丘地域体育館を整備する（平成31年供用開始）。 

 

（３）地区スポーツ施設 
課題 ・既存の区有施設等の有効活用だけではなく、多様な手法によりスポー

ツをする場の拡充を検討する必要がある。 
・北烏山地区体育室の運動広場は整地や施設の経年劣化により区民サー

ビスの低下を招いている。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・身近なスポーツ活動の場として基本的に学校開放により対応し、地区

特性により地区体育室、公園・緑道、区民利用施設の多目的室等で補

完する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・スポーツ施設整備方針に基づき、複合化、多機能化を基本とし、施設

を更新・整備する。 

計画期間の取組み ・学校施設を含めた既存の区有施設等の有効活用や夜間照明設備の設置、

公園・河川敷・空き地空間等の身近な場の有効活用、大学・民間施設

の区民利用開放施設の拡充など、多様な手法により拡充を図る。 
・北烏山に地区体育施設を整備する。 

 

６－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

※専用施設（建物）のみ 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）拠点スポーツ 
施設 

現在面積：21,133㎡ 

107.3億円 10.2億円 15.6億円 
133.1億円 

(4.4億円/年) 

32,997㎡ 32,997㎡ 32,997㎡ 156.1％ 

（２）地域スポーツ 
施設 

現在面積：11,371㎡ 

22.4億円 18.6億円 22.1億円 
63.1億円 

(2.1億円/年) 

14,101㎡ 14,101㎡ 14,099㎡ 124.0％ 

（３）地区スポーツ 
施設 

現在面積：  2,979㎡ 

4.6億円 0.3億円 0.5億円 
5.5億円 

(0.2億円/年) 

3,779㎡ 3,779㎡ 3,779㎡ 127.5％ 
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７．リサイクル関連施設 

７－１ リサイクル関連施設の概要 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

リサイクル関連施設 ごみ減量・リサイクルに関して

区民への普及啓発・活動支援や区

が収集した資源・ごみをリサイク

ル処理する目的で設置している。 

・リサイクル関連施設 

   6 
 希望丘中継所、船橋

粗大ごみ中継所、エ

コプラザ用賀・用賀

粗大ごみ中継所、資

源循環センター（リ

セタ）、喜多見資源

化センター、リサイ

クル千歳台 

5,250㎡ 

 

７-２ 個別方針 

課題 ・資源のリサイクルを更に適切かつ効率的に行うため、選別、一時保管

を行う施設の整備を検討する必要がある。 

・区内のガラスびん回収量の増加に対応するため、資源循環センター 

（リセタ）の処理能力を増強させる必要がある。 

・エコプラザ用賀は普及啓発施設及び粗大ごみ中継所としており、他の

リサイクル施設とさらに連携して運用していく必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・現在の施設規模、施設配置は概ね適正であり、今後の人口動態や廃棄

物の排出量等を踏まえ、施設更新時等に適切に判断していく。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・資源の品目・回収量に応じて適切に選別・一時保管等のための施設の

整備を検討する。 

・資源循環センター（リセタ）の稼働時間延長など、処理能力の増強策

を具体的に検討する。 
計画期間の取組み ・民間処理施設の活用や希望丘中継所など、既存施設の活用により、効

率的な施設運営を行い、事業の拡大や新たな事業展開等に取り組む。 

・資源循環センター（リセタ）の処理能力増強のための稼働時間延長を

検討する。 
 

７－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

リサイクル関連施設 

 

現在面積： 5,250㎡ 

7.2億円 5.4億円 6.4億円 
19.0億円 

（0.6億円/年） 

5,250㎡ 5,250㎡ 5,237㎡ 99.8％ 
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８．高齢者施設 

８－１ 高齢者施設の概要 

（１）特別養護老人ホーム 
（２）あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター） 
（３）その他の高齢者施設 

・老人休養ホーム 
・高齢者在宅復帰施設 
・老人福祉センター 
・敬老会館 
・土と農の交流園 
・健康増進・交流施設 
・地域支えあい活動拠点 
・通所介護施設（デイ・ホーム） 
・高齢者就業施設 
・認知症高齢者グループホーム 
・小規模多機能型居宅介護 
・その他の高齢者施設 
（夢のみずうみ村新樹苑、食事サービスサポートセンターだんらん、 
 訪問看護ステーションさぎそう） 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

特別養護老人ホーム 身体上または精神上著しい障害

によって、常時介護を必要とする、

原則要介護 3～5の方の介護や日

常生活の世話、機能訓練などのサ

ービスを提供する施設として、設

置している。 

特別養護老人ホーム 3 23,707㎡ 

あんしんすこやかセ

ンター（地域包括支

援センター） 

まちづくりセンター、社会福祉

協議会の三者で連携しながら、高

齢者に関する相談に応じるほか、

障害者、子育て家庭などに関する

身近な相談を受付け、相談内容に

より民生委員、医療機関などと連

携し、必要なサービス等を受けら

れるよう支援する施設として設置

している。 

あんしんすこやかセ

ンター（地域包括支援

センター） 

28  

1,300㎡ 

その他の高齢者施設 区内高齢者の心身の健康保持と

生活向上、教養の向上を図ること

や、余暇活動及び憩いの場等を提

供する施設として設置している。 

その他の高齢者施設 
59 

 

30,237㎡ 
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８－２ 個別方針 

○共通事項 

《課題》 

・建物、設備機器の老朽化が進んでおり、計画的な改修検討が必要である。 
《方針》 

・施設更新時の状況を踏まえ、適切な修繕を行う。 
 

（１）特別養護老人ホーム 
課題 ・居ながら工事が困難なため、改修時の代替施設確保等、計画的な改修

検討を行う必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・世田谷区介護施設等整備計画に基づき、適正な施設整備や配置を目指

す。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・世田谷区介護施設等整備計画に基づき、民間による整備を進める。 

計画期間の取組み ・平成37年までに1,000人分、民間による整備を進める。 

 
（２）あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター） 
課題 ・施設運営の効率化と地域包括ケアの地区展開のため、まちづくりセン

ター、社会福祉協議会との一体整備を行う必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・事務室、相談室等で構成し、50㎡程度は必要である。今後の事業展開

に応じ規模を検討する。 

・まちづくりセンター管轄区域ごとに１施設を配置している。 

・平成28年度末までに出張所・まちづくりセンターと合築しているあん

しんすこやかセンター（地域包括支援センター）は19箇所である。 
施設整備の考え方 
（更新時の方針等） 

・まちづくりセンターとの一体整備を進める。 

計画期間の取組み ・まちづくりセンター、社会福祉協議会との一体整備を進める。 

・用賀地区の分割に伴い、二子玉川地区に新たにあんしんすこやかセン

ターを整備し、計28箇所とする。 

・まちづくりセンターとの一体整備を、原則として平成32年度までに完

了する。 
 
（３）その他の高齢者施設 
課題 【老人休養ホーム】 

・利用者の利便性、安全性の確保や、省エネルギー、効率的な運営の観

点から、施設機能の見直しを図る必要がある。 
 
【老人福祉センター、敬老会館、土と農の交流園、健康増進・交流施設、

地域支えあい活動拠点】 
・現施設の活性化・有効活用を進めるとともに、高齢者の利用だけでな

く、多世代交流や地域交流の場としての利用を促進する必要がある。 
 
【通所介護施設（デイ・ホーム）、高齢者就業施設、認知症高齢者グルー

プホーム、小規模多機能型居宅介護、その他の高齢者施設】 
・各施設の状況を踏まえ、適切な維持管理と計画的な修繕を行う必要が

ある。 
・今後の認知症高齢者の増加に対応するため、あんしんすこやかセンタ

ーやケアマネジャーが行う認知症在宅支援業務の後方支援や、介護す
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る家族の支援などを中核的に担う拠点が必要である。 
適正配置・適正規模

の考え方 
【高齢者在宅復帰施設】 
・現在の施設規模、施設配置は適正である。 
 
【老人休養ホーム、老人福祉センター、土と農の交流園、敬老会館、 
地域支えあい活動拠点】 

・施設規模、施設配置について検討する必要がある。 
 
【健康増進・交流施設】 
・現在の配置、規模は適正である。 
 
【通所介護施設（デイ・ホーム）】 
・民間による整備が進んでおり、区としての新たな整備計画はない。 
 
【高齢者就業施設】 
・現在の施設規模、施設配置は概ね適正であり、今後人口動態等を踏ま

え、施設更新時に判断する。 
 
【認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護】 
・世田谷区介護施設等整備計画に基づき、適正な施設整備や配置を目指

す。 
 
【その他の高齢者施設】 
・現在の施設規模、施設配置は適正である。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
【高齢者在宅復帰施設】 
・新規の施設整備は行わない。 
 
【老人休養ホーム】 
・区の直接経費による改修・機能見直しを検討する。 
・民間資本の導入や、規模を縮小した改築、残地の他用途への活用など、

費用対効果の最も高い手法を検討する。 
 
【老人福祉センター、敬老会館、健康増進・交流施設、土と農の交流園】 
・新規の施設整備は行わない。 
・各地域での集会施設等の配置状況を踏まえ、配置を検討する。 
 
【地域支えあい活動拠点】 
・各地域での集会施設等の配置状況を踏まえ、配置を検討する。 
 
【高齢者就業施設】 
・新規の施設整備は行わず、既存施設の適切な改修を行う。 
 
【通所介護施設（デイ・ホーム）】 
・改築時に高齢者施設の整備状況や地域ニーズを踏まえ、他の用途への

転用も含めた有効活用策を検討する。 
 
【認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護】 
・世田谷区介護施設等整備計画に基づき、民間による整備を進める。 
 
【その他の高齢者施設】 
・新規の施設整備は行わず、既存施設の適切な改修を行う。 
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計画期間の取組み 【老人休養ホーム】 

・機能の見直し及び施設更新の検討を進める。 
 
【老人福祉センター、土と農の交流園、健康増進・交流施設、敬老会館、

地域支えあい活動拠点】 
・各施設の状況を踏まえ、適切な計画保全を行う。 
・機能見直しや廃止について、施設更新時の状況を踏まえ、適切に取り

組む。 
 
【通所介護施設（デイ・ホーム）】 
・建物の寿命を契機に、高齢者施設の整備状況や地域ニーズを踏まえ、

他の用途への転用も含めた有効活用策を検討する。 
 
【高齢者就業施設】 
・施設更新時の状況を踏まえ、適切に取り組む。 

 

【認知症高齢者グループホーム】 

・平成37年までに認知症高齢者グループホーム、地域密着型特別養護老

人ホームのいずれかが日常生活圏域に1箇所以上となるよう民間によ

る整備を進める。 

 

【小規模多機能型居宅介護】 

・平成37年までに小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介

護のいずれかが日常生活圏域に1箇所以上となるよう民間による整備

を進める。 

 

【認知症在宅生活サポートセンター】 

・あんしんすこやかセンターやケアマネジャーの後方支援や、認知症の

人を介護する家族の支援などを行う専門的かつ中核的な全区の拠点と

して、梅ヶ丘拠点施設の区複合棟に新規整備する。 
 

８－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）特別養護老人 
ホーム 

現在面積：23,707㎡ 

50.3億円 34.6億円 0.1億円 
85.0億円 

（2.8億円/年） 

23.707㎡ 23,707㎡ 23,707㎡ 100.0％ 

（２）あんしんすこや

かセンター 

現在面積：1,300㎡ 

3.4億円 1.5億円 1.5億円 
6.4億円 

(0.2億円/年) 

1,488㎡ 1,486㎡ 1,485㎡ 114.2％ 

（３）その他の高齢者

施設 

現在面積：30,237㎡ 

27.5億円 42.9億円 45.9億円 
116.3億円 

（3.9億円/年） 

31,064㎡ 31,030㎡ 30,982㎡ 102.5％ 
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９．障害者施設 

９－１ 障害者施設の概要 

（１）相談等施設 
（２）障害者（児）日中利用施設 
（３）障害者自立体験施設 
（４）その他の障害者施設 

・障害者休養ホーム ひまわり荘 
・障害者就労支援センターすきっぷ分室そしがや 
・障害者就労支援センターすきっぷ分室クローバー 
・障害者就労支援センターしごとねっと 
・障害者就労支援センターゆに(ＵＮＩ) 

・就労支援施設ゆに(ＵＮＩ)分場フェリーチェ 

・世田谷区福祉移動支援センターそとでる 
・喫茶ぴあ粕谷店 
・喫茶ぴあ鎌田店 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

相談等施設 ・総合福祉センターは、保健・医

療・福祉の連携のもと乳幼児か

ら高齢者までの各ライフステー

ジに沿った障害に関する専門機

関として、発達障害相談・療育

センターは、児童の発達障害に

関する専門機関として、相談等

の業務を行うために設置してい

る。 
・地域障害者相談支援センターは、

年齢や障害種別を問わず利用

者等からの障害に関する相談

に応じ、区、基幹相談支援セン

ターと連携し、地域の指定相談

支援事業者に対する支援を行

うために各総合支所管内に 1

ヶ所ずつ委託により設置して

いる。 

相談施設 2 
相談支援センター 
  5 

5,165㎡ 

障害者（児）日中利

用施設 

生活介護事業や就労移行支援事

業、就労継続支援（Ｂ型）事業、

放課後等デイサービスなどの障害

者(児)の日中の活動を支援する事
業を実施するために設置してい

る。 

障害者（児）日中利用

施設

34 

21,943㎡ 

障害者自立体験施設 自立生活の体験の場を提供し自

立に向けた支援を行い、障害者の

地域で生活する力を高めることに

よって、自立生活の実現と社会参

加の促進を図るために設置してい

る。 

障害者自立体験施設 
  2 

1,025㎡ 
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その他の障害者施設 主に就労支援、休養の場や介護

タクシーの配車相談などで、区が

独自に取り組む事業を実施するた

めに設置している。 

その他障害者施設 
  9 
障害者休養ホームひ

まわり荘、障害者就労

支援センターすきっ

ぷ分室そしがや、障害

者就労支援センター

すきっぷ分室クロー

バー、障害者就労支援

センターしごとねっ

と、障害者就労支援セ

ンターゆに（ＵＮＩ）、

就労支援施設ゆに(Ｕ

ＮＩ)分場フェリーチ

ェ、世田谷区福祉移動

支援センターそとで

る、喫茶ぴあ粕谷店、

喫茶ぴあ鎌田店 

2,546㎡ 

 

９－２ 個別方針 

（１）相談等施設 
課題 ・総合福祉センターは、梅ヶ丘拠点施設に障害者の地域生活を支える拠

点施設を整備するにあたり、事業の継承を円滑に行う必要がある。 

適正配置・適正規模

の考え方 
・総合福祉センターで実施している事業については、「世田谷区立総合福

祉センター機能・業務移行計画書」により、①梅ヶ丘拠点施設の民間

施設棟に移行する機能、②梅ヶ丘拠点施設の区複合棟に移行する機能、

③地域の民間機関等において担う機能の3つに分類し移行する。 

・障害者相談支援センターは、民間の建物を活用するなど、区内 5地域
に 1箇所ずつ配置する。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・総合福祉センターの梅ヶ丘拠点施設内の保健センターへの機能の移転

では、利用者の移行調整や新事業者への引継ぎ等について、公益財団

法人世田谷区保健センターや民間施設棟の事業者と連携しながら適切

に取り組む。 

計画期間の取組み ・梅ヶ丘拠点施設整備において、総合福祉センターの機能訓練を含む障

害者の地域生活への移行・継続支援のための施設を民間施設棟に整備

する。 
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（２）障害者（児）日中利用施設 
課題 ・民間法人が運営する区立施設、区が民間法人に貸付け運営する区有施

設については、築年数が経過している施設があり、改修を計画的に進

める必要がある。 
・特別支援学校の卒後進路予測等から医療的ケアを要する利用者等を含

め不足が見込まれているため、障害者日中利用施設（就労継続支援Ｂ

型、生活介護）の整備が求められている。 
・医療的ケアが必要な未就学児が通う重症心身障害児施設の需要に対し、

受入れ者数が不足している。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・世田谷区障害福祉計画のサービス見込み量に基づき、施設の整備、民

間事業所の誘導等を行う。 
・障害者日中利用施設（就労継続支援Ｂ型、生活介護）は、公有地等の

活用機会を捉え、民間活力を活用の上、老朽化の進む既存施設の機能

移転により、施設規模の拡大、及び多機能化による機能拡充（医療的

ケア等への対応を含む）を図る。 
・医療的ケアが必要な障害児の「居宅訪問型保育」を行うにあたり、連

携先の施設としての重症心身障害児施設（児童発達支援事業）の配置

を図る。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・障害者日中利用施設等は、公有地等を活用した機能移転、又は機能拡

充を前提とした現地改築により、老朽化及び施設需要に対応する。機

能移転、現地改築を実施する際は、民間活力を有効活用する。 

・重症心身障害児施設は民間による整備を基本とするが、施設需要の動

向を注視しながら対応を図る。 

計画期間の取組み ・障害者日中利用施設（就労支援Ｂ型、生活介護）は、公有地等の活用

機会を捉え、利用者の通所条件等に充分配慮しながら老朽化の進む既

存施設の機能移転により、施設規模の拡大、及び多機能化による機能

拡充を図る。 

・花見堂小学校跡地において、障害児通所施設の整備を検討する。 

・梅ヶ丘拠点施設整備において、障害者の地域生活への移行・定着のた

めの施設を民間施設棟に新たに整備する。併せて、総合福祉センター

の児童発達支援等の機能を移転するとともに放課後等デイサービスを

新たに実施することで、乳幼児期から高校生までを対象とする障害児

の中核施設とする。 
・区立世田谷福祉作業所を都営下馬二丁目団地の建替え事業に併せ、新

たに生活介護事業を含む多機能型施設として機能拡充を図り、当面は

指定管理施設として運営する。 
・区立玉川福祉作業所は、老朽化等への対応策について、改築を基本に

整備内容、時期等について検討する。 
・大原福祉作業所は、守山小学校後を改修して移転し、定員増を図る。 
・重症心身障害児施設は、平成32年度までに新たに１施設を整備する。 
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（３）障害者自立等体験施設 
課題 ・松原けやき寮、身体障害者自立体験ホームなかまっちともに、宿泊を

伴う運営を行っている施設であり、ニーズの高い施設でもあるため、

大規模改修時には、代替施設の確保など、利用者へ配慮した施設運営

を検討する必要がある。 

・松原けやき寮は借上げ施設のため、建物の修繕等について建物所有者

と協議して対応する必要がある。 

適正配置・適正規模

の考え方 
・世田谷区単独の自立体験施設として、区内に2箇所を配置する。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築基準面積を元に更新を行うとともに、民間活力を有効活用する。 

計画期間の取組み ・利用者への影響に配慮しながら計画的な保全に取り組む。 

  

（４）その他の障害者施設 
課題 ・利用者への影響に配慮しながら計画的な保全に取り組む必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・施設規模に明確な基準はなく、区の事業実施の必要に応じて施設配置

をしている。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築基準面積を元に更新を行うとともに、民間活力を有効活用する。 

計画期間の取組み ・利用者への影響に配慮しながら計画的な保全に取り組む。 

  

９－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）相談等施設 
 

現在面積： 5,165㎡ 

7.0億円 6.0億円 1.5億円 
14.6億円 

（0.5億円/年） 

2,205㎡ 2,205㎡ 2,205㎡ 42.7％ 

（２）障害者（児） 
日中利用施設 

現在面積：21,943㎡ 

26.5億円 17.0億円 34.4億円 
77.9億円 

(2.6億円/年) 

21,911㎡ 21,911㎡ 21,888㎡ 101.8％ 

（３）障害者自立体験

施設 
現在面積：1,025㎡ 

0.9億円 1.1億円 1.0億円 
2.9億円 

(0.1億円/年) 

1,025㎡ 1,025㎡ 1,025㎡ 100.0％ 

（４）その他の障害者

施設 
現在面積：2,546㎡ 

3.0億円 8.3億円 1.7億円 
12.9億円 

(0.4億円/年) 

2,546㎡ 2,546㎡ 2,531㎡ 99.4％ 
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１０．児童福祉施設 

１０－１ 児童福祉施設の概要 

（１）保育施設 
（２）児童館 
（３）新ＢＯＰ 
（４）その他の児童施設 
 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

保育施設 保護者が仕事や病気などのため

に、保育を必要とする児童を、保

護者にかわって保育することを目

的として設置している。 

区立認可保育園 50 
私立認可保育園 16 
私立認定こども園 2 
病児・病後児保育施設

  10 
認証保育所 2 
保育室  4 
一時預かり専用保育

施設  1 
小規模保育事業 2 

46,643㎡ 

児童館 区内の児童に健全な遊びを与え

て、その健康を増進し、又は情操

を豊かにすることを目的として設

置している。 

児童館  25 
子育て児童ひろば 1 

16,344㎡ 

新ＢＯＰ 小学生の総合的な放課後対策事

業として、児童の安全な遊び場を

確保し、集団遊びの中から創造

性・自主性・社会性を養い、児童

の健全育成を図る目的で、ＢＯＰ

（放課後の遊び場対策）と学童ク

ラブを統合して全区立小学校内に

設置している。 

新ＢＯＰ施設 63 0㎡ 

その他の児童施設 子どもの健全な育成及び家庭に

おける子育てを支援するために設

置している。 
 
 

子ども・子育て総合セ

ンター   1 
子育てステーション 
          5 
ファミリーサポート

センター     1 
母子生活支援施設 1 

5,631㎡ 
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１０－２ 個別方針 

（１）保育施設 
課題 ・待機児童数は、今後も当面の間増加が見込まれるため、限られた事業

手法及び候補地のなかで、引き続き保育施設整備を最優先課題として

取り組む必要がある。 

・保育施設の整備事業を進める際は、近隣住環境に特段の配慮を要する。 

・地域における就学前人口の動態や整備進捗などの地域特性を踏まえた

施設整備が求められており、施設整備や保育の方向性の検討を行う必

要がある。 

・区の財政負担や、区立保育園と私立保育園の役割等を踏まえ、それぞ

れの園が効率的・効果的にその機能を果たす体制づくりが必要である。 

・病児・病後児保育事業における未整備エリアがある。 

・保育需要の増加に伴い、各地域に急速に保育施設が増える中、多様な

保育ニーズに適切かつ迅速に対応し、保育の質や地域の子育て支援機

能の向上を図る必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・平成27年度から平成31年度までの5ヵ年の需要量見込み及びそれに

対する確保内容等を定めた「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

認可保育園等の整備を推進する。 
・病児・病後児保育事業は、「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

区内全域を網羅することを目指し、未整備エリアを中心に整備する。 
・少子化の進行、核家族化の進展、就労形態の多様化、地方分権や規制

緩和といった構造改革の流れなど、子どもや子育て家庭を取り巻く状

況は大きく変化している。こうした流れの中で、今後も区立保育園、

私立保育園等がそれぞれの役割や特長を踏まえ、区の財政負担の相違

も考慮しながら、力を合わせて保育施策をより効率的・効果的に推進

していく。区立保育園では、在宅子育て家庭に対する支援機能を強化

するほか、子育て支援の拠点となる園を整備し、地域の保育施設と連

携、協働することで保育の質の向上や活性化を図る。また、私立保育

園等には、引き続き保育需要の増加、多様化に柔軟に対応いただき、

保育や子育て支援の充実を図る。 
・認可外保育施設の新制度給付施設・事業への移行については、平成31

年度まで継続して支援を行う。平成32年度以降は、待機児童等の保育

需要を踏まえながら検討する。  
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・保育需要の状況等を見極めながら、「今後の保育施策推進のための保育

施設再整備方針」に基づき、老朽化する区立保育園を統合、移設等に

より再整備する。 
・区立保育園を再整備する手法は、周辺に代替地（保育施設整備の適地）

が確保できた園を、当該地に移設する「代替地再整備方式」、または、

再整備計画発表後に入園する児童の転園先が確保できる園を閉園する

「閉園後再整備方式」を基本とする。なお、代替地の周辺に複数の区

立保育園があり統合が可能な場合は、移転先の保育園に統合する。 
・学校統合や他の施設整備に併せ、既存区立保育園の再整備を検討する。 
・認可保育園等の新設の推進にあたっては、民間事業者による建物整備

を進めていくことを原則とする。 
・既存区有地を活用した再整備、私立保育園等への移行による運営費負

担の軽減など、区財政負担の抑制を図りながら、保育施策を推進する。 
・子ども・子育て関連3法や区の子ども・子育て支援事業計画に基づく

施設整備を推進する。 

・保育ニーズへの対応、保育の質や地域の子育て支援機能の向上を図る

ため、地域内の保育施設や関係機関との連絡調整などの中心的な役割

を担う区立拠点保育園を各地域に整備する。 
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計画期間の取組み ・保育待機児童への対応として、私立認可保育園等を整備する。 

・旧若林中学校跡地を活用し、区立世田谷保育園と区立代田保育園を統

合、移設し、世田谷地域の区立拠点保育園として再整備する。統合後

の世田谷保育園跡については、私立認可保育園の整備を基本とする。

また、代田保育園跡については、近隣の老朽化した保育施設改築の仮

園舎として、活用を検討する。 

・守山小学校後利用の複合施設に、区立大原保育園と区立下北沢保育園

を統合、移設し、北沢地域の区立拠点保育園として再整備する。統合

後の両保育園跡については、私立認可保育園等の整備を基本とする。 

・玉川総合支所分庁舎跡地を活用し、区立奥沢西保育園と区立深沢保育

園を統合、移設し、玉川地域の区立拠点保育園として再整備する。統

合後の両保育園跡については、私立認可保育園等の整備を基本とする。 

・希望丘複合施設に、区立希望丘保育園と区立船橋西保育園を統合、移

設し、砧地域の区立拠点保育園として再整備する。統合後の希望丘保

育園跡については、認可外保育施設の移行施設とすることを基本とす

る。また、船橋西保育園跡については、私立認可保育園の整備を基本

とする。 

・保育の質や地域の子育て支援機能の向上に向け、烏山地域においても、

拠点保育園の整備を検討する。 

・都営豪徳寺アパート移管受入れ時に改築する区立豪徳寺保育園に、区

立梅丘保育園を統合、移設する。統合後の梅丘保育園跡については、

私立認可保育園の整備を基本とする。 

・区所有施設の民間運営の認可保育園については、契約更新時の状況を

踏まえ、適切に取り組む。 

・子ども・子育て関連3法や区の子ども・子育て支援事業計画との整合

を図りながら、区立幼稚園の用途転換により認定こども園を整備する。 

・病児・病後児保育事業は、「子ども・子育て支援事業計画」に定める年

間利用量を確保するため、今後は、区内全域を網羅することを目指し、

民間事業者を活用しながら、未整備エリアを中心に整備する。  
 
（２）児童館 
課題 ・第２期子ども計画に基づく子育て支援、中高生支援に対応する機能整

備を検討する必要がある。 
・乳幼児期から小・中・高校生まで継続的に関わる施設であり、同様の

機能を持つおでかけひろば、新ＢＯＰ、青少年交流センター等と、役

割を整理する必要がある。 
・奥沢子育て児童ひろば等が入る奥沢センタービル・三敬ビルは、利用

者の安全確保の観点から、耐震工事を実施する必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・乳幼児から中高生世代まで、幅広い年齢層を対象とした施設の特性を

活かし、子どもを中心とした多世代が集う地域のコミュニティの核の

役割を担う施設として、現行の施設規模・配置を維持する。 
・児童館で充足できない子育て支援については、おでかけひろばや子育

てステーション、子育て支援団体等との連携を図る。 
・小学生の放課後対策は新ＢＯＰと連携し、中高生支援は青少年交流セ

ンターとの連携により、それぞれの役割を共通認識のもと進める。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・他の施設整備事業に合わせて整備する際は、「区立児童館の整備に伴う

基本的な考え方」（平成26年8月）に基づき、実施する。 
計画期間の取組み ・「区立児童館の整備に伴う基本的な考え方」に基づき、在宅子育て支援

や中高生支援についての機能を付加した児童館機能の拡充を進める。 

・奥沢子育て児童ひろば等は、他の区分所有者と調整しながら耐震工事

の実施に向けて取り組む。 

・代田南児童館及び代田南地区会館を花見堂小学校跡地へ移転する。 
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（３）新ＢＯＰ 
課題 ・施設の適正規模を明確にするとともに、特に大規模校においては、活

動スペースの適正規模の確保が課題となっている。 

適正配置・適正規模

の考え方 
・全区立小学校内への配置、適正規模を維持する。 
・「世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条

例」に基づき、活動スペースを確保する。 
・小学校と連携し、図書室や多目的ルームなどの有効活用を検討する。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・学校改築に合わせて施設整備を検討する。 

計画期間の取組み ・施設整備の考え方に基づき、計画期間中は新ＢＯＰ事業の運営に支障

の無いよう調整を図り進める。 
 
（４）その他の児童施設 
課題 ・子育てステーション梅丘は、賃貸借契約が平成31年度末に終了する。 

・母子生活支援施設は、設備機器が老朽化している。 
・母子生活支援施設は、施設の役割や受入れのあり方など、今後の運営

を検討する必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・いずれの施設も、現在の施設規模、施設配置は適正である。 
・子育てステーションは、各総合支所管内に１箇所配置する。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・改築基準面積を元に、施設更新や移転整備を行う。 
・子育てステーションは、新規の施設整備は行わず、施設更新時の状況

を踏まえ適切に取り組む。 
・母子生活支援施設は、新規の施設整備は行わない。 
・母子生活支援施設は、「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関

する条例」及び同条例施行規則に基づき、適切な施設整備を行う。 
計画期間の取組み ・子育てステーション梅丘は、梅ヶ丘拠点施設に移転する総合福祉セン

ター跡への移転を視野に入れて検討する。 
・都と特別区の児童相談行政の体制のあり方の検討状況を踏まえ、児童

相談所の移管や施設整備について検討する。 

・母子生活支援施設は、施設の役割や受入れのあり方など、今後の運営

について検討する。 

 

１０－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）保育施設 
 
現在面積：46,643㎡ 

63.8億円 60.6億円 87.1億円 
211.4億円 

（7.0億円/年） 

48,019㎡ 49,327㎡ 50,275㎡ 107.8％ 

（２）児童館 
 
現在面積：16,344㎡ 

24.8億円 15.5億円 26.5億円 
66.8億円 

（2.2億円/年） 

17,801㎡ 17,801㎡ 17,773㎡ 108.7％ 

（３）新ＢＯＰ 
 
現在面積：  - ㎡ 

- 億円 - 億円 - 億円 
- 億円 

（- 億円/年） 

- ㎡ - ㎡ - ㎡   - ％ 

（４）その他の児童 
施設 

現在面積： 5,631㎡ 

17.4億円 5.0億円 3.9億円 
26.3億円 

（0.9億円/年） 

8,733㎡ 8,733㎡ 8,733㎡ 155.1％ 
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１１．その他の福祉施設 

１１－１ その他の福祉施設の概要 

（１）ボランティア施設 

（２）福祉人材育成・研修センター 

（３）研修センター 

（４）成年後見センター 

（５）ファミリーサポートセンター 

（５）ぷらっとホームせたがや 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

その他の福祉施設 ・ボランティア施設は、区民から

のボランティアに関する各種相

談、区民の多様なボランティア

活動の支援等を目的に設置して

いる。 

・福祉人材育成・研修センターは、

専門性を備えた良質な福祉・介

護人材の確保及び育成を推進す

るため、①人材発掘事業、②人

材育成事業、③能力認定事業、

④就労支援事業等を行ってい

る。 

・成年後見センターは、制度に関

する相談や区民成年後見人の養

成、法人後見、後見監督等を行

うことを目的に設置している。 
・ぷらっとホームせたがやは、生

活困窮者自立支援法に基づく相

談支援や就労支援を行うことを

目的に設置している。 

ボランティア施設  4 

福祉人材育成・研修 

センター     １ 

成年後見センター １ 

ぷらっとホーム 

せたがや     １ 

世田谷区社会福祉 

協議会(民営)   1 

2,698㎡ 
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１１－２ 個別方針 

課題 【ボランティア施設】 
・施設のバリアフリー化を行う必要がある。 
・京王線沿線のボランティア施設の整備が求められている。 
 
【その他の福祉施設】 
・施設のバリアフリー化や適正配置を行う必要がある。 

適正配置・適正規模

の考え方 
【ボランティア施設】 
・電鉄の各主要路線沿線に配置する。 

・大小の活動室、事務室、倉庫等で、180㎡程度の規模が必要である。 

 
【福祉人材育成・研修センター】 
・福祉人材育成の総合的拠点としての機能を有するためには、施設規模

が不足しているため、新たな施設への移転が必要である。 
 
【ぷらっとホームせたがや】 
・現在の施設配置、施設規模を基本とする。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
【ボランティア施設】 
・バリアフリー化の課題や適正配置の考え方を踏まえ、他施設との複合

化を前提とした移転・整備を検討する。 
 
【その他の福祉施設】 
・改築時に施設規模を増やさない。 

計画期間の取組み 【ボランティア施設】 
・梅ヶ丘駅周辺のバリアフリー施設の整備・改修の機会を捉え、梅丘ボ

ランティアビューローの移転を検討する。 
・京王線沿線の複合施設の整備・改修の機会を捉え、烏山地域にボラン

ティア施設の整備を検討する。 
 
【福祉人材育成・研修センター】 
・梅ヶ丘拠点施設の区複合棟に移転し、事業拡充する。 

 
１１－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

その他の福祉施設 

 

現在面積：2,698㎡ 

18.3億円 2.7億円 1.7億円 
22.6億円 

(0.8億円/年) 

5,037㎡ 5,094㎡ 5,094㎡ 188.8％ 
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１２．自転車関連施設 

１２－１ 自転車関連施設の概要 

（１）レンタサイクルポート 
（２）自転車等駐車場 
（３）放置自転車等保管所 
 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

レンタサイクルポー

ト 

・自転車の総台数を抑制すること

で放置自転車を減らすととも

に、身近で環境にもやさしい交

通手段として利用できるよう設

置している。5ヶ所のポートは、
どこでも借りられ、どこでも返

却できるコミュニティサイクル

（がやリン）として、南北の公

共交通を補完する役割も担う。 

レンタサイクルポー

ト  7 
8㎡ 

自転車等駐車場 ・自転車の放置を防ぐとともに、

区民が身近で環境にやさしい交

通手段として自転車を利用しや

すくするために、駅周辺を中心

に整備している。 

自転車等駐車場 53 
（無料置き場 2施設
を含む） 

9,818㎡ 

放置自転車等保管所 ・自転車等放置禁止区域内におけ

る放置自転車等を撤去保管し、

有料で返還する施設として設置

している。 

放置自転車等保管所 
  8 

482㎡ 

 

１２－２ 個別方針 

○共通事項 

《適正配置・適正規模の考え方》 

・「自転車等の利用に関する総合計画」に基づき、区民の日常生活を支援する安全で快適な自転

車利用の場づくりとして、適正規模・適正配置を進める。 
 

（１）レンタサイクルポート 
課題 ・指定管理者との適切な役割分担により、適正な維持管理を行い、安全

な施設利用を継続する必要がある。 
・太陽光パネル（桜上水、桜新町）やバッテリーの耐久年数を踏まえ、

計画的な維持管理・改修を進める必要がある。 
・利用率の向上に向けて、区内観光の視点などからも広報活動の強化な

ど利用促進策を進める必要がある。 
・今後、コミュニティサイクルシステムのネットワークを充実するため

には、既存自転車等駐車場・レンタサイクルポートを再編し、コミュ

ニティ化するなどの検討が必要となる。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・レンタサイクルポートは、自転車等駐車場と併設するなど、限られた

敷地を有効活用して整備する。 
・南北方向の公共交通機関の路線網を補完し、利便性の高い移動環境を

形成するように配置する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・自転車等駐車場やレンタサイクルポートの活用などにより、コミュニ

ティサイクルシステムのネットワーク拡充に取り組む。 

計画期間の取組み － 
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（２）自転車等駐車場 
課題 ・自転車等駐車場の収容台数が不足している駅周辺については、鉄道事

業者や駅周辺商店街との連携を強化し、整備充実を図る必要がある 
・チャイルドシート付き自転車や電動アシスト付き自転車の駐輪スペー

スの確保など多様なニーズに応え、利便性の向上を図る必要がある。 
・自転車等駐車場を管理・運営する指定管理者との適切な役割分担によ

り、老朽化した自転車等駐車場や設備の補修改善を図る必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・未だ放置自転車が絶えない駅周辺の商業地を中心に多様な利用形態の

自転車等駐車場を配置する。 
・整備規模は、放置台数と乗入台数を精査し、必要台数より算出する。 
・環境や利便性に配慮し、レンタサイクルやコミュニティサイクルの活

用も含め計画的に配置する。 
・鉄道事業者及び民間事業者の整備状況を適宜確認し、効率的な規模、

配置計画で整備を図る。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・自転車等駐車場は、事業者による整備を働き掛ける一方、公共施設の

跡地等を活用して整備を図る。 

・街づくりの進展に柔軟に対応し、鉄道事業者や民間事業者と協働する。 

計画期間の取組み ・平成30年度に（仮称）駒沢東自転車等駐車場の新設、及び二子玉川西

自転車等駐車場の増設を行う。 

・下北沢駅周辺の開発の機会を捉え、鉄道事業者と連携し自転車等駐車

場を整備する（小田急線高架下利用及び駅北側整備予定の道路地下）。 

・「自転車等の利用に関する総合計画」（計画年度：平成23～32年度）に

基づき、平成32年度までに主要な駅周辺の新規整備に取り組む。 
 

（３）放置自転車等保管所 
課題 ・放置自転車台数の減少を踏まえ、自転車等の返還率が低下しないよう

考慮しつつ、既存施設を整理統合する必要がある。 
・民有地を活用した既存施設については、機会を捉えて区有地等への転

換を図ることによって、施設維持経費の削減を図る必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・現在の配置・規模は適正である。撤去の対象となる駅が区内全域に及

ぶため、バランス良く、周辺の住環境などに配慮しながら配置する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・新規の施設整備は行わず、自転車の放置状況や撤去台数などを考慮し、

再配置や撤去対象駅と保管場所との整理等を行い、効率的に運営する。 

計画期間の取組み － 

 

１２－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）レンタサイクル 

ポート 

現在面積：   8㎡ 

0.0億円 0.0億円 0.0億円 
0.0億円 

（0.0億円/年） 

8㎡ 8㎡ 8㎡ 100.0％ 

（２）自転車等駐車場 

 

現在面積： 9,818㎡ 

29.0億円 4.6億円 8.4億円 
42.0億円 

（1.4億円/年） 

14,303㎡ 14,303㎡ 14,302㎡ 145.7％ 

（３）放置自転車等 

保管所 

現在面積：  482㎡ 

0.2億円 1.1億円 0.0億円 
1.4億円 

（0.0億円/年） 

482㎡ 482㎡ 482㎡ 100.0％ 
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１３．住宅施設 

１３－１ 住宅施設の概要 

（１）区営住宅 

（２）区立特定公共賃貸住宅／区立ファミリー住宅 

（３）区立高齢者借り上げ集合住宅（シルバーピア） 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

区営住宅 住宅に困窮している低所得の方

に低額な家賃で住宅を供給してい

る。 

  49 

  （1453戸） 
 

95,965㎡ 

区立特定公共賃貸住

宅 

中堅所得層のファミリー世帯等

に、一定基準の規模・設備を備え

た良質な住宅を適切な家賃で提供

している。（区立ファミリー住宅に

移行予定） 

  ７ 

 （50戸） 
 

3,022㎡ 

区立ファミリー住宅 住宅に困っている低所得の子育

て世帯の方（10年以内の定期使用）

や高齢の方に低額な家賃で住宅を

提供している。 

※区立特定公共賃貸

住宅に含むまれる 

 

区立高齢者借り上げ

集合住宅（シルバー

ピア） 

住宅に困っている低所得の高齢

の方に区が借り上げた民間賃貸住

宅を提供している。 

  5 

 （59戸） 
 

3,569㎡ 
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１３－２ 個別方針 

課題 ・計画的な保全改修等実施に合わせて、設備の非効率性や室内外の建具

の劣化、室内外のUD対応などにも対処する必要がある。 

・建替等の検討では、現敷地の土地利用のポテンシャルが低い敷地が多

く、現施設規模の維持が難しい。 

・入居者の家賃の一部を基金として改修工事費に当てているが、計画的

な施設整備を行うためには資金調達が喫緊の課題である。 

・他の公共施設と複合化している住宅では、施設整備を検討する際に合

わせて調整する必要がある。 

・改築等の計画では、対象の入居者の受け皿が必要である。 

・区営住宅は昭和45年から60年までの間に23施設が建設されているた

め、施設の老朽化問題に対応する期間が集中する。 

・借上げ施設については、借上げ期間の満了を順次迎えるため、この間

の施設運営状況等を踏まえ、高齢者借上げ集合住宅の供給のあり方を

検討する必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・区営住宅整備における住戸数は、今後人口動態、社会情勢等を踏まえ

て柔軟に対応する。 

・住宅施設総量の縮減や管理の効率化を図るため、敷地の容積率等を最

大限活用し、住宅戸数を維持しながらの改築の手法を検討する。また、

「都営住宅移管受入の基本的な考え方」についても、住宅施設の総量、

改築の状況を鑑み、次期住宅整備方針の改定に向け、見直しを検討す

る。併せて民間住宅への入居支援施策を推進し、区営住宅を補完する。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・区営住宅等（複合施設を含む）及び集会所等の共同施設は建物の長寿

命化を目標とし、適切な機能設定の上で計画保全を行う。 

・地域のコミュニティ形成や様々な人、世代が支えあいながら過ごしや

すい環境を提供する。 
計画期間の取組み ・区営住宅の整備時期の調整や建物の長寿命化など、敷地の特性を考慮

した効果的・効率的な施設整備・運営を行い改築の手法等を検討する

「世田谷区公営住宅等長寿命化計画」を改定（平成29年度）し、「世

田谷区住宅整備方針」の改定（平成33年度）に反映する。 

・都営住宅の移管受入れは、区営住宅等の総量や建物の更新、長寿命化

の計画を考慮し、「都営住宅移管受入れの基本的な考え方」の再検討

を行いながら、検討を進める。 

・都営豪徳寺アパート移管に伴い、区立豪徳寺保育園を併設した（仮称）

世田谷区豪徳寺アパートの新築を行う。 
 

１３－３ 経費推計、施設総量 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

住宅施設 
 

現在面積：102,556㎡ 

61.8億円 45.6億円 149.3億円 
256.7億円 

（8.6億円/年） 

105,456㎡ 106,090㎡ 107,214㎡ 104.5％ 
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１４．学校教育施設 

１４－１ 学校教育施設の概要 

（１）小学校、中学校 

（２）幼稚園 

（３）河口湖林間学園 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

小学校 

中学校 

「学校教育法」に基づき、小学

校は心身の発達に応じて、義務 

教育として行われる普通教育のう

ち基礎的なものを施すことを目的

に、中学校は小学校における教育

の基礎の上に、心身の発達に応じ

て、義務教育として行われる普通

教育を施すことを目的に設置して

いる。 

小学校  64  

中学校  30 
(改築期間中の仮校舎

2施設を含む) 

 

704,615㎡ 

幼稚園 「学校教育法」に基づき、義務

教育及びその後の教育の基礎を培

うものとして、幼児を保育し、幼

児の健やかな成長のために適当な

環境において、その心身の発達を

助長することを目的に設置してい

る。 

  9 

（幼稚園型認定こど

も園1施設を含む） 

6,567㎡ 

河口湖林間学園 中学校の移動教室、部活動の合

宿場所として、自然体験や集団宿

泊生活を通して豊かな人間性を培

うための教育施設として、設置し

ている。 

  1 5,258㎡ 

 

 

 

 

  

《これまでの施設整備状況》 
昭和 31年度以降、木造校舎の鉄筋コンクリート化や戦後のベビーブームによる児童・生徒数の急

増に対応するための整備を行い、小学校63校、中学校29校（平成28年7月現在）を配置している。 

学校施設の整備に関しては、学習指導要領の改訂による新しい教育システムの導入に伴い、調べ学

習で活用するための多目的教室や、習熟度別学習を行うための少人数教室、オープンスペース等を設

けて学習指導の質の向上を図るなど、様々な進展があった。特別支援教育の本格実施にも対応し、特

別支援学級の計画的な整備を図るなど、配慮の必要な児童・生徒に対する教育環境整備に努めてきた。 

また、世田谷区では、全国に先駆けて、放課後の児童の居場所として、BOP（Base Of Playing）を

すべての小学校に導入し、学童クラブを一体化し新BOPとして放課後の児童の活動場所を提供してき

た。 

平成 6年度からは、中町小学校、玉川中学校をスタートに改築を進めてきた。その後、「新たな学

校施設整備基本方針」（平成18年3月策定）を踏まえ、平成18年度から毎年2校の改築を進めるこ

ととしたが、平成18年度から平成21年度は、校舎の耐震化への対応を優先しており、厳しい財政状

況を考慮して、改築校の選定を見送った年度もあった。また、「適正規模化・適正配置に関する具体

的な方策」に基づく大規模校対応としての校舎の増築や、小規模校対応として学校統合にあわせて統

合新校を改築校に選定し、整備を行った。耐震化対応を含めて改築を進めてきたが、これらの学校を

優先して改築校に選定してきたため、その他の校舎の老朽化が進んでいる状況となっている。 

区立幼稚園は、昭和30年代から50年代にかけて乳幼児人口が急増したことから、私立幼稚園の量

的補完を図る目的で、昭和41年に区立塚戸幼稚園を開園したのち、昭和54年の下馬幼稚園まで、13

の区立幼稚園を整備してきた。しかし、その後、幼児人口が減少に転じ、区立幼稚園の目的を概ね達

成したことから、４園を不登校対策のための「ほっとスクール」や私立認可保育園、私立認定こども

園へ、順次、用途転換を進め、現在９園となっている。 
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１４－２ 個別方針 

課題 ・学校は、児童・生徒数の増加に合せて校舎等を増築してきた経緯もあ

り、校舎棟によって築年数が相違しているケースがある。現在の校舎

棟は、昭和30～40年代に建築されたものが59校あり、平成35年度よ

り順次、耐用年数である築65年を迎える。全ての学校において耐用年

数前に改築を行うには、現在までの年１～２校の改築では対応できず、

一方、年３校の改築では財政的に大きな負担となる。 

・学校施設等はこれまで事後保全による修繕・改修を行っているため、

建物や設備の維持管理が適切な状態でない施設も多い。 

・情報化の進展や環境負荷の低減などの社会的要請や、災害対策機能、

地域コミュニティの拠点機能、さらには区長部局の公共施設との複合

化による、高機能化、多機能化が求められている。 

・区立幼稚園は、女性の社会進出や就労形態の多様化、乳幼児人口の増

加など社会状況の変化等を踏まえ、幼保連携型認定こども園へ用途転

換を図る必要がある。 

・学校給食は、子どもたちが日常的な生活習慣を身につける機会であり、

食育の観点からも重要性が高まっている。他方、年々増加する食物ア

レルギーを有する児童・生徒へのきめ細やかな対応とともに性能水準

の高い給食施設・設備が求められている。 
・現在、中学校10校で給食調理施設が整備されていない（太子堂調理場

または他の中学校から給食を搬送）。そのうち太子堂調理場搬送７校に

ついては、調理場施設の耐用年数を踏まえた自校調理化等の計画を定

める必要がある。 

・河口湖林間学園は、施設及び移動教室事業のあり方について、今後検

討する必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
【学校】 
・児童・生徒数の将来推計をもとに、今後10年程度の将来の必要普通教

室数を見込む。文部科学省では、小中学校とも「12～18学級」が標準

的な学校の規模としている。そこで、将来の必要普通教室数の見込み

が「12～18学級」となる場合を「適正規模」とし、この必要教室数が

現在の学校の教室数に収まれば、現施設をそのまま使用し、建替の時

期を迎えたときには他施設の複合化を含めた改築を検討する。この際、

余裕教室等の余剰スペースがある場合には、学級数に応じて施設規模

を縮小する「減築」を含めた検討を行う。 

・「適正規模」であっても、現在の学校の教室数に収まらない場合には、

特別教室等の普通教室への転用、指定校変更の制限の実施、通学区域

の見直し、増築または改築による対応を検討する。 

・将来の必要普通教室数の見込みが少ない場合、すなわち小学校では「１

１学級以下」の場合は「過小規模」とし、学校の統廃合や通学区域の

見直しを検討する。中学校については、「過小規模」の定義を「５学級

以下」とする。 

・将来の必要普通教室数の見込みが多い場合、文部科学省の基準に則し

て、「25～30学級」を「大規模」、「31学級以上」を「過大規模」とす

る。「大規模」の場合には、「適正規模」の場合と同じく、現在の学校

の教室数に収まるかどうかを見たうえで、特別教室等の普通教室への

転用、指定校変更の制限の実施、通学区域の見直し、増築または改築

による対応を検討する。 

・平成28年度は小学校10校・中学校２校が「過小規模」に該当し、小

学校７校が「大規模」に該当する。 
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【幼稚園】 
・「区立幼稚園用途転換等計画」に基づき、区立幼稚園を幼保連携型認定

こども園へ用途転換する。現在９園の区立幼稚園のうち、５園を区立

認定こども園、４園を私立認定こども園とする。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
①増改築、長寿命化、保全改修の基本的な考え方 

・躯体の老朽化対策として、これまで年２校全面改築してきた方針を転

換し、校舎棟を棟別に分け、耐用年数である築65年を目安として順次

改築を行う「棟別改築」を基本とし、経費負担の平準化を図る。 

・改築経費の縮減と平準化を図るため、校舎等長寿命化改修を行い、可

能なものについては築65年より更に30年程度使用する。深沢中学校

でのモデル実施の検証も含め、今後、調査・研究に取り組みつつ、よ

り効率的かつ効果的な学校施設整備に取り組む。 
・今後の児童・生徒数の増減予測を踏まえ、ＲＣ造と鉄骨造（重量、軽

量）を併用する、敷地に増築予定地を確保しておくなど、児童・生徒

数の増減に対応して、他の公共施設への転用や、教室の増加が可能と

なるよう、柔軟性のある施設整備を行うことを検討する。 

・建築時の計画学級数については、今後のクラス推計の最大クラス数を

基準とする。少人数学習や将来のクラス増に対応するワークスペース

は、普通教室のあるフロアに１室整備する。（ただし、近隣の学校の児

童・生徒数の推計や他の推計などとも検証し、急激なクラス増や、減

少が見込まれる場合はこの限りでない。） 

・仮設建築を抑制するため、学校の跡地を活用した仮設校舎の抑制手法

に加え、学校敷地内においても、新築する校舎棟を敷地状況に合わせ

て弾力的に配置するなど、敷地を最大限活用して設計を工夫する。 

・他の公共施設との合築による「複合化」を進めるとともに、施設の一

部転用、既存施設を多用途の公共空間として共有化を図ることや、空

き時間を別の機能として有効に活用する「多機能化」を徹底する。こ

れらを踏まえ、既に有しているスポーツ、集会、文化施設の機能をさ

らに強化し、区長部局と連携して周辺の施設機能の集約を目指す。 

・児童・生徒数が増減した場合には、築年数に関わらず、規模の適正化

を図る。特別教室等の普通教室への転用、指定校変更の制限の実施、

通学区域の見直しを検討した上で、必要に応じて増築または改築によ

る対応を検討する。 
・概ね15年ごとに予防保全を行うことにより、既存校舎・設備を適切に

維持・保全し、改築までの期間を延伸できるように取り組む。（平成

26年１月に文部科学省が公表した「学校の長寿命化改修の手引き」に

おいても、「予防保全型」の計画的な整備の重要性が示されており、こ

れを踏まえた取組みを行う。） 

・事後保全による修繕・改修を基本としてきた学校施設等については、

事後保全により安全性等を確保しながら予防保全に切り替えていく。 

・給食施設は、児童・生徒数の増加に適切に対応するため、給食設備の

増設のほか、施設の改修・増築など調理食数に応じた整備を図る。 
・区立幼稚園の用途転換は、区立認定こども園へ移行する場合は他公共

施設との複合化を基本とする。 
 

②多様な教育活動の展開に対応するための施設の整備 

・「世田谷９年教育」をはじめとして、各小・中学校では、地域の教育資

源を活用した特色ある教育活動を積極的に展開している。習熟度別学

習などの少人数指導の導入も進み、これらの指導体制を充実するため

の講師の配置など、ソフト面の拡充を図っている。こうした特色ある

教育活動を可能にする施設の整備を進める。 
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・配慮を要する児童・生徒に対する教育環境の整備は、国や東京都のさ

まざまな取り組みも踏まえながら、特別支援学級に入級する児童・生

徒の状況や障害の種別、学級形態、地域的なバランス、既設の学級規

模などに配慮した特別支援学級の整備など、引き続き検討する。 
・改築（リノベーションによる長寿命化改修を含む）の際は、それらの

施設・設備を整備し、また、他の用途で使用している教室を転用する

など、必要に応じて適宜対応する。 

・河口湖林間学園は、築50年を経過しているため、老朽化の状況を踏ま

え、適切な維持・運営ができるよう、必要な改修を進める。 

 
③衛生的で安全に配慮した給食施設の整備 

・学校の増改築や大規模改修の機会を捉え、給食関係法令等に基づき、

衛生的で安全に配慮した給食施設を整備する。また、アレルギー対応

や老朽化など学校の状況に応じて必要な施設整備を図る。 
 
④地域コミュニティの核としての役割を担う施設の整備 

・平成25年度から区内全ての区立小・中学校が地域運営学校に指定され、

学校運営への地域住民の参画が進んでいる。児童・生徒の健全育成、

地域防災・防犯、教育活動の充実の観点から、学校と地域の様々な団

体が連携協力した事業が行われており、あいさつ運動や学校と地域と

の共催イベント、避難所運営訓練など、様々な取組みが見られる。学

校を、地域に開かれ信頼される施設としていくため、会議室や運動場

の地域利用など柔軟な対応ができる施設、設備を整備する。 
 
⑤子どもや地域の高齢者など誰もが安全な施設の整備 

・障害のある子どもなど配慮を要する子どもや、地域の高齢者や障害者

が学校を利用する際は（災害時の避難所としての利用も含む）、より安

全に利用できることが求められるため、改築時は、ユニバーサルデザ

インに適合した整備を行う。また、大規模改修時や必要に応じた個別

の対応時も、誰もが安全に利用できる施設、設備を整備に努める。 
 
⑥避難所機能の確保と災害発生時への備え 

・大規模な災害時には、避難所となる学校施設に多くの人が避難してく

ることが想定されるため、各学校を単位として避難所運営組織を設置

し、防災訓練や避難所運営訓練を実施している。改築時は、標準施設

の1.25倍の耐震性能を確保するとともに、避難所運営用の防災倉庫の

整備のほか、すべての小・中学校にマンホールトイレを設置する。ま

た、太陽光発電については、自立運転可能型の整備を進める。 

 
⑦再生可能エネルギーの活用や高効率設備導入等による環境負荷低減 

・改築時は、高効率設備の導入や太陽光発電設備の設置など再生可能エ

ネルギーを活用するほか、雨水利用や熱源負荷の低減など、様々な技

術等を採用して環境負荷の低減への取組みを進める。 
 
⑧校庭の芝生化や屋上緑化など学校緑化への取り組み 

・「世田谷みどり３３」という目標を掲げ、「世田谷区みどりとみずの基

本計画」に基づいて、施設整備の際の緑被率の基準を設けるなど、み

どりを増やす取り組みを進めている。 
・校庭芝生化、屋上緑化、みどりのカーテンなどの緑化を進め、みどり

率の向上に努める。 
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計画期間の取組み ①学校施設等の整備 

・若林小学校を改築し、拠点保育園と複合化する。 
・代沢小学校を改築し、代沢まちづくりセンター、社会福祉協議会、代

沢あんしんすこやかセンターと複合化する。 
・船橋小学校の大規模化に対応するため、諸室の普通教室への転換に加

え、校舎棟の増築を行う。 
・砧小学校を改築し、砧幼稚園（認定こども園に用途転換）と複合化す

る。 
・弦巻中学校を改築し、松丘幼稚園（認定こども園に用途転換し移転）

と複合化する。 
・建物整備・保全計画を基に次期改築校を選定し、整備する。 
 
②幼稚園の用途転換 

・砧幼稚園を区立認定こども園に用途転換する。 
・塚戸幼稚園を私立認定こども園に用途転換する。 
・松丘幼稚園を区立認定こども園に用途転換する。 
・「区立幼稚園用途転換等計画」に基づき、用途転換に取り組む。なお、

私立認定こども園へ移行する場合は、移行期間において閉園を伴うこ

とから、幼稚園の充足率や保育需要の状況等を踏まえながら、移行年

度を決める。 
 
③児童・生徒数の変化への対応 

・「適正規模・適正配置」の考え方に照らし、児童数、生徒数の増減を踏

まえた対応を順次行う。 

 
④他施設との複合化推進 

・上記改築校等のほか、松原小学校体育館と松原まちづくりセンター、

松原あんしんすこやかセンター等との複合化を推進する。 
・その後の改築等予定校についても、周辺公共施設との複合化を進める。 
 
⑤その他 

・太子堂調理場搬送７校について、改築や大規模改修の機会などを捉え

た自校調理化の計画を検討する。併せて、全校自校調理化に向け、他

校から搬送の３校についても検討する。 

・河口湖林間学園の施設及び移動教室事業のあり方について検討する。 
 
１４－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

学校教育施設 681.7億円 1,587.9億円 1238.3億円 
3507.9億円 

(116.9億円/年) 

（１）小学校、中学校 

現在面積：704,615㎡ 
714,056㎡ 767,430㎡ 799,239㎡ 111.9％ 

（２）幼稚園 

現在面積： 6,567㎡ 
6,567㎡ 7,131㎡ 8,274㎡ 125.9％ 

（３）河口湖林間学園 

現在面積： 5,258㎡ 
5,258㎡ 6,034㎡ 6,034㎡ 114.8％ 
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１５．学校教育施設（その他の教育施設） 

１５－１ 学校教育施設（その他の教育施設）の概要 

（１）ほっとスクール 
（２）教育相談室 
（３）学校給食太子堂調理場 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

ほっとスクール 心理的理由等により、不登校の

状態にある区内在住の児童・生徒

を対象に、対人関係の中で対応で

きる能力を養い、自立できるよう

支援することを目的に設置してい

る。 

 2 652㎡ 

教育相談室 学校や社会への適応困難などを

示す児童・生徒の教育に関する悩

み事や心配事について保護者から

の相談に応えるとともに児童・生

徒に対しても必要に応じた心理的

支援を行うことを目的に設置して

いる。 

総合教育相談室 

教育相談室分室 

    5 

2,028㎡ 

学校給食太子堂調理

場 
世田谷区立小学校及び中学校に

おいて実施する、学校給食法に基

づく学校給食の調理等の業務を、

効果的かつ能率的に処理する施設

として設置している。 

        1 2,187㎡ 

 

１５－２ 個別方針 

○共通事項 

《課題》 

・施設が狭あいである。 
・建物、設備機器の老朽化が進んでおり、計画的な改修検討が必要である。 

 
（１）ほっとスクール 
課題 ・ほっとスクール城山は旧城山幼稚園を活用しており老朽化している 

・ほっとスクール尾山台は地域体育館内に設置されており狭あいである。 
・定員超過の状況が続いている。 
・砧地域及び烏山地域の児童・生徒にとって通室が不便である。 
・区立小・中学校の不登校児童・生徒の増加により、適応指導教室とし

ての機能拡充を含めた施設拡充の必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・ほっとスクールの配置は、希望丘複合施設での３箇所目の施設整備に

より、当面充足すると考えられる。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・不登校児童・生徒の増加に対する支援強化が見込まれることから、今

後の不登校児童・生徒数の推移や国・都の動向なども踏まえ対応する。 
計画期間の取組み ・ほっとスクール城山を（仮称）教育総合センターに移転整備する。 

・希望丘複合施設において３箇所目の施設の整備を行う。 
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（２）教育相談室 
課題 ・世田谷分室は、区借上げ施設内にあるため、移転も視野に入れて配置

等を検討する必要がある。 
・教育相談、就学相談、不登校対策などニーズの高まりに対応する必要

がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・教育相談室の配置は、（仮称）教育総合センターの整備に伴い移転する

総合教育相談室の機能拡充により、当面充足すると考えられる。 
・適正規模については、就学相談の増加など今後のニーズを的確に捉え

検討する必要がある。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・子ども・若者支援など福祉と教育の連携強化の観点を踏まえた今後の

需要に対応するための機能拡充を検討する。 
・近隣の施設整備計画を検討する際に、複合化等を検討する。 

計画期間の取組み ・（仮称）教育総合センターの整備に伴い、総合教育相談室を移転し、機

能拡充を図る。 
 
（３）学校給食太子堂調理場 
課題 ・給排水管の劣化や厨房機器の不調など、施設・設備の著しい老朽化が

進んでおり、安全で安心な給食を提供していく上で多くの問題がある。 
・用途地域上の制約から、現状では、改築することが困難な状況にある。 
・太子堂調理場からの給食搬送校である７校は、直ちに給食室を設置す

ることが困難であり、また、学校改築時の給食提供が今後とも必要と

なることから調理場の機能を存続する必要がある。 
・太子堂調理場の耐用年以降における学校改築時の給食供給方法を検討

する必要がある。 

適正配置・適正規模

の考え方 
・給食施設を開設できる可能性が高い中学校の自校調理化を進める。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・老朽度調査の結果で判明した施設の老朽箇所の改修を行う。 

・主要な厨房機器の更新を行い、15～20年程度の機能存続を図る。 

計画期間の取組み ・施設の躯体及び配管についての老朽度調査の結果を踏まえ、施設の大

規模改修を実施する（平成31年度予定）。 

・太子堂調理場の耐用年以降における学校改築時の給食供給について方

針を定める。 

 

１５－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）ほっとスクール 

 

現在面積：  652㎡ 

6.2億円 0.5億円 0.2億円 
6.9億円 

（0.2億円/年） 

1,397㎡ 1,397㎡ 1,397㎡ 214.1％ 

（２）教育相談室 

 

現在面積： 2,028㎡ 

3.5億円 0.5億円 1.2億円 
5.2億円 

（0.2億円/年） 

2,027㎡ 2,027㎡ 2,027㎡ 99.9％ 

（３）学校給食太子堂

調理場 

 

現在面積： 2,187㎡ 

4.2億円 0.0億円 11.1億円 
15.3億円 

（0.5億円/年） 

2,187㎡ 2,187㎡ 2,165㎡ 99.0％ 
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１６．その他の施設 

１６－１ その他の施設の概要 

（１）保健センター・診療所等 
（２）梅ヶ丘拠点施設（仮称）区複合棟 

（３）職員住宅 

（４）公衆便所 

（５）倉庫 

（６）その他の施設 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

保健センター・診療

所等 
区民の総合的な健康診査及び健

康相談等を行い、区民の健康の保

持増進を図ることを目的として設

置している。 

保健センター  1 
診療所・薬局等 8 

5,959㎡ 

梅ヶ丘拠点施設 

（仮称）区複合棟 

（平成32年4月 

開設予定） 

保健医療福祉の全区的な拠点機

能を発揮するため、複合化される

保健センター、福祉人材育成・研

修センター、認知症在宅生活サポ

ートセンター、初期救急診療所、

夜間休日薬局等の全体を調整する

機能を導入するとともに、区民活

動を支援するため、会議室やカフ

ェ等を設置する。 

梅ヶ丘拠点施設 
（仮称）区複合棟  
 

- ㎡ 
（会議室、

カフェ等 

部分） 

職員住宅 災害時に必要な災害対策要員の

確保及び職員の福利厚生を目的に

設置している。 

職員住宅   21 6,126㎡ 

公衆便所 誰もが安心して外出し、自由に

社会参加できること等を目的とし

て設置している。 

公衆便所    9 317㎡ 

倉庫 

 
害虫対策や水害消毒に対応する

ための資材の格納、公文書の保管

などを目的として設置している。 

青葉橋プレハブ（施設

数は青葉橋材料試験室と

して計上） 
衛生資材倉庫  1 
船橋公文書庫  1 

3,534㎡ 

その他の施設 土木工事等に関する材料の試験

や研修の実施、コミュニティＦＭ

放送、ＮＰＯ支援、創業支援など

を目的として、それぞれの施設を

設置している。 

合計      9 
青葉橋材料試験室、FM

放送局(エフエム世田

谷)、なかまち NPOセ

ンター、起業・創業支

援施設(世田谷ものづ

くり学校)、世田谷若

者総合支援センター、

松原6丁目福祉施設、

旧池尻会館、旧下馬地

区会館、旧希望丘中学

校 

15,703㎡ 
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１６－２ 個別方針 

（１）保健センター・診療所等 
課題 ・子ども初期救急診療所、子ども休日夜間薬局は、待合室が手狭なため、

混雑時の利用に課題がある。 
・休日・夜間の初期救急医療体制について、区民の健康と利便性向上を

図る観点から、あり方を検討する必要がある。 
・世田谷区口腔衛生センターは、設備面で障害者に配慮しているが、大

型の電動車椅子の対応等に課題がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・各施設の利用状況や区民ニーズ、梅ヶ丘拠点施設整備等を踏まえ、各

地域で初期救急医療の確保・提供を図る。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・保健センターは、梅ヶ丘拠点施設に移転・複合化し、他の保健医療福

祉の施設と連携して全区的な拠点機能を発揮する。 
計画期間の取組み ・保健センターは、梅ヶ丘拠点施設に移転・複合化する。 

・子ども初期救急診療所、子ども休日夜間薬局は、世田谷区医師会付属

診療所と合わせて、梅ヶ丘拠点施設に移転・複合化する。 

・固定診療所の整備や休日の輪番制のあり方等、今後の初期救急医療体

制について関係者と調整しながら検討する。 
 

（２）梅ヶ丘拠点施設（仮称）区複合棟 
課題 ・保健医療福祉サービスの全区的・総合的な拠点機能を担う施設運営を

行う必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・開設後の各施設の利用状況や区民ニーズを踏まえ、検討する。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・区分所有者である世田谷区医師会と、管理組合を設置するなどして協

議の上、改修等を行う。 

計画期間の取組み ・平成29年度～31年度新築工事 

・平成32年4月開設予定 

 

（３）職員住宅 
課題 ・災害時の人員確保も重要な役割であり、一定程度の確保が必要である。 

・職員住宅の内訳は、約85％が独身住宅、約15％が家族住宅である。ま

た、約85％が民間アパートの借上げ施設で、約15％は区が保有する施

設である。家族住宅の入居率が減少していることなどを踏まえ、職員

住宅のあり方について検討する必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・今後の施設規模・施設配置については、利用動向や区を取り巻く社会

経済情勢を踏まえ、適切に判断していく。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・職員住宅のあり方の検討結果を踏まえ、適宜見直しを行う。 

計画期間の取組み ・家族住宅のうち借上げ住宅について、適宜見直しを進める。 
 

（４）公衆便所 
課題 ・利用や老朽化の状況を踏まえ、適切な維持管理を行う必要がある。 

・面積や構造等の制約から洋式便器の設置が困難なトイレがある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
・誰でも使えるトイレを概ね利用距離500m以内に配置する。公園や庁舎

などの付帯設備として設置されているトイレも含め、適正配置する。 

・基本的に充足しているため、新設は行わない。 

施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・利用状況や周辺の施設配置、災害時の対応などを踏まえ今後の必要性

を検討し、他の公共施設等の活用による再配置も含め適正に整備する。 
計画期間の取組み ・玉川総合支所の改築に伴い等々力公衆便所の廃止又は移転を検討する。 

・代田公衆便所は、改築時に洋式便器の設置をはじめとするユニバーサ
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ルデザインに基づいた施設の整備を検討する。 

・他の施設は、老朽化に伴う改修等を行う。 

 
（５）倉庫 

課題 ・青葉橋プレハブと衛生資材倉庫は、隣接する敷地に建物が分散してい

るため、老朽化の状況を踏まえ、効果的な配置を検討する必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
【衛生資材倉庫】 
・保管物の性質上、本庁舎への集約が望ましい。 
・委託業者の詰所機能がなくなったため、80㎡程度の規模に縮小可能だ

が、屋根付の倉庫に駐車場2台分が隣接している必要がある。 
 
【船橋公文書庫】 

・他の用途の保管場所に一部不足が見られるものの、公文書庫等は適正

な保管数を維持しており、施設規模の拡張は必要ない。 
・公文書保管面積の不足が生じた場合は、建物内の他用途の面積を縮小

し、不足面積に充てる対応を基本とする。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
・衛生資材倉庫は、規模の縮小を検討する。 

・その他倉庫は、改築基準面積を元に施設を更新する。 

計画期間の取組み ・衛生資材倉庫は、本庁舎改築にあわせて本庁舎に機能を集約し規模を

縮小することを検討する。 

 

（６）その他の施設 
課題 【青葉橋材料試験室】 

・青葉橋材料試験室は、施設の老朽化の状況を踏まえ、今後、併設して

いる施設と合理的な利用方法等の検討が必要である。 

【ＦＭ放送局（エフエム世田谷）】 
・スタジオや緊急時の放送設備がある建物は、災害時の情報収集の拠点

となる区役所本庁舎からは距離が遠く、区民への情報発信を円滑かつ

迅速に行うため、立地について移設も含め検討する必要がある。 

【なかまちNPOセンター】 

・全区的に増加しているNPOに対して、利用できる事務室数が限られて

いること、交通不便な立地であること、および貸事務所の入居率も不

安定であること等により拠点づくり機能の効果が薄れてきている。 

【起業・創業支援施設（世田谷ものづくり学校）、世田谷若者総合支援センター 】 

・施設の老朽化を踏まえた、改修時の事業運営や施設の継続利用につい

て検討を行う必要がある。世田谷若者総合支援センターは、改修等で

施設が使用できない場合には代替施設が必要である。 
適正配置・適正規模

の考え方 
【青葉橋材料試験室】 

・本庁舎への集約または近接地への配置が望ましい。 

【ＦＭ放送局（エフエム世田谷）】 

・施設規模は基本的に充足している。 
・災害に強い堅牢な建物内に放送設備を配置する。 

【なかまちNPOセンター】 

・貸事務所としての活動拠点の提供は終了し、配置は行わない。今後は、

ＮＰＯ運営の支援の相談窓口や人材活用等の機能を検討する。 

【起業・創業支援施設（世田谷ものづくり学校）、世田谷若者総合支援センター 】 

・現在の施設規模、施設配置は適正であり、更新時に適切に判断する。 
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施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
【青葉橋材料試験室】 
・本庁舎への集約を視野に入れながら、施設の改修等を行う。 

【ＦＭ放送局（エフエム世田谷）】 

・施設の老朽化度合いを踏まえ、修繕や改修工事を行う。 

【なかまちNPOセンター】 

・現在の貸事務所としての用途は廃止する。 

【起業・創業支援施設（世田谷ものづくり学校）、世田谷若者総合支援センター 】 

・施設の老朽化の状況を踏まえた、改修時の事業運営や施設の継続利用

について検討を行う。 

計画期間の取組み 【青葉橋材料試験室】 
・本庁舎改築にあわせて本庁舎に機能を集約することを視野に入れなが

ら、施設の必要性・あり方を検討する。 

【ＦＭ放送局（エフエム世田谷）】 
・災害時の行動計画や庁舎整備の検討を踏まえ、株式会社世田谷サービ

ス公社と情報共有を図りながら、スタジオの立地や設備を検討する。 

【なかまちNPOセンター】 

・平成32年度を目途に、入居団体の活動状況への影響を考慮した上で、

施設の廃止を視野に入れた、代替施策の検討を行う。 

【起業・創業支援施設（世田谷ものづくり学校）、世田谷若者総合支援センター 】 

・改修期間中の事業運営、施設の継続利用の検討を行う。 

 

１６－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

（１）保健センター・ 

診療所 

現在面積：5,959㎡ 

50.8億円 4.7億円 0.3億円 
55.8億円 

（1.9億円/年） 

9,281㎡ 9,281㎡ 9,281㎡ 155.8％ 

（２）梅ヶ丘拠点施設 

（仮称）区複合棟 

現在面積：   - ㎡ 

6.7億円 0.5億円 0.0億円 
7.2億円 

（0.2億円/年） 

- ㎡ - ㎡ - ㎡  - ％ 

（３）職員住宅 

 

現在面積： 6,126㎡ 

1.8億円 1.2億円 0.7億円 
3.7億円 

（0.1億円/年） 

4,817㎡ 4,817㎡ 4,817㎡ 78.6％ 

（４）公衆便所 

 

現在面積：  317㎡ 

0.8億円 0.3億円 0.1億円 
1.1億円 

（0.0億円/年） 

347㎡ 346㎡ 346㎡ 109.4％ 

（５）倉庫 

 

現在面積： 3,534㎡ 

0.5億円 3.8億円 5.6億円 
9.9億円 

（0.3億円/年） 

3,534㎡ 3,380㎡ 3,380㎡ 95.6％ 

（６）その他の施設 

 

現在面積：15,703㎡ 

6.3億円 1.7億円 24.3億円 
32.2億円 

（1.1億円/年） 

5,999㎡ 5,596㎡ 4,980㎡ 31.7％ 
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《都市基盤施設編》 
１．道路・橋梁 
１－１ 道路の現状と課題 

（１）施設種別概要 

  ①設置目的 
    道路は、交通ネットワーク、街並みの形成、ライフライン施設の収容、消防活動の空間、イベ

ントや交流の場などの多様な機能を有し、区民生活を支える基本的な都市基盤として、その役割

は重要である。 
  ②施設の規模や配置 
    ・幹線道路（都市計画道路）：都市の骨格を形成し、比較的長い交通を分担する道路 

（路線例：環七、環八、玉川通りなど） 
＜規模＞4車線以上、幅員22ｍ以上  

     ・地区幹線道路（都市計画道路）：地区の交通及びバス交通を分担する地区サービス道路 

  （路線例：世田谷通り、駒沢通りなど） 

＜規模＞2車線以上、幅員15ｍ以上 

＜配置＞約１～1.5ｋｍ間隔（幹線道路・地区幹線道路） 
・主要生活道路：幹線、地区幹線道路で囲まれた区域内の道路で 
地先道路の交通を集め、地区幹線道路に連絡する道路 

（路線例：城山通り、赤堤通りなど） 

         ＜規模＞2車線、幅員10～13ｍ程度 

         ＜配置＞約500m間隔 

・地先道路：消防車両の通行及び消防活動が可能で 

歩行者の安全性の高い道路 

         ＜規模＞幅員6ｍ以上 

＜配置＞約250m間隔 
・その他：歩車共存が最低確保できる生活道路 など          配置イメージ 

   上述の機能を効果的に発現させるため、規格の異なる道路を適切に組みあわせ設置する。 
  ③施設整備状況 

・都市計画道路の整備状況は約5割であり、当区の道路整備水準は、他区と比べ低い。 

・主要生活道路の整備率も4割弱にとどまり、特に区内北部と西部では道路整備が遅れている。 

・4ｍ未満の狭あいな道路が多く、道路率、平均幅員はともに23区平均を下回っている。 

 

（２）対象施設一覧 

  ・特別区道（1級、2級、その他）路線数 5,380路線  路線延長  約1,092km 

（平成28年度世田谷区土木施設現況調書 平成28年4月1日現在） 

・橋梁 160橋（新実施計画事業対象） 

  ・今後、新規に整備する計画道路（都市計画道路、主要生活道路、地先道路） 
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（３）道路の課題 

  ①維持・更新に関する課題 
・区民意識調査では、多くの区民が道路の管理保全が必要であると感じており、近い将来に高度

経済成長期に整備された道路・橋梁が一斉に更新期を迎える。 
・交通機能だけでなく、豪雨対策、震災対策等の防災機能や、ヒートアイランド対策等の環境機

能など、道路施設に求められる機能は多様化している。 
・多様化するニーズに対応した道路、橋梁の維持管理を進めていく必要がある。 
・橋梁については、「橋梁長寿命化修繕計画」による維持管理を徹底するとともに、計画以外の

橋梁についても現状を把握した上で効率的な維持管理を検討していく必要がある。 
  ②新規整備に関する課題 

・道路整備水準が低いことから、生活道路への通り抜け車両による交通事故の発生や住環境の悪

化、公共交通不便地域の存在など区民生活に様々な影響を及ぼしている。このため、区民ニー

ズや区の将来像を踏まえ、今後も課題に対応する道路整備が必要である。 
・高齢社会への対応や防災性向上など、将来への備えといった観点からも、計画道路の早期整備

を進めていく必要がある。 
・未着手の計画道路や現在事業中の路線も多いことから、財源も限られている中で、より一層の

効率化が必要となる。 
 
１－２ 道路の整備方針 

（１）公共施設等総合管理計画の期間における取組みの方向性 

  ①維持・更新 
・道路については、世田谷区主要な区道の舗装更新計画を見直し、すべての特別区道について多

様化するニーズを考慮した中長期の計画（仮称）舗装更新計画を策定する。 
・橋梁については、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的な修繕と架替えを進めていくと

ともに、道路法に準拠した点検を確実に実施していく。また、「橋梁長寿命化修繕計画」以外

の橋梁についても、道路パトロール、点検で判明した損傷個所の維持、修繕等を実施していく。 
  ②新規整備 

・多くの区民に便益が及ぶ都市計画道路の整備を積極的に進めることをはじめ、多様な利用者の

安全性の向上や、街づくりの動きを踏まえ、都市計画道路から地先道路まで「せたがや道づく

りプラン」に基づきバランスよく道路整備を行っていく。 
・延焼遮断帯の形成や避難路及び緊急輸送道路の確保など、道路のもつ防災、減災機能を重視し、

特に防災性向上に寄与する道路整備を積極的に推進する。 
・事業実施にあたり、補助金、交付金制度を積極的に活用し、安定した財源確保に努める。 

（２）維持・更新等に関する基本的な考え方 

・従来の事後保全的な対策から予防保全的な対策への転換を行う。 
・清掃・パトロール等の日常管理の徹底と定期的な点検、計画的な維持、修繕の実施により、長

寿命化とライフサイクルコストの縮減、平準化を図る。 
・点検、維持、修繕、更新等の基礎データを蓄積、分析することで劣化状況を予測し、より効率

的かつ経済的な維持管理を行っていく。 
・緊急輸送道路、跨線橋及び跨道橋等、利用者及び第三者の安全性を脅かす恐れがある道路、橋

梁の維持管理を重点的に行う。 
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■工程表（更新等のあり方を検討する施設） 

第１期 

（平成29年度～38年度） 

第２期 

（平成39年度～48年度） 

第３期 

（平成49年度～58年度） 

道路 
（仮称）舗装更新計画（主要な区道及びその他区道） 
・計画に基づく点検、維持、修繕及び更新を実施する。 
・点検結果等に基づき定期的に計画の見直しを行う。 

橋梁 
橋梁長寿命化修繕計画の橋梁 
・計画に基づく点検、修繕及び架替えを実施する。 
・点検結果等に基づき定期的に計画の見直しを行う。 
橋梁長寿命化修繕計画以外の橋梁 
・道路パトロール・点検で判明した損傷個所の維持・修繕等を実施する。 

 

※１ （仮称）舗装更新計画の中期管理計画 
   10ヵ年の実施計画（現行管理計画は平成27年度～平成31年度の5ヵ年計画） 

※２ 橋梁長寿命化修繕計画の中期管理計画 
   10ヵ年計画の実施計画（現行計画は平成25年度～平成34年度の10ヵ年計画） 

  

施設名 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 

道
路
（
維
持
・
更
新
） 

主要な 
区道 

（仮称）舗装更新計画に基づく点検、維持、修繕及び更新を実施する。 
 

現行舗装更新計画の管理計画に基づく点検、維持、修繕及び更新を実施する。 
 

(仮称)舗装更新計画の中期管理計画
※１

に基づく点検、維持、修繕及び更新を実施する。 
 

その他 
区道 

道路パトロール等の結果に基づく点検、維持、修繕及び更新を実施する。 
 
改定舗装更新計画の中期管理計画(仮称

※１

)に基づく点検、維持、修繕及び更新を実施する。
 

橋
梁
（
維
持
・
更
新
） 

橋梁長寿

命化修繕

計画 

橋梁長寿命化修繕計画に基づく点検、維持・修繕及び架替えを実施する。 
 

橋梁長寿命化修繕計画の中期管理計画
※２

に基づく点検、維持・修繕及び架替えを実施する。

 
 

橋梁長寿

命化修繕

計画以外 

 
道路パトロール・点検で判明した損傷個所の維持・修繕等を実施する。 
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２．公園 
２－１ 公園の現状と課題 

（１）施設種別概要 

①設置目的 
・公園・緑地には、都市生活に潤いや安らぎをもたらすレクリエーションの場、都市防災の拠点、

生態系の保全など環境保全などの重要な役割を有しているため、みどりの拠点となる公園等を

整備する必要がある。 
②これまでの施設の規模や配置 
・平成28年4月現在で開園している区立公園・緑地等は589箇所（約178ha）である。 

・公園緑地の配置にあたっては、公園が少ない地域や防災まちづくり推進地区などに配慮すると

ともに、みどりの拠点やみどりとみずの軸、みどりのネットワークに配慮して配置する必要が

ある。 

・区民一人当たりの公園面積は6㎡以上を標準としているが、平成28年現在3.05㎡で約半分に

留まっている。 

・羽根木公園や等々力渓谷公園など、都市計画公園の未整備区域が多く残っている。 

③整備状況 

・直近10年間で、48箇所（約18ha）の公園等を整備してきている。 

・供用している公園のうち、近隣公園が4箇所、地区公園も4箇所と、まとまった面積の公園整

備が進んでいない。 

・老朽化が進んでいる公園等も多くあり、改修等が追いついていない。 

・街区公園の標準面積（0.25ha）に満たない小さな公園（ぽけっと公園）が多いことから、区民

に身近な公園が十分に機能を発揮できていない。 

 
（２）対象施設一覧 

①大規模公園 
近隣公園や地区公園等の基幹公園、及び概ね5,000㎡を超える地域を代表する公園等33箇所 

（平成28年4月現在） 

②緑道 

北沢川緑道、烏山川緑道など16箇所（平成28年4月現在） 

③その他の公園、身近な広場（大規模公園、緑道を除く） 

大規模公園を除く身近な公園、広場等540箇所（平成28年4月現在） 

④特定の公園施設 

利用者の安全性や防犯性などを考慮し、公園施設のうち遊具、トイレ等建築物、がけ・擁壁を

対象とする。 
 
（３）公園の現状と課題 

《新規整備の課題》 
・みどり率33％の実現に向け、公園用地の取得にかかる費用の確保が難しい。 

・公園用地の計画的な取得に努めているが、土地所有者からの売却時期が不確定であるため、今

まで以上の費用の平準化が難しい。 
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《維持・更新に関する課題》 
・遊具やトイレなどの安全性が問題となりやすい施設については、点検等に基づいた計画的な維

持管理への移行が必要である。 
・公園、緑地の計画的な改修、更新計画による費用の平準化が必要である。 

 
１－２ 公園の整備方針 

（１）公共施設等総合管理計画の期間における公園整備の方向性 

・「みどりとみずの基本計画」で示す目標を目指し、計画的に整備を進めながら、事業費の平準

化を図る。 
・公園用地や施設の寄附を推進し、投資額の抑制を図る。 
・民間事業者の誘致など整備費用の軽減や税外収入の確保に向けた研究を行う。 

 
（２）公共施設等総合管理計画の期間における公園・施設の維持更新についての方向性 

・「世田谷区立公園等長寿命化改修計画」に基づき、公園の更新は、大規模公園、緑道、その他

の公園ごとに計画的な改修を行い、事業費の平準化を図る。 
・遊具やトイレ等の特定の公園施設は、事後保全型から予防保全型の維持管理に切り替えていき、

ライフサイクルコストの抑制を図る。 
・その他の公園施設は、今後、安全性や防犯性の観点から重要性が増す施設等を対象に、予防保

全型に切り替えるための調査、研究を行う。 
・施設の耐久性などについて研究し、ライフサイクルコストの抑制を目指す。 
・経常的な維持管理費の軽減を図るため、区民参加による維持管理を推進する。 

 
 
  



世田谷区公共施設等総合管理計画  

84 

■工程表（新設等のあり方を検討する施設） 

第１期 

（平成29年度～38年度） 
第２期 

（平成39年度～48年度） 
第３期 

（平成49年度～58年度） 
みどりとみずの基本計画に基づく公園（新設）整備を推進する。 
 

 
 

 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 
公園（新設） 《計画的な整備の実施》 

◎現行計画による整備の推進（～H29） 

 

◎次期計画による整備の推進（H30～39） 

 
 
■工程表（維持・更新等のあり方を検討する施設） 

第１期 

（平成29年度～38年度） 
第２期 

（平成39年度～48年度） 
第３期 

（平成49年度～58年度） 
世田谷区立公園等長寿命化改修

計画に基づく計画的な維持改修

を実施する。 

世田谷区立公園等長寿命化改修計画の見直しを行い計画的な維持

改修を実施する。 
 

 
 

 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 
・大規模公園

（改修） 
・緑道（改修） 
・その他の公

園（改修） 

 
世田谷区立公園等長寿命化改修計画に基づく計画的な改修の実施 

 
 

 
遊具、トイレ

等（予防保全） 
  世田谷区立公園等長寿命化改修計画に基づく点検・修繕・更新の実施 

 
その他公園施

設（事後保全） 
損傷箇所の修繕・更新の実施、予防保全型に切り替えるための調査研究 
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３．水路 

３－１ 水路の現状と課題 

（１）施設種別概要 

①設置目的 
・円滑な排水を確保する。 

②これまでの施設の規模や配置 
・規模は各々の現場により様々で、適切な排水ができるように設置を行っている。 

③施設整備状況 
・流水等の機能を有するものは、維持管理・更新等行っているが、全般的に老朽化が進んでいる。 
・水路機能を有しないものは、接する地権者の意向を踏まえつつ、付替え・売り払い等により、

財産処理を行っている。 
 

（２）対象施設一覧（世田谷区土木施設現況調査より） 

①水路（開渠） 

Ｌ＝26,322ｍ 

②水路（暗渠） 

Ｌ＝15,528ｍ 

③水路（その他）自然水路など 

Ｌ＝2,722ｍ 

 
（３）水路の現状と課題 

《整備についての課題》 

・今後は、下水道（雨水管）整備に伴い、水路は減少の方向に向かうと考えられるが、現場の状

況等を考慮しながら、維持管理を継続する必要がある。 

《維持・更新に関する課題》 

・宅地内における下水道への切り替えが進まず、水路を廃止できないところもある。 

 
３－２ 水路の整備方針 

（１）公共施設等総合管理計画の期間における取組みの方向性 

・今後は、下水道（雨水管）整備に伴い、水路は、減少・廃止の方向に向かうと考えられるため、

計画は、特に作成せず、事後的な保全を行っていく。 

・水路の跡地については、「世田谷区豪雨対策行動計画」に基づいた雨水貯留施設の設置による

利活用を検討する。 

・宅地内における下水道への切り替えについては、引続き区民に働きかけを行う。 

 
（２）維持・更新等に関する基本的な考え方 

・維持管理上、補修等の必要があれば、随時行う。 
・水路の維持管理は、通常のパトロールのなかで行う。 
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■工程表（更新等のあり方を検討する施設） 
第１期 

（平成29年度～38年度） 
第２期 

（平成39年度～48年度） 
第３期 

（平成49年度～58年度） 
維持管理上、補修等の必要があれば、随時行う。 

 
 

 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 
水路 ― 
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Ⅵ．公共施設整備における官⺠連携指針 
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Ⅵ．公共施設整備における官民連携指針 

１．基本指針 
基本方針で示したとおり、公共施設の整備には、民間の知恵と力を最大限活かすことが重要である。

区では「官民連携指針（H29.3 政策経営部）」を策定し、官民連携の推進を各分野において展開するこ

とを目指している。 
整備（新設、改築、用途転換等）にあたっては、民間のノウハウや発想力を活用し、財政負担の軽減

や、施設機能・サービスの向上を図る。 
また、民間で同等の施設の運営が可能な場合は、民間での整備を誘導することとし、土地・建物を条

件付で貸付する。 
今後、施設整備の基本構想の前に、官民連携手法の導入可否を必ず検討することとする。 

 
２．検討手順 
以下の手順に基づく検討を行うことを基本とする。 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
10 VFM（Value For Money）：支払った代金に対する価値のこと。さまざまな整備手法を比較し、VFMが最大になる（同じ投資額で得られ
る価値が最大になる、同じ価値のものを発注したときに代金がもっとも安くなるなど）手法を選択する。 

《対象事業》 
・建築物の整備等に関する公共施設整備事業（ただし、事業費総額が10億
円以上の事業） 
・公的不動産の貸付等により⺠営施設の整備誘導を図る事業 
・その他、上記の複合的⼿法などによる⺠間事業者の能⼒、資⾦を活⽤した
事業 
※ただし、以下の事業は除外する。 
・⺠間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 
・災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業 

施設整備の検討着手 

対象事業の当否 

⺠間事業者との対話 

手法の選択 

官⺠連携⼿法の導⼊可否 

公募 

 

 

 

 

・公共施設等総合管理計画、建物整備・保全計画に基づき、個別施設の基本
構想に着⼿するとき、または公共施設の運営の⾒直し、統廃合、⽤途転換
を検討する際に、官⺠連携⼿法の導⼊の検討を⾏う。 

・事業の⼿法の選択に先⽴ち、⺠間事業者と対話型のサウンディングや、事
業の枠組みの提案を受けるなどにより、参⼊意向調査や⼿法の整理を⾏
う。 

・整備する施設の特性や、用途、使用期間、規模、経費、VFM10等を踏まえ、
最適な手法を選択する。 
※次ページ「３．手法の選択」参照 

・区が直接整備、運営する従来型の⼿法と、官⺠連携の⼿法をとる場合の経
費総額の⽐較を⾏う。 
※次ページ「４．官⺠連携⼿法導⼊の可否判断」参照 

・導⼊の可否判断を⾏った上で、導⼊を決定した場合は該当する事業を公表
し、プロポーザル⽅式等による⺠間提案の公募を⾏う。 
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３．手法の選択 
以下の検討フロー等により、整備する施設の特性、用途、使用期間、規模、経費、VFM等を踏まえ、

最も適切な手法を選択する。なお、一つの手法に絞込みが困難な場合は、複数を選択して比較する。 

（※手法の詳細は資料編p20参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．官民連携手法導入の可否判断 
導入の可否は、基本的には区が直接整備、運営する従来型と、官民連携手法を導入する場合との経費

総額の比較を行い、経費面でのメリットがある場合に導入することとする。まず、国が示す「PPP／PFI

手法簡易定量評価調書」等を活用し、簡易な検討により導入の一次判断を行う。一次判断によりメリッ

トが期待できると判断した場合は、更に専門的な外部コンサルタントを活用することなどにより、より

精度の高いVFM等の評価を行い、導入可否を判断する。 

官民連携手法の導入可否については、個別の施設の整備方針を意思決定する際に、その検討結果を報

告し、外部に対しても報告するものとする。 

⺠間が独⽴採算で整
備・運営可能か 

利⽤料⾦制の指
定管理が可能か 

一部補助、減免等により
⺠間が整備・運営可能か 

・収益施設併設型PFI（独⽴
採算型、運営権譲渡方式） 
・条件付貸付 等 

容積率に余剰
が生じるか 

・PFI（独⽴採算型） 
・条件付貸付 等 

容積率に余剰
が生じるか 

・収益施設併設型条件付貸
付（地代減免） 等 

・条件付貸付（地代減免） 

収益施設併設
型指定管理 

指定管理（利⽤
料⾦制） 

・音楽ホールと分譲
住宅の合築 
・スポーツ興⾏施設
と飲食店等の合築 

・音楽ホール 
・スポーツ興⾏施設 
・貸スペース 

・認可保育園（私⽴）
と商業ビルの合築 

・  
・認可保育園（私⽴） 

事業規模10億円以上で
整備と運営の一括発注
に合理性があるか（※） 

容積率に余剰
が生じるか 

・収益施設併設型PFI（サー
ビス購入型）またはDBO 

・PFI（サービス購入型） 
・DBO 

容積率に
余剰が生
じるか 

事業規模10億円以上で
設計と施工の一括発注
に合理性があるか（※） 

デザインビル
ド（DB）、 
リース方式 

従来型（分離発注⽅式） 

収益施設併設
型公共施設 

管理委託、 
直接運営、 
住⺠等運営 
住⺠運営

容積率に
余剰が生
じるか 

（整備例） 

・公共施設とカフェ、
店舗等併設 

 
 
 
・NPO等自主運営型
集会施設 

・市⺠ホールとカフ
ェ、コンビニ（貸付）
の併設 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

・市⺠スポーツ施設
（サービス購入）と
レストラン（収益事
業）の併設 

※地域経済への配慮や、設計内容に利
⽤者等の意⾒を反映する必要性な
どの観点から、総合的に判断する。 
運営を伴わない整備事業への設計
施工一括発注の導入は、当分の間、
試⾏を⾏い、⼿法、効果を検証する。 

START 

No 
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資料編 1 
 

１．世田谷区公共施設に関する区民アンケート調査結果 

 
 「公共施設等総合管理計画（素案）」を策定するにあたり、区民の公共施設の利用傾向や「公

共施設等総合管理計画の基本方針（骨太の方針）《建物編》」の考え方等に対する意見を把握

することを目的に調査を行ったので、その結果を掲載する。 
 なお、区民アンケート調査の概要は以下のとおりである。 
 
 
 
 
【調査設計】 
（１）調査地域 世田谷区全域 
（２）調査対象 世田谷区在住の満１８歳以上の男女個人 
（３）標本数  １，０００人 
（４）標本抽出 住民基本台帳からの無作為抽出 
（５）調査方法 郵送法（郵送配付、郵送回収） 
（６）調査期間 平成２８年５月２日（月）～５月３１日（火） 
 
 
【アンケート内容】 
（１）現在の公共施設の利用状況 
（２）基本方針に対する意見 
（３）優先的に整備・維持すべき施設、重点的に見直すべき施設の類型に対する意見 
（５）都市基盤施設の予防保全型管理に対する意見 
（６）その他自由意見 

 
 
【回収結果】 
（１）標本数  １，０００人 
（２）有効回収数   ４１０人 
（３）有効回収率      ４１％ 
 
 
 
※アンケート調査結果は、各設問の回答者数をｎ人として、回答の割合（四捨五入で小数点 1桁まで）を
掲載する。なお、問１のＢ・Ｃ以外の設問は、すべてｎ=410である。 
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区民アンケート調査 結果 
問１ あなたは世田谷区の公共施設をどの程度利用していますか？ 

利用している施設については「Ｂ 施設への満足度」を、利用していない施設については、 
「Ｃ 利用していない理由」をお聞かせください。 

  （あなたの最近１年間程度の状況を選び、数字に○をつけてください。） 

 

Ａ 利用頻度（１～５から１つ選択） 

 

 1 

利用して 

いない 

2 

年に 

数回 

3 

半年に 

数回 

4 

月に 

数回 

5 

週に 

数回 

 

無回答 

区役所 

(本庁舎、総合支所) 
44.6% 46.1% 6.8% 1.7% 0.0% 0.7% 

身近な窓口 

(出張所、まちづくりセンター、

あんしんすこやかセンター、地区社会福祉協議会) 

31.5% 55.9% 9.3% 2.9% 0.2% 0.2% 

身近な集会施設 

(地区会館、区民集会所) 
77.1% 13.2% 3.7% 4.4% 0.7% 1.0% 

ホール・集会施設 

(区民会館、区民センター) 
76.8% 17.1% 3.2% 1.5% 0.7% 0.7% 

中央図書館 

地域図書館 
49.8% 22.7% 9.8% 14.1% 2.9% 0.7% 

美術館・博物館 

(世田谷美術館、世田谷文学館など) 
67.8% 26.6% 2.0% 0.7% 0.0% 2.9% 

世田谷区民健康村施設 

(ふじやまビレジ、なかのビレジ) 
94.1% 3.2% 0.2% 0.0% 0.0% 2.4% 

スポーツ施設 

(総合運動場、千歳温水プールなど) 
72.7% 15.1% 3.9% 4.4% 1.5% 2.4% 

高齢者のための施設 

(老人休養ホームふじみ荘、老人会館、 

敬老会館、ふれあいの家など) 

94.6% 1.5% 0.7% 0.5% 0.0% 2.7% 

障害者のための施設 

(総合福祉センター、発達障害相談・

療育センターなど) 

93.9% 1.7% 0.2% 1.2% 0.0% 2.9% 

保育園、新BOP学童クラブ、 

子育てステーション 
87.3% 1.2% 0.7% 2.0% 5.9% 2.9% 

児童館 

青少年交流センター 
89.0% 4.1% 2.0% 2.0% 0.2% 2.7% 

小学校、中学校、幼稚園 

 
82.7% 5.4% 1.2% 3.7% 4.6% 2.4% 

健康診査・健康相談施設 

(保健センターなど) 
75.9% 21.2% 1.0% 0.2% 0.0% 1.7% 

自転車等駐車場 

レンタサイクルポート 
66.8% 11.0% 4.6% 8.0% 7.1% 2.4% 
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Ｂ 施設の満足度（１～５から１つ選択） 

（「Ａ利用頻度」で「2 年に数回」～「5 週に数回」を選択した場合に回答してください。） 

 

 1 

満足 

している 

2 

やや満足 

している 

3 

どちらとも 

言えない 

4 

やや不満 

がある 

5 

不満が

ある 

n= 

(※) 

区役所 

(本庁舎、総合支所) 
19.0% 23.8% 40.9% 10.7% 5.6% 252 

身近な窓口 

(出張所、まちづくりセンター、 

あんしんすこやかセンター、地区社会福祉協議会) 

26.7% 37.5% 27.8% 5.9% 2.1% 288 

身近な集会施設 

(地区会館、区民集会所) 
16.4% 32.0% 40.6% 8.6% 2.3% 128 

ホール・集会施設 

(区民会館、区民センター) 
17.3% 25.2% 46.8% 7.2% 3.6% 139 

中央図書館 

地域図書館 
27.8% 37.8% 22.2% 9.1% 3.0% 230 

美術館・博物館 

(世田谷美術館、世田谷文学館など) 
33.3% 34.6% 28.1% 2.6% 1.3% 153 

世田谷区民健康村施設 

(ふじやまビレジ、なかのビレジ) 
23.6% 7.3% 56.4% 3.6% 9.1% 55 

スポーツ施設 

(総合運動場、千歳温水プールなど) 
24.8% 34.3% 32.8% 6.6% 1.5% 137 

高齢者のための施設 

(老人休養ホームふじみ荘、老人会館、 

敬老会館、ふれあいの家など) 

2.1% 8.5% 83.0% 6.4% 0.0% 47 

障害者のための施設 

(総合福祉センター、発達障害相談・

療育センターなど) 

9.6% 13.5% 75.0% 1.9% 0.0% 52 

保育園、新BOP学童クラブ、 

子育てステーション 
23.3% 16.4% 50.7% 6.8% 2.7% 73 

児童館 

青少年交流センター 
15.1% 21.9% 56.2% 5.5% 1.4% 73 

小学校、中学校、幼稚園 

 
28.7% 23.4% 43.6% 4.3% 0.0% 94 

健康診査・健康相談施設 

(保健センターなど) 
20.0% 32.0% 42.4% 4.0% 1.6% 125 

自転車等駐車場 

レンタサイクルポート 
28.0% 22.0% 32.0% 13.3% 4.7% 150 

※Ａの回答内容に関わらず、回答があったものをカウントしている。 
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Ｃ 利用していない理由（1～6から複数選択） 

（「Ａ利用頻度」で「1 利用していない」を選択した場合に回答してください。） 

 

 1 

利用する 

必要がない 

2(※1) 

他の施設を 

利用している 

3 

施設の使用 

料金が高い 

4 

開館日時が 

合 わ な い 

5 

施設の存在 

を知らない 

6 

その他の 

理由 

 

n= 

(※2) 

区役所 

(本庁舎、総合支所) 
87.4% - - 9.9% 0.5% 2.2% 181 

身近な窓口 

(出張所、まちづくりセンター、 

あんしんすこやかセンター、地区社会福祉協議会) 

76.4% 4.3% - 10.0% 6.4% 2.9% 137 

身近な集会施設 

(地区会館、区民集会所) 
81.2% 1.3% 0.3% 2.9% 11.0% 3.2% 306 

ホール・集会施設 

(区民会館、区民センター) 
83.8% 2.0% 0.3% 2.3% 8.9% 2.6% 302 

中央図書館 

地域図書館 
60.1% 7.1% 0.0% 11.1% 9.1% 12.6% 198 

美術館・博物館 

(世田谷美術館、世田谷文学館など) 
50.7% 11.7% 2.9% 6.2% 14.6% 13.9% 274 

世田谷区民健康村施設 

(ふじやまビレジ、なかのビレジ) 
50.0% 7.8% 0.0% 1.9% 35.0% 5.3% 373 

スポーツ施設 

(総合運動場、千歳温水プールなど) 
52.7% 9.6% 0.7% 3.1% 18.5% 15.4% 290 

高齢者のための施設 

(老人休養ホームふじみ荘、老人会館、 

敬老会館、ふれあいの家など) 

88.3% 1.1% 0.3% 0.5% 8.0% 1.9% 377 

障害者のための施設 

(総合福祉センター、発達障害相談・

療育センターなど) 

93.1% 0.0% 0.0% 0.8% 4.8% 1.3% 375 

保育園、新BOP学童クラブ、 

子育てステーション 
94.8% 1.1% 0.0% 0.6% 1.1% 2.3% 349 

児童館 

青少年交流センター 
90.1% 1.7% 0.0% 1.4% 3.7% 3.1% 352 

小学校、中学校、幼稚園 

 
94.2% 3.3% - 0.0% 0.6% 1.8% 329 

健康診査・健康相談施設 

(保健センターなど) 
57.4% 18.8% - 5.3% 13.2% 5.3% 302 

自転車等駐車場 

レンタサイクルポート 
74.2% 5.2% 3.3% 0.4% 11.1% 5.9% 271 

※１ 「類似の民間施設や他区の施設を利用している」 
※２ Ａの回答内容に関わらず、回答があったものをカウントしている。  
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問２ これからの区の状況として、高齢者人口の増加に伴う社会保障費の増加等、より一層厳しい財

政状況を迎えることが見込まれています。将来に向けて、持続可能な財政基盤を維持していくた

めに、例えば、区全体の公共施設の面積を減らすことも考えられますが、これについてどのよう

に考えますか？（１つ選択） 
 
 １ 積極的に減らすことを検討すべき    8.3% 

 ２ 区の状況を踏まえ、減らすことを検討することはやむを得ない 20.5% 

 ３ 減らすべき施設と増やすべき施設を選別すべき 61.0% 

 ４ 公共施設は今までどおり維持していくべき   4.9% 

 ５ 減らすべきではない。公共施設はもっと増やすべき  3.7% 

 無回答       1.7% 

 

 

問３ 今ある公共施設の維持を優先し、他の行政サービス見直すという考え方についてどう 

お考えですか？（１つ選択） 

 

 １ 賛成である   14.1% 

 ２ どちらかといえば賛成である 22.2% 

 ３ どちらかといえば反対である 25.9% 

 ４ 反対である   12.7% 

 ５ どちらとも言えない  22.7% 

 無回答     2.4% 

 

 

問４ 今ある公共施設を維持するために、施設の利用料や使用料を高くして財源を確保するという 

考え方についてどうお考えですか？（１つ選択） 

 

 １ 賛成である   15.6% 

 ２ どちらかといえば賛成である 29.8% 

 ３ どちらかといえば反対である 24.4% 

 ４ 反対である   18.5% 

 ５ どちらとも言えない   9.8% 

 無回答     2.0% 

 

 

問５ 建て替えなくても必要な機能（例えばバリアフリー化や、耐震性、施設規模など）が確保でき、

かつ今後の修繕や維持にかかる経費がトータルで安くなると見込まれる場合、大規模な改修を行

い、施設を長く使っていく「長寿命化」という考え方があります。 

この「長寿命化」という考え方についてどうお考えですか？（１つ選択） 

 

 １ 賛成である   45.4% 

 ２ どちらかといえば賛成である 40.5% 

 ３ どちらかといえば反対である  3.9% 

 ４ 反対である    2.7% 

 ５ どちらとも言えない   6.1% 

 無回答     1.5% 

  

合計 36.3% 

合計 38.6% 

合計 45.4% 

合計 42.9% 

合計 85.9% 

合計  6.6% 

合計 28.8% 

合計  8.6% 

合計 89.8% 
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問６ 施設の維持管理の経費を抑制する方法として、複数の公共施設をまとめる「複合化」や、施設

の空き時間を別の機能として有効に活用する「多機能化」という考え方があります。近かった施

設が遠くなることもありますが、利用者間の交流が生まれるなどのメリットがあります。 

この「複合化」や「多機能化」という考え方についてどうお考えですか？（１つ選択） 

 

１ 賛成である   38.3% 

 ２ どちらかといえば賛成である 37.8% 

 ３ どちらかといえば反対である  8.3% 

 ４ 反対である    3.9% 

 ５ どちらとも言えない  10.0% 

 無回答     1.7% 

 

 

問７ 問６でお伺いした「複合化」を進めるにあたり、複数の公共施設をまとめるには、一定の規模

の敷地が必要です。区では現在、統合した学校の跡地に保育園や特養ホーム等をまとめて建設し

たり、老朽化した学校を建替える際に、まちづくりセンター等も一緒に建てたりする取組みを進

めています。このように、学校の敷地に他の公共施設をまとめることについて、どのようにお考

えですか？（１つ選択） 

 

１ 賛成である   52.4% 

 ２ どちらかといえば賛成である 32.4% 

 ３ どちらかといえば反対である  4.4% 

 ４ 反対である    2.4% 

 ５ どちらとも言えない   6.6% 

 無回答     1.7% 

 

 

問８ 公共施設を整備するにあたっては、区単独の力ではなく、区有地に民間施設（保育施設、介護

施設等）を誘致したり、民間資本を活用していくことが考えられます。 

   あなたは、この民間活力の活用という考え方についてどうお考えですか？（１つ選択） 

 

１ 賛成である   50.0% 

 ２ どちらかといえば賛成である 32.9% 

 ３ どちらかといえば反対である  4.9% 

 ４ 反対である    1.7% 

 ５ どちらとも言えない   8.8% 

 無回答     1.7% 

 

 

問９ 公共施設の運営にあたっては、施設の近隣の住民が中心となって運営する「住民運営型」と 

いうあり方も考えられます。 

この「住民運営型」の施設運営という考え方について、どうお考えですか？（１つ選択） 

 

１ 賛成である   18.0% 

 ２ どちらかといえば賛成である 24.9% 

 ３ どちらかといえば反対である 19.5% 

 ４ 反対である   11.0% 

 ５ どちらとも言えない  25.1% 

 無回答     1.5%  

合計 76.1% 

合計 12.2% 

合計 84.8% 

合計  6.8% 

合計 82.9% 

合計  6.6% 

合計 42.9% 

合計 30.5% 
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問10 区が将来にわたり、優先的に整備・維持すべきと考える施設を、以下の中から最大３つまで 

選んでください。 
 
 １ 庁舎等（区役所本庁舎、総合支所など）   27.8% 

 ２ 区民集会施設（地区会館、区民集会所など）   5.9% 

 ３ ホール施設（区民会館など）     5.9% 

 ４ 図書館（中央図書館、地域図書館など）   23.9% 

 ５ 文化・学習施設（世田谷美術館、世田谷文学館など）  4.9% 

 ６ 交流施設（世田谷区民健康村ふじやまビレジなど）   0.7% 

 ７ スポーツ施設（総合運動場、千歳温水プールなど）  16.1% 

 ８ 高齢者施設（特別養護老人ホーム、あんしんすこやかセンター、ふじみ荘など）  42.2% 

 ９ 障害者施設（総合福祉センター、福祉作業所、発達障害相談・療育センターなど）  17.3% 

 10 子育て支援施設（保育園、新BOP学童クラブ、子育てステーションなど）  47.6% 

 11 児童館・青少年施設（児童館、青少年交流センターなど）   4.9% 

 12 教育施設（小学校、中学校、幼稚園など）   30.5% 

 13 医療・保健施設（保健センター・診療所など）  21.2% 

 14 区営住宅        4.6% 

 15 防災施設（広域用防災倉庫、水防倉庫など）  24.9% 

 16 自転車対策施設（自転車等駐車場、レンタサイクルポートなど）   9.3% 

 17 職員住宅        0.0% 

 無回答        0.7% 

 
 
問11 今後、公共施設の数を減らしていかざるをえなくなった場合、どのような施設から重点的に 

見直していくべきとお考えですか？（複数選択） 
  

 １ 老朽化が進んでいる施設     42.2% 

 ２ あまり利用されていない施設    84.6% 

 ３ 一部の団体・個人のためにしか使われていない施設  71.5% 

 ４ 同じような施設や代わりに使用できる施設(区立、民立問わず)が近隣にある施設 51.5% 

 ５ 運営するための経費が高い施設    36.3% 

 ６ 利用者の満足度が低い施設     50.5% 

 無回答        2.4% 

 

 

問12 都市基盤施設（道路、公園、橋梁等）を区民が安全に利用できるようにするために、これまで

は、必要な都度補修や建替えを行っていました。これに対し、定期的な点検を実施した上で、

計画的に補修等を行い、施設を長持ちさせる「予防保全的な管理」という考えがあります。 

    この「予防保全的な管理」という考え方について、どうお考えですか？（１つ選択））  

 

１ 賛成である   54.4% 

 ２ どちらかといえば賛成である 34.6% 

 ３ どちらかといえば反対である  2.0% 

 ４ 反対である    0.7% 

 ５ どちらとも言えない   6.1% 

 無回答     2.2% 

  

合計 89.0% 

合計  2.7% 
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問13 その他、これからの公共施設の整備のあり方についてご意見がある場合は、ご記入ください。 

 記入あり 36.6% 

 記入なし 63.4% 

 
＜自由意見（抜粋）＞ 
・今回のような自然災害が発生した場合、頼りになるのは区の体制であります。現在の区本庁舎は古

く、あまり能率的ではないと思います。早急に立て直すべきではないでしょうか。 
・一般企業に比べて無駄が多いように思われる。利用者が少ない箇所は積極的に廃止又は売却すべき。

現状の区の状況をみて柔軟に対応してほしい。 
・どのような公共施設が存在するのか、且つ各々の目的について区民に十分 PRし、区民が整備のあ
り方について検討し易いようにすべき。 

・昭和30年から50年代に作られたものは、当時の考えに基づいて作られたものであり、必ずしも今

のニーズにあっているとは思えないかと。単純な建替え・保全というより、この機会に在り方をし

っかり考える必要があるのでは。人の生活様式も社会もすべて変化しているので。 

・少子高齢化に伴い、利用率の低い公共施設を閉鎖し、閉校になった区立小・中の校舎内で他の区施

設と共用し、人件費を抑えるべきだ。老朽化した建物は民活にして低費用で区民が使えるようにす

るとよい。スポーツ施設は一部の競技を除き、プールなどは一般のフィットネスジムにもあるので、

区民利用割引設定をすれば、維持費など無駄をなくせる。全部自前でやる必要はないので、うまく

民間を使い、維持費の削減と民間の施設の利用率増で双方がWIN WINの関係が築ける。 

・全ての人が満足することは無理なので、今回のようなアンケートの結果等をふまえて経費のかから

ない公共施設を住民と一緒に考えて。 
・高齢者の人口が増えてはいますが、若年層および今後を育てていく世代が利用する公共施設は強化

していただきたく思います。また採算性を考慮した上で、民間と適宜協力しながらより良い行政を

行えることを期待します。 

 

問14 あなたの年齢をお聞かせください。（１つ選択） 

 １ ～19歳      1.0% 

２ 20歳～29歳   7.8% 

３ 30歳～39歳  12.7% 

４ 40歳～49歳  22.7% 

５ 50歳～59歳  15.9% 

６ 60歳～69歳  18.5% 

７ 70歳～     19.3% 

無回答      2.2% 

 

 

 

問15 あなたのお住まい（町名）をお聞かせください。（１つ選択） 

 回答あり 97.3% 

 無回答   2.7% 

 

問16 あなたの家から最寄りの駅、バス停までの徒歩での所要時間をお聞かせください。（数字記入） 

 回答あり 94.6% 

 無回答   5.4%

10代, 1.0%

20代, 7.8%

30代, 

12.7%

40代, 

22.7%
50代, 

15.9%

60代, 

18.5%

70歳以上, 

19.3%

無回答, 

2.2%
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２．公共施設（建物）の周期的改修・整備についての基本的な考え方 
 建物の周期的改修や整備は、下図の年次及び内容を目安に行う。 
  

築15年目頃 

築30年目頃 

築45年目頃 

築65年目頃 

築75年目頃 

 

主な工事内容

・外部[外壁・防水]改修 

・空調機器等 更新 

・設備機器 更新 

※学校：外部・内部大規模改修 

主な工事内容

・外部[外壁・防水]改修 

・空調機器等 更新 

※学校：外部大規模改修 

主な工事内容

・建物の耐久性を高める改修等 

・外部[外壁・防水]改修 

・空調機器等 更新 

・設備機器 更新 

※学校：外部・内部大規模改修 

建物の状況、行政需要、人口

動向、機能検証、整備コスト

等から、整備手法などを総合

的に判断する。 

 建物躯体等状況調査  

主な工事内容

・外部[外壁・防水]改修 

・空調機器等 更新 

※学校：外部大規模改修 

築60年目頃 

築90年目頃 

主な工事内容

・外部[外壁・防水]改修 

・空調機器等 更新 

※学校：外部大規模改修 

・日常の点検 

・法令定期点検 

・小破修繕 

・清掃、警備 

・光熱水費 

・樹木剪定 

・運営委託 等 

 

建物の耐久性を高める改修 

◇構造躯体の経年劣化を回復 

 コンクリートの中性化対策 

 鉄筋腐食対策 など 

 ◇耐久性に優れた仕上材へ更新 

  劣化に強い塗装・防水材等の 

使用 など 

リノベーション・コンバージョン 

において求められる対応 

 ◇多様な利用形態への対応や 

柔軟に対応可能な計画 

 ◇バリアフリー化の向上 

 ◇更なる省エネルギー化 

 ◇防災機能の強化  

(改築・複合化・廃止・用途変更等)

長寿命化が可能か、確認する 

長寿命化に 

適した施設 
長寿命化が難しい 

施設、適さない施設 
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３．公共施設（建物）の将来コスト推計における試算条件等 
 
 

 

㎡単価 
【万円/㎡】 
（税込
10％） 

  

区
長
部
局
施
設 

そ
の
他
の
教
育
施
設 

事業費 51.5万円/㎡ 改築費に解体費+設計等費を含む。 

 

 
⻑寿命化改修 35.4万円/㎡ 改修費に設計等費を含む。 

 内外部改修 24.5万円/㎡ 改修費に設計費を含む。 
 外部改修 4.3万円/㎡ 改修費に設計費を含む。 
 

 
住
宅
施
設 

事業費 43.7万円/㎡ 改築費に解体費+設計等費を含む。 

 

 
⻑寿命化改修 28.2万円/㎡ 改修費に設計等費を含む。 

 内外部改修 18.0万円/㎡ 改修費に設計費を含む。 
 外部改修 3.5万円/㎡ 改修費に設計費を含む。 
 

 学
校
教
育
施
設 

事業費 42.2万円/㎡ 改築費に解体費+設計等費を含む。 

 

 
⻑寿命化改修 28.3万円/㎡ 改修費に設計等費を含む。 

 内外部改修 17.0万円/㎡ 改修費に設計費を含む。 
 外部改修 2.8万円/㎡ 改修費に設計費を含む。 
 

改築周期※ 

区⻑部局施設 
その他の教育施設 
住宅施設 

築65年を経過する建物。 
⼀部の建物について⻑寿命化改修を想定。 
（⻑寿命化改修の条件は下欄参照） 

 

学校教育施設 
築65年を経過する棟のある施設を全棟改築する想定。 
⼀部の体育館棟については、棟別改築・⻑寿命化改修を想定。 
（⻑寿命化改修の条件は下欄参照） 

 

⻑寿命化 
改修条件※ 

区⻑部局施設 
その他の教育施設 
住宅施設 

次の条件にて⻑寿命化改修を想定 
昭和49年以前に建てられた建物のうち    ⇒ 10％ 
昭和50〜56年の間に建てられた建物のうち ⇒ 50％ 
昭和57年以降に建てられた建物のうち    ⇒ 90％ 

 

学校教育施設 

次の条件にて⻑寿命化改修を想定 
昭和49年以前に建てられた棟のうち      ⇒ 10％ 
昭和50〜56年の間に建てられた棟のうち   ⇒ 50％ 
昭和57年以降に建てられた棟のうち      ⇒ 90％ 

 

維持管理 
経費 

区⻑部局施設 
その他の教育施設 
住宅施設 

借上施設          年48,240円/㎡ 
借上以外の施設      年22,320円/㎡ 

 学校教育施設                      年 3,798円/㎡ 

※「改築周期」「⻑寿命化改修条件」は、総合管理計画p16 基本方針《建物編》に基づく試算にのみ適用 
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４．同一範囲内に複数の区民集会施設がある場合の、改築後の適正規模の考え方 
 

同一範囲内に複数の施設がある場合の適正規模化の方針（本編p21（2）④）について、地区会館を改築

する際の適正規模化を例に、考え方を示す。 

 

（１）概要 

地区会館を改築する場合は、通常は、公共施設標準設計仕様書の参考面積（600㎡。ただし、本計

画基本方針《建物編》方針２②により、10％減の540㎡）を改築後の面積とする。 

しかし、施設が密集している地域においては、標準仕様書どおりに改築すると施設規模が過大にな

る恐れがある。そこで、周辺の区民集会施設の規模や利用率を調査し、近隣施設に余裕がある場合は、

改築後の規模を補正する。 
 

（２）面積補正の基本的な手法 

  ①計画の基本方針（本編p16方針2②）に基づき、改築時の施設規模を10%抑制する。 

《例》現在面積250㎡→標準仕様書参考面積600㎡→10%抑制後540㎡ 

  ②地区会館の約500㎡圏内にある区民集会施設（区民会館・区民斎場を除く）の利用率から算出した

余裕分を、①の540㎡から差し引く。 

《下記の例》540㎡－（60＋150）㎡（周辺区民集会の余裕分）＝330㎡（改築基準面積） 

 
  

Ａ地区会館の改築面積の算定 

○標準面積：540㎡－▲BC余裕分：210㎡ 

⇒改築基準面積330㎡ 

Ｂ区民集会所：900㎡ 

【利用率：80%】 

A地区会館の約500m圏 

Ａ地区会館 

（築65年） 

現在面積 

250㎡ 

標準仕様書に基づく 

改築面積 540㎡ 

Ａ地区会館 

改築基準面積

（補正後の面積） 

330㎡ 

C地区会館：1,500㎡ 

【利用率：70%】 

 

利用率が70％のため、

延床面積の 

30％(450㎡)が余裕分 

 

うち3分の1（150㎡）を

A地区会館の利用者が

利用可能 

利用率が80％のため、

延床面積の 

20％(180㎡)が余裕分 

 

うち3分の1（60㎡）をA

地区会館の利用者が利

用可能 

A地区会館の利用者は、 
近隣の B,C区民集会所の
余裕分を利用できる 

改築 
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５．学校跡地活用にかかる基本的な考え方（共通） 

学校は、児童や生徒に良好な教育環境を提供することを目的とした施設であるとともに、災害時の避

難所やスポーツ活動など地域交流の拠点として、地域コミュニティの形成に重要な役割を担っている。 
また、戸建やマンション建設など宅地化の進む当区においては、学校の校庭や校舎、体育館などの跡

地は、区内では限られた大規模用地であり、その活用にあたっては、厳しい財政状況も踏まえると貴重

な資源の有効活用を最大限に図る必要がある。 
このため、公共施設整備方針に基づいて、立地条件や周辺公共施設の設置状況、社会状況、将来の人

口構成の変化などを考慮し、次に掲げる項目を踏まえ各学校跡地活用の方向性を検討する。 
 
（１） 既存施設の活用 

施設の老朽化や耐震性を考慮したうえで、改修や適切な補修工事等を行うことにより使用が可能

なものについては、コスト削減の効果や新たな用途としての機能が十分図れる場合、原則として現

在の用途地域は変更せず、既存施設を活用する。 

（２） 防災機能の確保 

区民の安全・安心を守るため、災害時の避難所としての機能（周辺の公共施設や第２順位の避難

所などを含め現状の収容人員と同程度）や防災倉庫など地域の防災機能の確保を検討する。 

（３） 改修・改築に伴う移転先としての活用と施設の複合利用 

老朽化により大規模改修・改築などが必要な近隣の公共施設について、移転・統合・再配置を含

め、まちづくり支援機能や地域コミュニティの拠点として複合的な活用を検討する。 

（４） 仮校舎としての活用 

同じ学校施設として活用することが有効であるため、近隣の小・中学校の大規模改修・改築時に

おける仮校舎としての活用を検討する。 

（５） 自然エネルギー等の活用 

太陽光発電など自然エネルギーの活用やＬＥＤなど省エネ設備の導入により、環境に配慮した施

設整備を検討する。 

（６） 資産としての活用 

跡地活用にかかる財政負担や土地・建物にかかる維持管理経費の負担軽減を図るため、敷地の売

却や貸付も検討する。 

（７） 施設の維持管理 

施設整備後にかかる維持管理・修繕など、後年度にかかる負担も踏まえ検討する。 

（８） 暫定利用 

施設を利用しない期間が長期にわたると施設の劣化が進むため、本格的な活用を行うまでに期間

がある場合については、暫定的な利用も検討する。 
 

旧希望丘中学校跡地活用方針（平成26年2月）より抜粋 

（本編p22（3）④跡地等活用の方針） 
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６．都市基盤施設対象施設 
（１）橋梁 
○橋梁一覧（計画p79関係） 

No. 橋下状況 橋梁名 所在地 
橋長
(㎡) 

総幅員 
（㎡） 竣工年 

1 

谷沢川 

無名一号橋 等々力1-5 ～ 野毛1-1 5.6 10.8 平成元年 

2 堺橋 等々力1-6 ～ 野毛1-6 6.8 5.7 平成6年 

3 矢川橋 等々力1-21 ～ 野毛1-15 6.5 3.9 平成6年 

4 ゴルフ橋 等々力2-39 ～ 中町1-4 28.2 5.4 昭和36年 

5 権蔵橋 中町2-30 ～ 中町1-16 12.2 5.1 昭和28年 

6 東橋 中町2-36 ～ 中町1-31 11.2 10.4 昭和30年 

7 中之橋 中町2-37 ～ 中町2-38 5.3 4.4 昭和41年 

8 姫之橋 中町2-40 ～ 中町2-39 10.3 5.2 昭和16年 

9 矢澤橋 中町2-24 ～ 中町2-41 7.8 6.1 昭和35年 

10 宮前橋 中町3-25 ～ 中町3-30 6.3 11 昭和36年 

11 田向橋 中町3-27 ～ 中町3-28 6.2 5.3 昭和41年 

12 弁天橋 中町4-22 ～ 中町4-32 6.1 5.3 昭和37年 

13 稲荷橋 中町4-23 ～ 中町4-31 6.1 5.3 昭和38年 

14 丸山橋 中町4-24 ～ 中町4-30 6.1 5.3 昭和39年 

15 やぎわ橋 中町5-30 ～ 中町5-35 6.1 5.3 昭和39年 

16 高山橋 中町5-27 ～ 中町5-38 6 5.3 昭和39年 

17 上の橋 用賀1-13 ～ 用賀1-20 6.3 11.2 昭和36年 

18 栄橋 用賀1-14 ～ 用賀1-9 6.6 6.2 平成19年 

19 宇佐前橋 用賀1-15 ～ 用賀1-16 10.4 7.3 平成9年 

20 三角橋 玉川台1-17 ～ 玉川台1-15 5.1 6 昭和33年 

21 櫻橋 用賀2-32 ～ 玉川台1-15 4.3 7.3 昭和14年 

22 壽橋 用賀2-41 ～ 玉川台1-13 5.8 6.0 平成25年 

23 利剣の橋 等々力1-21 ～ 野毛1 4.6 1.9 昭和55年 

24 

野川 

吉澤橋 鎌田3-1 ～ 鎌田1-7 44.8 12.8 平成19年 

25 天神森橋 鎌田4-16 ～ 宇奈根1-22 37.5 12.8 平成16年 

26 町田橋 大蔵6-19 ～ 宇奈根3-1 31.2 10.8 平成21年 

27 大正橋 喜多見6-16 ～ 宇奈根5-5 32.1 3.6 昭和39年 

28 茶屋道橋 喜多見6-22 ～ 喜多見5-9 29.8 3.6 昭和39年 

29 中野田橋 喜多見7-35 ～ 喜多見7-30 29.9 2.5 昭和40年 

30 雁追橋 喜多見7-36 ～ 喜多見7-21 29.9 3.6 昭和40年 

31 上野田橋 成城3-26 ～ 喜多見8-23 33 7.2 昭和58年 

32 神明橋 成城4-28 ～ 喜多見9-24 40 2.6 昭和56年 

33 野川水道橋 鎌田3-11 ～ 鎌田2-16 43.4 9.5 平成20年 

34 

仙川 

田中之森橋 鎌田3-35 ～ 鎌田4-3 15.6 13.3 平成10年 

35 鳥居田橋 鎌田3-35 ～ 鎌田4-4 15.5 7.2 平成6年 

36 水神橋 岡本3-33 ～ 大蔵6-1 18 15.2 平成7年 

37 西谷戸橋 岡本3-38 ～ 大蔵6-7 15.6 10.1 平成9年 

38 氷川橋 岡本3-40 ～ 大蔵6-7 13.4 8.1 平成7年 

39 新打越橋 岡本3-41 ～ 大蔵6-8 13.7 7.2 昭和61年 

40 清水橋 大蔵4-2 ～ 大蔵5-1 13.3 9 平成9年 

41 中之橋 大蔵4-4 ～ 大蔵5-7 15.9 7.2 平成12年 

42 あたご橋 大蔵4-5 ～ 大蔵5-8 14 2.5 昭和40年 

43 上谷戸橋 大蔵3-3 ～ 大蔵5-10 12.8 4.5 昭和38年 

44 石井戸橋 砧7-2 ～ 成城1-2 19.9 7.7 昭和41年 

45 打越橋 砧8-32 ～ 成城2-1 13.6 4.6 昭和40年 

46 竜沢寺橋 砧8-34 ～ 成城2-37 14.2 6.6 昭和41年 

47 仙川歩道橋 砧8-34 ～ 成城2-37 15 5 平成15年 

48 成城橋 祖師谷3-13 ～ 成城6-1 24.7 8.3 昭和40年 

49 東原橋 祖師谷3-13 ～ 成城6-1 14.6 4.6 昭和41年 

50 稲荷山橋 祖師谷4-11 ～ 成城7-1 14.7 5.6 昭和42年 

51 大石橋 祖師谷5-10 ～ 成城9-1 21 5.1 昭和43年 

52 鞍橋 祖師谷5-48 ～ 成城9-18 21.1 17.9 平成2年 

53 祖師谷中橋 上祖師谷2-20 ～ 上祖師谷6-9 15 4 平成4年 
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No. 橋下状況 橋梁名 所在地 
橋長
(㎡) 

総幅員 
（㎡） 竣工年 

54 

仙川 

祖師谷橋 上祖師谷2-35 ～ 上祖師谷6-21 15.4 7.2 平成5年 

55 みどり橋 給田2-11 ～ 上祖師谷6-24 15 4 平成4年 

56 黒橋 給田2-15 ～ 給田1-2 15 4 平成3年 

57 宮前橋 給田2-20 ～ 給田1-14 15.5 17 平成6年 

58 大川橋 給田3-26 ～ 給田3-25 15.8 12.8 昭和43年 

59 

丸子川 

尾山橋 尾山台1-4 ～ 尾山台1-2 8 7.2 昭和63年 

60 天慶橋 尾山台1-3 ～ 尾山台1-2 6.4 8.2 昭和7年 

61 八幡橋 尾山台2-1 ～ 玉堤1-16 6.2 8.4 昭和38年 

62 北原橋 尾山台2-2 ～ 玉堤1-17 5.7 5.5 昭和47年 

63 中の橋 尾山台2-3 ～ 玉堤1-28 5.7 6.3 昭和47年 

64 西根橋 尾山台2-4 ～ 玉堤1-28 5.7 7.2 昭和47年 

65 浄楽橋 尾山台2-5 ～ 玉堤1-29 5.7 5.6 昭和47年 

66 稲荷橋 等々力1-1 ～ 玉堤2-4 6.1 9.7 昭和35年 

67 樋橋 等々力1-2 ～ 玉堤2-6 6.4 8 平成元年 

68 中根橋 等々力1-3 ～ 玉堤2-12 6.4 7.2 平成元年 

69 不動橋 等々力1-5 ～ 玉堤2-13 5.7 3.9 昭和6年 

70 滝之橋 等々力1-5 ～ 野毛1-1 5.7 3.9 昭和6年 

71 無名一号橋 等々力1-5 ～ 野毛1-1 3.7 14.5 平成元年 

72 天神橋 野毛1-4 ～ 野毛1-3 6.3 6.6 昭和59年 

73 東橋 野毛2-3 ～ 野毛2-1 6.3 8.8 昭和36年 

74 流見橋 野毛2-4 ～ 野毛3-4 5.4 6.7 平成2年 

75 中の橋 野毛2-7 ～ 野毛2-7 5.8 3.9 昭和4年 

76 大日橋 野毛2-7 ～ 野毛2-6 6.5 7.2 昭和47年 

77 宮下橋 野毛2-13 ～ 野毛2-8 5.9 5.3 昭和3年 

78 富士見橋 野毛2-12 ～ 野毛2-9 5.8 3.9 昭和4年 

79 岸橋 野毛2-21 ～ 野毛2-27 5.7 5.4 昭和4年 

80 

丸子川 

倉田橋 野毛2-22 ～ 野毛2-26 6.3 3.6 昭和36年 

81 権現橋 野毛2-24 ～ 野毛2-25 6.2 5.6 昭和5年 

82 明神橋 上野毛2-19 ～ 野毛3-15 5.7 5.4 昭和6年 

83 稲荷橋 上野毛3-22 ～ 上野毛3-23 5.6 10.6 昭和35年 

84 星雲橋 上野毛3-21 ～ 上野毛3-23 6.2 4.6 昭和47年 

85 松風橋 上野毛3-20 ～ 上野毛3-25 7.2 4.2 昭和47年 

86 堺橋 瀬田1-1 ～ 玉川2-8 6.3 7.6 昭和34年 

87 無名二号橋 瀬田1-9 ～ 玉川2-9 5.6 4.3 昭和30年 

88 調布橋 瀬田1-10 ～ 玉川2-15 7.4 8.4 昭和39年 

89 無名三号橋 瀬田1-31 ～ 玉川2-28 7.1 5.3 昭和47年 

90 逍遥橋 瀬田1-30 ～ 玉川2-28 5.8 4.6 昭和47年 

91 歩道橋 瀬田1-30 ～ 玉川2-28 5.8 2 昭和47年 

92 治大夫橋 瀬田4-2 ～ 玉川4-10 6.7 14.1 平成22年 

93 雁追橋 瀬田4-5 ～ 玉川4-20 5.1 5.8 昭和35年 

94 下山橋 岡本2-24 ～ 岡本2-3 6.2 21.8 昭和39年 

95 八幡橋 岡本2-5 ～ 岡本2-11 8.6 7.1 平成2年 

96 根河原橋 岡本2-19 ～ 岡本2-11 8 11 昭和62年 

97 無名四号橋 岡本2-19 ～ 岡本2-13 4.9 3 昭和35年 

98 無名五号橋 岡本2-18 ～ 岡本2-13 5.7 8 平成元年 

99 堂ヶ谷戸橋 岡本3-30 ～ 鎌田3-32 5.5 6.8 昭和46年 

100 歩道橋 岡本2-17 ～ 岡本2-16 5 1.8 平成16年 

101 烏山川 本村橋 船橋6-26 ～ 船橋7-8 13.5 12.1 昭和56年 

102 

呑川 

三島橋 深沢6-27 ～ 深沢7-1 5.6 3.6 平成4年 

103 伊勢橋 深沢6-31 ～ 深沢7-3 5.1 7.6 平成5年 

104 御嶽橋 深沢6-35 ～ 深沢7-5 6.1 6.1 平成4年 

105 西山橋 新町1-27 ～ 深沢8-1 4.7 11.3 平成5年 

106 稲荷橋 新町1-29 ～ 深沢8-5 6 6.1 平成4年 

107  
 

水路 
 
 

南橋 用賀4-6 ～ 玉川台2-24 7.4 15.6 昭和33年 

108 本村橋 上用賀5-15 ～ 上用賀5-10 4.3 10 平成10年 

109 だいろくてん橋 上用賀5-21 ～ 上用賀5-20 3 4.5 昭和25年 

110 無名橋 桜丘3-28 ～ 桜丘3-28 2 4 昭和25年 
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No. 橋下状況 橋梁名 所在地 
橋長
(㎡) 

総幅員 
（㎡） 竣工年 

111  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水路 

千縫橋 喜多見3-1 ～ 喜多見3-4 3 2.2 大正13年 

112 宿下橋 喜多見3-17 ～ 喜多見3-14 3.3 4.6 昭和25年 

113 水車橋 鎌田4-15 ～ 鎌田4-1 2.8 5.9 昭和28年 

114 旧天神森橋 宇奈根1-17 ～ 鎌田2-26 7.4 7.4 昭和25年 

115 内田橋 喜多見5-10 ～ 喜多見5-26 7.5 4.8 昭和3年 

116 紅葉橋 岡本2-25 ～ 岡本2-23 6.6 6.7 平成4年 

117 八之橋 岡本1-8 ～ 岡本1-8 8.2 7.5 昭和34年 

118 七之橋 岡本1-10 ～ 岡本2-27 7 9.4 昭和38年 

119 六之橋 岡本1-25 ～ 岡本1-10 5.2 7 昭和38年 

120 五之橋 岡本1-30 ～ 岡本1-27 6.7 5.6 昭和43年 

121 四之橋 岡本1-34 ～ 岡本1-29 6.7 8.1 昭和36年 

122 三之橋 岡本1-37 ～ 岡本1-35 6.2 4 昭和32年 

123 二之橋 岡本3-17 ～ 岡本3-38 8.2 12.5 昭和34年 

124 庚申橋 岡本3-17 ～ 岡本3-18 5.5 3.6 昭和35年 

125 一之橋 岡本3-17 ～ 岡本1-38 4.8 6.1 昭和32年 

126 稲荷橋 大蔵1-6 ～ 大蔵1-7 5.2 11 昭和60年 

127 よこね橋 大蔵1-7 ～ 大蔵1-7 4.4 8.1 昭和38年 

128 無名二十二号橋 砧1-20 ～ 砧1-13 3.3 6.2 平成元年 

129 塔之下橋 砧1-11 ～ 砧1-26 2.9 6.8 昭和10年 

130 中の橋 砧4-1 ～ 砧4-2 3.9 6.7 昭和37年 

131 砧橋 砧4-2 ～ 砧4-11 4 6.8 昭和37年 

132 山野橋 砧4-2 ～ 砧4-11 4.5 5.9 昭和37年 

133 五月橋 砧6-4 ～ 砧6-3 3.9 6 昭和37年 

134 谷川橋 砧6-5 ～ 砧6-5 4 6.3 昭和10年 

135 無名二十四号橋 砧6-6 ～ 砧6-7 3.3 4.3 昭和10年 

136 ゆずり橋 大原2-18 ～ 大原2-21 15.2 3.2 平成3年 

137 無名橋 宮坂3-41 ～ 宮坂3-49 2.8 4.1 昭和10年 

138 無名五十七号橋 宮坂3-49 ～ 宮坂3-50 2.6 5.3 昭和25年 

139 

東名高速 

公園橋 岡本3-19 ～ 砧公園1 63 8.4 昭和43年 

140 グランド橋 岡本3-24 ～ 大蔵4-6 64.5 7.2 昭和43年 

141 大六天橋 大蔵6-13 ～ 大蔵5-4 68.1 6.3 昭和43年 

142 第三京浜 玉野橋 上野毛1-1 ～ 上野毛1-3 22.2 7.4 昭和41年 

143 

都道 

宮上陸橋 代田4-1 ～ 代田5-8 23.3 6.8 昭和39年 

144 代田歩道橋 代田4-1 ～ 代田5-8 30.6 1.9 昭和47年 

145 砧パークブリッジ 上用賀3-14 ～ 砧公園 92.8 10 平成7年 

146 

京王線 

給田一三橋 給田3-23 ～ 給田1-20 21.4 5.1 昭和45年 

147 松原橋 松原2-46 ～ 松原1-37 21.9 5.6 昭和30年 

148 中丸橋 羽根木1-20 ～ 代田4-14 22.2 5.6 昭和38年 

149 
小田急線 

不動橋 成城4-2 ～ 成城3-9 31.3 7.2 平成17年 

150 富士見橋 成城4-1 ～ 成城3-8 29.9 12.8 平成17年 

151 

東急線 

本郷橋 上野毛1-10 ～ 中町2-33 15.8 7.3 平成12年 

152 不動橋 上野毛1-26 ～ 上野毛1-26 20.5 12.8 平成8年 

153 昇川橋 上野毛3-12 ～ 上野毛3-3 15.8 6.5 昭和37年 

154 富士見橋 上野毛3-19 ～ 上野毛3-9 23.5 7.2 平成15年 

155 京王線 羽代橋 羽根木1-1 ～ 代田4-12 15.2 5.2 平成17年 

156 東急線 上野毛橋 上野毛1-14 ～ 上野毛1-12 17.1 6 平成6年 

157 小田急線 成城学園前第１架道橋 成城6-4 ～ 成城2-39 24 12.8 平成17年 

158 野川 兵庫橋 玉川台3-2 ～ 玉川6-2 37.2 5 昭和53年 

159 丸子川 無名橋 瀬田4-1 ～ 玉川4-2 10.5 2.7 昭和25年 

160 都道 代田富士見橋 代田2-18 ～ 代田3-58 43.4 5.8 平成26年 
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（２）公園 
○区立の都市公園等面積一覧（計画p82関係） 

区立公園 箇所数 面積（㎡） 

 

基幹公園 

 

ぽけっと公園 147 36,420.13 

街区公園 176 253,182.39 

近隣公園 5 77,216.25 

地区公園 4 259,069.13 

運動公園 4 361,647.61 

計 336 987,535.51 

特殊公園 

 

風致公園 12 328,581.17 

歴史公園 1 3,835.72 

農業公園 2 6,819.28 

計 15 339,236.17 

都市林 1 932.81 

都市緑地 42 111,405.82 

緑道 16 153,665.54 

計 410 1,592,775.85 

身近な広場（条例別表） 125 133,364.89 

身近な広場（規則別表） 54 51,537.43 

合 計 589 1,777,678.17 

 
【参考】世田谷区内の都立公園等面積 

 箇所数 面積（㎡） 

都立公園 4 920,915.55 
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○大規模公園一覧 

 公園名称 所在 
面積(小数点 
以下四捨五入） 

開園日 種類 

《世田谷地域》 

1 小泉公園 駒沢2-42-1 5,289㎡ S17.4.28 街区公園 

2 こどものひろば公園 下馬2-31-4 19,239㎡ S48.10.1 近隣公園 

3 下馬中央公園 下馬4-1-1 11,410㎡ S62.3.31 街区公園 

4 世田谷公園 池尻1-5-27 78,957㎡ S34.8.22 地区公園 

5 若林公園 若林4-34-2 14,457㎡ S37.6.30 近隣公園 

《北沢地域》 

6 赤松公園 赤堤4-10-1 6,921㎡ S16.3.8 街区公園 

7 世田谷城阯公園 豪徳寺2-14-1 3,836㎡ S15.4.27 歴史公園 

8 羽根木公園 代田4-38-52 79,651㎡ S31.10.1 地区公園 

《玉川地域》 

9 上野毛自然公園 上野毛2-17-19 9,240㎡ S51.3.31 風致公園 

10 上用賀公園 上用賀4-32-32 10,034㎡ H28.3.31 近隣公園 

11 駒沢緑泉公園 駒沢3-19-8 14,829㎡ S49.10.1 近隣公園 

12 瀬田農業公園 瀬田5-30-1 5,306㎡ S61.3.31 農業公園 

13 瀬田四丁目旧小坂緑地 瀬田4-41-21 9,460㎡ H28.3.31 都市緑地 

14 多摩川玉川公園 玉堤1丁目先 28,707㎡ S44.6.10 風致公園 

15 玉川野毛町公園 野毛1-25-1 38,051㎡ S31.7.7 地区公園 

16 多摩川遊園 玉堤2-1-1先 117,152㎡ S51.3.31 風致公園 

17 等々力渓谷公園 等々力1-22-26 30,210㎡ S49.3.31 風致公園 

18 兵庫島公園 玉川3-2-1 65,730㎡ S61.3.31 風致公園 

19 二子玉川公園 玉川1-16-1 62,410㎡ H25.4.14 地区公園 

20 ぽかぽか広場 玉川田園調布1-19-2 9,220㎡ H9.3.31 身近な広場(条例) 

《砧地域》 

21 宇奈根公園 鎌田2丁目、宇奈根1丁目、他 32,893㎡ S43.6.1 運動公園 

22 大蔵運動公園 大蔵4-6-1 112,816㎡ S42.7.1 運動公園 

23 大蔵第二運動公園 大蔵4-7-1 40,030㎡ H22.1.25 運動公園 

24 大蔵三丁目公園 大蔵3-2-40 15,223㎡ S56.12.1 風致公園 

25 岡本公園 岡本2-19-1 12,431㎡ S52.3.31 風致公園 

26 喜多見公園 喜多見2-10-45 6,803㎡ S55.3.31 街区公園 

27 希望丘公園 船橋7-9-2 18,657㎡ S52.3.31 近隣公園 

28 次大夫堀公園 喜多見5-27-14 36,567㎡ S58.3.31 風致公園 

29 多摩川二子橋公園 鎌田1丁目先、鎌田2丁目先 175,908㎡ S45.6.1 運動公園 

30 丸子川親水公園 岡本2-24-5先 5,548㎡ S61.3.31 風致公園 

31 きたみふれあい広場 喜多見9-25-5 38,825㎡ H9.3.31 身近な広場(条例) 

32 野川緑地広場 成城4-29-1 9,971㎡ H15.7.1 身近な広場(条例) 

《烏山地域》 

33 将軍池広場 上北沢2-1-11 5,030㎡ H23.4.1 身近な広場(規則) 
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○緑道一覧 

  緑道名称 所在 
面積(小数点 
以下四捨五入） 

開園日 

《世田谷地域》 

1 烏山川緑道 三宿2-1～船橋7-21先 56,677㎡ S52.3.31 

2 蛇崩川緑道 下馬1-8～駒沢2-41先 19,389㎡ S52.3.31 

3 目黒川緑道 池尻4-24～池尻3-1先 5,838㎡ H13.3.31 

《北沢地域》 

4 北沢川緑道 三宿2-1～赤堤3-34先 28,781㎡ S52.3.31 

5 玉川上水緑道 大原1-43～大原2-26先 8,187㎡ S52.3.31 

6 玉川上水第二緑道 北沢5-23～北沢5-34先 4,069㎡ S52.3.31 

《玉川地域》 

7 九品仏川緑道 奥沢5-25～奥沢7-13先 2,605㎡ S52.3.31 

8 呑川緑道 深沢1-3～深沢5-10先 7,620㎡ S52.3.31 

9 谷川緑道 玉川3-24～玉川3-34先 3,364㎡ S61.3.31 

《砧地域》 

10 宇奈根下河原緑道 宇奈根2-8-30先 1,287㎡ H15.3.31 

11 鎌田前耕地緑道 岡本2-13-16先 1,889㎡ H15.3.31 

12 喜多見緑道 喜多見4-20-30先 2,286㎡ S59.3.31 

13 喜多見まえこうち緑道 喜多見1-9-20先 1,855㎡ H13.3.31 

14 滝下橋緑道 喜多見7-28～喜多見7-25先 5,385㎡ S53.3.31 

15 野川緑道 喜多見9-25先 2,275㎡ S58.3.31 

16 野川第二緑道 大蔵6-20-23先 2,158㎡ S59.3.31 
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７．公共施設整備における官民連携手法（PPP/PFI） 
（１）PPP／PFI手法の基本的な考え方 

・PPP（Public Private Partnership）とは、公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉

えた概念で、民間資本や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指す手法。PFI

をはじめ、DB・DBO、包括的民間委託、指定管理者制度等を含む。 

・PFI（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法。PFI

事業とは「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（PFI法）に基づいて

行われる事業を指す。 

 

（２）公共施設整備の事業手法（発注方式） 

      方式 
業務 

分離発注⽅式 
(従来型) 

一括発注(⺠活型) 
ＤＢ方式 ＤＢＯ方式 ＰＦＩ方式 

Ｄ 
設計 
Design 

個別発注 
(委託) 

一括発注 
一括発注 

一括発注 
一括発注 

一括発注 
Ｂ 

建設 
Build 

個別発注 
(請負) 

Ｏ 

維持管理 
Operation 

個別発注 
(直営/委託) 

個別発注 
(直営/委託) 

運営 
Operation 

個別発注 
(直営/委託) 

個別発注 
(直営/委託) 

個別発注 
(直営/委託) 

個別発注 
(直営/委託) 

資⾦調達 区 区 区 ⺠間 

手法概要 

区が資⾦調達を⾏い、
個別に発注手続き等を
⾏う。 

区が資⾦調達を⾏
い、⺠間が設計建
設し、区が対価を支
払う。維持管理運
営は区が担う。 

区が資⾦調達を⾏い、⺠間が
設計建設、維持管理等を⾏
い、区が対価を支払う。維持
管理費は、委託料を事業期
間にわたり⺠間に⽀払う。 

⺠間が資⾦調達を⾏い、設計
建設、維持管理等を⾏う。区は
⺠間のサービス提供に対する対
価を、事業期間にわたり平準化
して支払う。 

特
徴 

⺠間の創意 
工夫の発揮 

各業務単位で創意工夫
が期待できる。 

一括発注部分について、創意工夫と工期短縮が期待できる。 

意⾒・要望
等の反映 

各業務で、区や住⺠の
要望・意⾒等に柔軟に
対応することができる。 

⼀括発注部分については、区や住⺠の要望・意⾒等に柔軟に対応することが難しい。 

財政負担 
の軽減 

仕様発注、単年度契約
が基本となるため、コスト
削減の効果は限定的と
なる。 

一括発注部分について、 
性能発注(※)によるコスト削減が期待できる。 

設計から維持管理まで性能発注
(※)によるコスト削減が期待できる。
ただし、⺠間⾦利は区債⾦利より
割高となる。 

その他 

主として地元企業の参
入が想定される。 

主として⼤⼿企業の参⼊が想定される。維持管理、
運営業務は地元企業の参入が想定される。 

・主として大手企業の参入が想定
される。 

・PFI法に則した⼿続きを⾏う必
要があり、着⼯までの期間が⻑
期化する恐れがある。 

整備事例 
― 

（従来の方式） 
 

・ごみ焼却施設、再資源化施設、啓発施設、余熱利
用施設整備及び20年間の管理（DBO 姫路市） 
・小学校改築（DB ⻄宮市） 
・公⺠館整備（DB 藤沢市） 

・学校整備（全国で多数） 
・小・中学校空調設備の整備・保
全（春日部市） 
・28施設の再配置、2施設の新
設、160施設の管理（⻄尾市） 

※性能発注とは、区が求めるサービス水準を明らかにし、事業者が水準の詳細を規定する発注。（従来型は仕様発注） 
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（３）その他の主なPPP事業手法 

PPP手法 
分類 手法概要 整備事例 

条件付貸付 公共施設の整備や維持管理等を条件として、区有地等を貸し付ける
手法。 

定期借地による地元スポーツチーム等が
運営するアリーナ（⺠設⺠営 仙台市） 

指定管理者 
制度 

区の施設の維持管理・運営等を⺠間事業者に実施させる⼿法。 
指定管理者は施設の利⽤料⾦を⾃らの収⼊とする。 

劇場、音楽ホール、スポーツ施設、図書
館等（事例多数） 

包括的⺠間 
委託方式 

⺠間事業者に維持管理等を複数年契約・性能発注等により⼀括発
注・性能発注する委託手法。 

道路管理の包括⺠間委託（府中市） 

 
（４）PFIの事業方式（施設所有権に着目した整理） 

       方式 
業務 

BT方式 
Build Transfer 

BTO方式 
Build Transfer Operate 

BOT方式 
Build Operate Transfer 

B 設計・建設 ⺠間 ⺠間 ⺠間 

O 
維持管理 区 区(直営/委託) ⺠間 

運営 区 ⺠間 ⺠間 

管理期間中の 
施設所有 

区 区 ⺠間 

手法概要 
⺠間が設計・建設後の公共施
設を、区が取得して管理運営
する。 

⺠間が設計・建設後の公共施設
を、区が取得して、管理運営は⼀部
を⺠間が実施する。 

⺠間が設計・建設後、⼀定期間借
運営する。期間終了後、所有権を
区に移転する。 

整備事例 
⺠間が公営住宅を整備し、⾃
治体に引渡す。（秋田市） 

⺠間が図書館等を整備後、20年
間運営する。（稲城市） 

⺠間が⾳楽ホールを整備後、30
年間運営する。（杉並区） 

 
（５）PFIの事業類型（民間資金の活用） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

投資回収 
方法 手法概要 整備事例 

サービス 
購入型 

⺠間が資⾦調達、施設の建設、運営を⾏い、⺠間が提供する
サービスに対し、区が対価を支払う方式 

⺠間が⼩中学校を整備・維持管理し、市が23
年間サービス料を債務として⽀払う。（BTO 
四日市市） 

独⽴採算型 ⺠間が資⾦調達、施設の建設、運営を⾏い、料⾦徴収等の
事業収益により直接投資改修する方式 

⺠間の独⽴採算により駐輪場を整備・運営し、
15年後に市が施設を買取る。（BOT 大竹
市） 

  ※区資⾦と⺠間資⾦の両⽅により投資回収をする「混合型」もある（整備事例：杉並公会堂（杉並区）、横浜⽂化体育館 
（横浜市））。

初期投資 

区資⾦ 
(一般財源＋特定財源＋区債) 

⺠間資⾦ 
(⾃⼰資⾦＋銀⾏借⼊) 

⺠間資⾦ 
(利⽤料⾦等の事業収益) 

区資⾦ 
(⼀般財源＋利⽤料⾦等) 

投資回収 

従来型 

独⽴採算型 

従来型 

PFI型 
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